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平成２７年山形村議会第１回定例会 

 

議 事 日 程 （第２号） 

 

平成27年３月11日（水曜日）午前 ９時００分開会 

      開議宣告 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 一般質問 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

出席議員（１１名） 

１番 大 池 俊 子 君  ２番 上 条 浩 堂 君 

３番 新 居 禎 三 君  ５番 小 林 武 司 君 

６番 籠 田 利 男 君  ７番 増 澤 武 志 君 

８番 大 月 民 夫 君  １０番 竹 野 入 恒 夫 君 

１１番 赤 羽 千 秋 君  １２番 三 澤 一 男 君 

１３番 平 沢 恒 雄 君    

欠席議員（１名） 

９番 西 牧 一 敏 君    

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者の職氏名 

村  長 百 瀬  久君  副 村 長 中 村 俊 春君 
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塩原 美智代君 

子 育 て 

支援課長 
倉 科  寛君  保育園長 百 瀬  清君 
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住 吉  誠君  

建設水道 
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赤 羽 孝 之君 

教育次長 根 橋 範 男君  
総 務 課 

主  幹 
上 條 憲 治君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎開議の宣告 

○議長（平沢恒雄君） おはようございます。 

 本日西牧議員が欠席でありますし、ここに欠席届が提出されております。欠席理由

につきましては母親の死亡ということであります。ほかの議員は全員出席で定足数に

達しておりますので、直ちに平成２７年第１回山形村議会定例会の本会議を再開しま

す。 

 本日３月１１日は、東日本大震災発生から４年を迎えます。行方不明者はなお

２，５８４人であり、親しい人を失った悲しみはいえるものではありません。再

生・再建など真の復興へはまだまだですが、山形村議会としましても１日も早い復興

を願うものであります。ここで震災で亡くなられた方、また被災された方に心より哀

悼の意を表するところであります。１分間の黙祷をささげたいと思います。 

 黙祷。 

 黙祷やめ。着席。 

 本日の会議に先立ちまして傍聴人に申し上げます。議会傍聴規則により、撮影・録

音等をすることは禁止されております。なお、報道関係者から取材の申し込みがあり

ましたので、これを許可しました。 

 出席要求者から欠席届が提出されております。野口税務課長は公務のため午前中欠

席です。 

（午前 ９時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎議事日程の報告 

○議長（平沢恒雄君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎会議録署名議員の指名 

○議長（平沢恒雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第１２５条の規定により、１０番・竹野入恒夫議員、１番・大池俊子議員
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を指名します。 



 －５７－ 



 －５８－ 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎一般質問 

○議長（平沢恒雄君） 日程第２、一般質問を行います。 

 質問の順序は、お手元に配付の質問表に従って行います。 

 質問者は、質問・答弁が終わるまで一般質問者席でお願いします。 

念のため申し上げますが、質問・答弁は簡潔明快にお願いします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

         ◇ 増 澤 武 志 君 

○議長（平沢恒雄君） それでは、一般質問順位１番、増澤武志議員の質問を行います。  

 増澤武志議員、質問事項１「観光戦略について」を質問してください。 

増澤議員。 

         （７番 増澤武志君 登壇） 

○７番（増澤武志君） 議席番号７番、増澤武志であります。 

本日３月１１日は東日本大震災から４年を迎える日であります。県内では栄村が地

震により甚大な被害を受けました。死者・行方不明者１万８，０００人を超え、さら

に福島第一原発事故によりふるさとへの帰還がいまだできない方々も多くいらっしゃ

います。政府には被災地・被災者に寄り添った復興への取り組みを手を緩めることな

くスピード感を持って進めていただくよう強く要望いたします。 

さて、本議会では、百瀬村政３年目に臨む施政方針を１日目に公表されたところで

す。日本一明るく元気な村づくりをモットーにした百瀬村政の中身を大きく２つの項

目について村長の所信を伺います。 

まず１点目であります。観光戦略についてであります。来たる３月１４日、北陸新

幹線が長野以北、金沢まで開業いたします。国家的プロジェクトであることで全国的

に注目されておりまして、大手マスコミが沿線の観光発信を行う等、長野県、特に東

北信は歓迎ムードが高まっております。結果長野市は東京、金沢からいずれも１時間

半程度でつながることになります。 

一方、松本市は現状の新宿から２時間半とその差は広がったままであります。この

ような状況の中で中信地区の発展のため何らかの誘客活動が必要と考えております。 
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そこで質問１、北陸新幹線沿線が中信地区に与える影響について村長はどう考えて

いるか。 

質問２、長野県のアンテナショップ銀座ＮＡＧＡＮＯの活用方法はどうするか。  

質問３、村は昨年日本アルプス観光連盟に加入したが、活動内容と成果についてど

うか。 

さらに２月１０日の『信濃毎日新聞』で岐阜、富山、石川３県の観光地に入る玄関

口を松本に位置づけ広域観光ルートを形成するという構想をＪＲ東日本が推進しよう

としております。そこで質問４、ＪＲが松本ゲートウェイ構想を持っていると聞くが

どう評価するか。 

それから、中信地区は、諏訪地区も含めてですが中央東線特急あずさを首都圏と結

ぶ動脈と位置づけ新宿を窓口としてきた経過があります。そこで、質問５、中信地区

においては首都圏の窓口を新宿に置き活動を続けるべきと考えるがいかがか。  

以上５点質問をして１回目の質問を終わります。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） 皆さん、おはようございます。一般質問を受けるにあたり一言

ごあいさつを申し上げます。本日は先ほど東日本大震災４年目にあたり黙祷をささげ

ていただきました。ありがとうございました。被災地の皆様には心よりお見舞いを申

し上げ、早期に復興を果たされますことを心からお祈り申し上げます。 

先日東大の名誉教授が、地震予知の研究から東日本大震災を予測していたが公表が

できなかったと話されておりました。様々な地震の予知の研究の中で長野県の神城断

層地震も予測はできなかったようであります。その地震の特集をされていました。そ

の地震、自然災害の予知・予測は本当に難しいものですが、研究結果をお聞きします

と大分それらしき姿が見えてきたように思いました。それに比べ人類の将来の希望や

夢は現実味が出てきたように思います。私たちの子供のころの漫画の世界でありまし

たロボットや無人自動車、宇宙旅行などが本当に実現されそうであります。これは科

学の進歩であります。 

一方、行政において、日本の将来予測は人口減少を日本の危機として取り上げられ

少子高齢化、人口の流出、東京一極集中と消滅都市等々を問題としております。これ

らの行政の予測は、政治力や行動力で何とか形を変えて対応・対策がとれるのではな
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いかと思っております。山形におきましても将来を予測しますと、消滅都市にはなら

なくても人口は徐々に減少しております。そこで子育て支援や保育、小学校教育等に

力を入れて若い人の子育て支援を応援をしております。 

また、都会からの移住や松本からのベッドタウンの住環境を整備しながらしていこ

うというふうに考えておりますが、目の前に後期高齢社会の大きな問題が立ちはだか

っております。国民健康保険や介護保険の増加、それから介護医療施設等の対応につ

いては本当にみんなの力で何とかならないものかと思うのでございます。 

こういった将来の夢のような姿を今年は山形村の皆さんの力を借りて健康寿命延命

の村づくりという形で施政方針にも出させていただきました。そういう形を描くこと

によって日本一明るく元気な山形村を実現していきたいと思っておりますので提案を

しましたところ、多くの議員の皆様からご質問いただきましたので私の思いを申し上

げてご理解とご協力をお願いをしたいと思っております。 

それでは、増澤議員の質問にお答えいたします。 

まず、１番目の最初の「北陸新幹線延伸が中信地区に与える影響について村長はど

う考えるかについて」でございます。 

北陸新幹線延伸の影響は大きな経済効果をもたらすと思います。１つは時間的・経

済的機能効果であります。中信地区は南部のリニア新幹線、北部の北陸新幹線と鉄道

高速交通網に遅れをとっています。松本からは東京に向かう時間はＪＲ中央線で最短

で２時間３０分、長野新幹線の利用では篠ノ井線回りの特急で長野駅まで５０分かか

り、接続して１時間半の待ち時間を入れて２時間３０分というようなことでございま

して、できるなら東京に２時間以内で行けるようになれば人の往来がもっと多くなる

と思います。 

北陸新幹線が開通することにより本数は増えますので、長野回りで乗りかえを考え

なければ利便性が上がってくると思います。しかし、もっと利便性を上げるためには

篠ノ井線の活性化、北陸新幹線の千曲新駅の誘致等の期成同盟会が発足し経済効果の

向上を図り始めました。山形村も双方の同盟会に加わって応援をして、これに松本広

域連合が観光課を設置して観光事業を盛り上げる動きがありますので連携し、活動を

していきたいと思っております。 

当面私は松本インターから車で３０分ほどでアクセスする更埴インターの近くに新

幹線の千曲新駅を誘致し、東京まで２時間以内のコースを推進していきたいと思って

おります。 
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２つ目は、長野県の観光事業を振興するには長野市の善光寺だけでは人は皆北陸、

金沢方面に行ってしまいます。北陸からの誘客は中部縦貫道を早く整備して高山から

松本への誘客です。人は観光で同じ道を帰ってくることはあまり考えません。必ずル

ープルートをつくって往復し、楽しめる観光ルートの建設が必要だと思っております。

松本へ来たお客様は山形から安曇野市へと導くことを広域連携の中でつなげていきた

いと思っております。 

２つ目の｢長野県のアンテナショップ銀座ＮＡＧＡＮＯの活用方法はどうか｣であり

ますが、銀座ＮＡＧＡＮＯ～しあわせ信州シェアスペース～の運営と来場、販売の状

況、商品の状況、イベントの実施状況などの課題と対応について、県の支援を受けて

調査・研究しながら山形村の魅力が輝くような企画・準備・運営を積極的・効果的に

実施して、首都圏の皆様にも満足していただけるような利活用、事業展開を考えてい

ます。 

次に、３番目の質問ですが、｢日本アルプス観光連盟の活動内容と成果について｣で

ありますが、サラダ街道協議会の解散に伴い平成２６年度から日本アルプス観光連盟

に加入しました。サラダ街道協議会の事業を引き継ぎながら中京圏へ向けた観光ＰＲ

を兼ねた特産物の販売、観光パンフレットの配布などの活動を行っております。日本

アルプスエリアの観光パンフレットへも掲載される中で広域連携を推進し、イベント

や物産展での共同ＰＲによる相乗効果を図り新たな魅力をアピールしていくこととし

ております。 

次に、４番目の質問の｢松本ゲートウェイ構想の評価について｣であります。松本ゲ

ートウェイ構想とは３月１４日の北陸新幹線金沢駅延伸に合わせ岐阜、富山、石川３

県の観光地に入る玄関口に松本市を位置づけ、広域観光ルートの形成を図る構想と聞

いております。松本広域連合において広域連合圏での観光客のルート調査など実施さ

れる予定ですから、その結果を踏まえながら観光ルートづくりや県内外からの誘客促

進などが検討され、魅力ある地域づくりを行っていけばと思っております。 

次に、５番目の質問でありますが「首都圏の窓口を新宿に置き活動を続ける考えに

ついて」でありますが、公共交通の利便性等を考えても新宿での観光ＰＲや事業活動

は重要であると認識しております。県内外への観光ＰＲは長野県や松本広域連合など

と連携をしながら地域全体で観光資源の魅力を高め、積極的に事業展開を図っていき

たいと考えております。 

以上でございます。 
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○議長（平沢恒雄君） 増澤議員。 

○７番（増澤武志君） それぞれの項目につきまして今回答をいただいたところです。 

それでは、１点１点ちょっと質問をしていきたいと思いますが、まず１点目の北陸

新幹線延伸が中信地区に与える影響ということで、村長に２点お答えいただきました。

大きな経済効果であると、県内にとっても首都圏への時間短縮、移動の時間短縮とい

うのは大きな経済効果である。 

それから、２点目につきましては、新幹線が延伸することによって北陸の方から人

が入ってくるのではないかという期待があると思います。いいことはその期待は、そ

れはいいのですけれども、どうでしょうか。危機感というのはあるか、あるやなしや。

むしろ中信地区が埋没してしまわないかというそういった危機感についてはどうでし

ょうか。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 北陸新幹線ができましての延伸への危機感という、直接的な山

形村の現在の危機感というものは大きく考えておりませんで、活用してさらに山形村

のＰＲなり山形村を発信するなりそういうように持っていこうと思って考えておりま

す。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤議員。 

○７番（増澤武志君） いい意味でということだと思いますけれども、やはり皆さん心

配になるのは中信地区が空洞化するではないか、北信の方に誘客がとられてしまうの

ではないかということが素朴なそういった危機感を、漠然としたものを持っていると

いうのは中信地区全体の観光、あるいは産業関係の皆さんにとってみれば事実だと思

いますので、その点につきましてはまたこれを利用して逆にとって積極的にいこうと、

そういう姿勢はよろしいかと思いますが、やはりそういった危機感を持っているとい

うことでやはり認識をしていただきたいと思います。 

それから、今、村長の方からは高山からという誘客がありましたが、それはちょっ

と後に回したいと思います。 

それから、２番目の質問でありました銀座ＮＡＧＡＮＯであります。銀座ＮＡＧＡ

ＮＯは議員の中でも視察をしてきた方の話によりますと、十分山形村は活用し切れて

いないのではないかという、そういった指摘がございました。現在の銀座ＮＡＧＡＮ
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Ｏの活用状況というのは山形村としてはどのような活動をしてきたのかというのをお

聞きしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

  中村副村長。 

○副村長（中村俊春君） 銀座ＮＡＧＡＮＯですけれども、開設したのはたしか昨年の

１０月でしたか。山形村として現在のところまだ銀座ＮＡＧＡＮＯでの販売展開はし

ておりません。今年度の２７年度予算にも盛ってございますけれども、特産でありま

す長いもですか、これを持っていきまして農村生活改善マイスターの皆さんのご協力

をいただきながら長いも料理の提供をするということで準備を進めさせていただきた

いと思います。時期についてはまだ未定でございます。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤議員。 

○７番（増澤武志君） はい、わかりました。２７年度予算で長いも料理の講習会等を

含めた活動をするということを今答弁いただきました。銀座ＮＡＧＡＮＯということ

で立地は銀座にあります。長野県のアンテナショップ、常設のものはこれ初めてだと

思いますけれども、立地が銀座ということになりますとどうしてもこの近隣は東京駅

の北陸新幹線の開業をねらった場所に近いというわけであります。なかなか銀座で宣

伝をして松本へと言ってもどのように行くのだと、足はどうなのだ、長野だったら東

京駅から新幹線ですよとすぐ言える立地のところが銀座であります。 

したがって、なかなか銀座というのは我々松本の人間にとってみればちょっと使い

づらいなという気はいたします。どうしても新宿というのが頭にあるからであると思

いますが、とはいえ銀座という日本の繁華街でこういったアンテナショップができた

ということは大きなメリットでありますのでこれを使わない手はないと思います。 

パンフレット等を置くスペースもあるようなのですが、これの準備はいかがでしょ

うか。銀座ＮＡＧＡＮＯへのパンフレットの配置についてはいかがでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対しまして、住吉課長、答弁願います。 

○産業振興課長（住吉 誠君） 実際に銀座ＮＡＧＡＮＯがオープンしてからまだ日数

等たっておらないわけですけれども、それぞれの市町村においてもいろいろ独自にＰ

Ｒ活動等をやって、近隣でも塩尻市さん等が銀座ＮＡＧＡＮＯの活用をもう実際に２

月ごろやったということで聞いております。 

その中でそれぞれメリットとか、もっとこうやったらいいというような反省点等も

聞いておりますので、そこら辺について県とか、あと実際にやった市町村等のご意見



 －６４－ 

等を伺った中でいろいろそのイベント、それからパンフレットの置き方についても研

究した中で、少しでもいい方向に持っていきたいということで、また２７年度には観

光パンフレットを一新しますので、そこも含めた中でどんなような方法がいいかを考

えていきたいと思います。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤議員。 

○７番（増澤武志君） ２７年度予算で観光パンフレットのデザイン料ですか、デザイ

ンの委託、あるいは印刷製本の予算がございました。これに向けての、銀座ＮＡＧＡ

ＮＯへの向けての要は全国ＰＲの一環としてきちんとした予算化したのではないかと

いうふうに思いますが、ぜひそれを進めていただきたいと思います。パンフレットと

いうのは大変重要でありまして、表紙のイメージでもってそのお客様が手にとるか、

とらないか、もう一目瞭然なわけであります。したがいまして、そういった意味でイ

ンパクトのあるもの、それから本当に良質なものというものを使っていただきたいと

思います。 

それともう銀座ＮＡＧＡＮＯに関してですけれども、アンテナショップというもの、

存在は大きいわけですけれども、私はアンテナショップは銀座だけではなくて、ある

いは１カ所では済まないと思います。といいますのもリニアが開通すれば今度は品川

が長野県の窓口になる。現在でも中信地区の窓口は新宿が一番近いということになり

ますとやはり県のアンテナショップ、３カ所ぐらいはきちんとしたものが欲しいと、

こういったことは私の考えであります。これにつきましてはすぐできるどうこうのこ

とではありませんけれども、やはりこういった認識を私は持っておりますけれども、

これにつきまして将来の構想ですけれども、村長の意向を、所感をお伺いしたいと思

います。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 山形村の観光行政につきまして従来はあまり力を入れて応援を

されてこなかったと思われていまして、行政の方としても様子を見ながらというよう

なことでございましたけれども、今言われますごとに随分と力を入れて応援をしてい

ただくような質問をいただきまして本当にありがとうございます。 

銀座ＮＡＧＡＮＯの活用でありますけれども、あの銀座ＮＡＧＡＮＯは１階が物産

展の販売店で、２階が料理室になっていまして特産品を料理して使う。３階が移住者
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への対応という、こういう３構想でなっていまして非常に長野県の各７７市町村が来

たときに上手に使ってくださいよと、このように言われております。私たちは物産展

ということになりますと、先日私が行ってみたときにはファーマーズガーデンから長

いもとゴボウが行って並んでおりました。また、山形村からは特別大根も送られてき

たというようなことで、すぐ売れてしまったというようなことを言っておりまして、

非常に山形村からの農産物への期待は店長さんはしておりました。 

そんな活用も大きな内容かと思いますし、また２階の料理室を使いながらやろうと

いうのに対しましては長いも料理をぜひやってほしいというようなことがありまして、

それは私はこれは１つはいい方法だなと思いました。この２７年度の予算に組み入れ

てもらったというわけでございます。 

実際はまだ日が浅いものですから具体的に山形村はやっておりませんけれども、１

回目をやりまして、よければ２回、３回と続けてやるようなことを考えております。

したがいまして、実施したときの暁には我々とともに議員の皆様にも一緒に行ってい

ただき、議員の立場で見ていただいて改善方法なんかを確認をしていただくのは非常

にいいことかなと思った次第であります。 

しかし、銀座での対応がまだやっていませんので、その結果が出なくて品川をとい

うようなことはちょっと時期尚早かと思いまして、まず銀座ＮＡＧＡＮＯでの対応を

しながら品川もしくは新宿というようなところに持っていくような形だ、そういうよ

うなステップかというふうに思っております。必要であるならばそういうところにも

投資をして進めていくようなことは考えていきたいと、このように思っています。  

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤議員。 

○７番（増澤武志君） はい、銀座ＮＡＧＡＮＯをきちんとこれから使おうということ

が前提だと思います。長野県、県がつくったアンテナショップというのはここ１カ所

でありますが、アンテナショップというのはそれぞれの自治体がその力量なり構想に

応じてそれぞれ持っているところもございます。例えば福井県では首都圏に２カ所ア

ンテナショップを設置していると聞いております。 

長野県、県がつくったのは１カ所ですけれども、それぞれがその地域、地域で必要

なところに置くということもまた考えていくべきだとは私は思っておりますので積極

的なその例えばこれに関しては県への要望だとか、そういったことできちんと対応す

るべきは対応していっていただきたいと思います。 
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それでは、次に質問を移りますが、３点目でありました日本アルプス観光連盟での

活動内容につきましてであります。サラダ街道協議会が解散をしたということで、広

域観光の事業体には初めて入ったのはなかったものですから日本アルプス観光連盟へ

と切りかえたということでありましょう。 

この日本アルプス観光連盟というのは北は白馬、小谷から中信地区、松本あたりま

でずっとかなり広域でやっております。そこはやはり観光資源が多いものですから、

これの観光誘客というのはかなりの力を発揮するということで、例えば大型のポスタ

ーなんかも北アルプスのポスター等々本当に首都圏へ行っても見ばえのするポスター

が張られているわけでありまして、私はこれは大変期待をしておるところであります。  

中京圏への宣伝、それから物販販売等を行ってまいったということですけれども、

それの概要について質問いたします。中身はどうだったでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対して、住吉課長、答弁願います。 

○産業振興課長（住吉 誠君） 日本アルプス観光連盟の活動ということで、２６年度

から朝日村と山形村が加入して活動等を行ってきているわけなのですけれども、基本

的にはサラダ街道協議会でやっておりました物販とか観光ＰＲを引き継ぐというよう

な形でやらせていただいております。というのは、朝日村も山形村も以前は日本アル

プス観光連盟に加入しておりまして、実際にメリット等がないということで朝日村も

山形村も何年か前に脱退して、それで今回２６年度から加入してきたというようなこ

とでございまして、基本的には朝日村、山形村につきましては物販を中心にこの観光

連盟の方では活動しようということであります。 

今年度になりましても３度ほどですか、中京圏が主ですけれども、駅等に行きまし

て物販等の活動、または観光パンフレットの配布等で村とかこの中信地区のＰＲ活動

を行っております。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤議員。 

○７番（増澤武志君） はい、ありがとうございました。中京圏の活動というのはＪＲ

金山駅の駅のコンコース、大変広い連絡通路があるわけですけれども、そこで乗降客

に対して行っているという活動であります。これに関しましても冬のスキー客だとか、

あるいは夏場の宣伝等を行いますが、今年の活動、２７年度の予定では日本アルプス

観光連盟での活動、どのような活動を計画しているかを質問いたします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、住吉課長、答弁願います。 
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○産業振興課長（住吉 誠君） ２７年度についても引き続き日本アルプス観光連盟に

ついては中京圏を中心に物販販売、それからパンフレットの配布等を行っていきたい

と思います。このごろなのですけれども、松本広域連合の関係でも観光、この広域の

市町村圏で一体となって首都圏等に出向いた中での物販や観光パンフレットの配布で

ＲＰ活動等も実施してきておりますので、両方を含めた中で少しでもいいような方向

に持っていきたいというようなことで考えています。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤議員。 

○７番（増澤武志君） 中京とそれから首都圏、長野県にしてみれば西と東の大きな人

口密集地でありますけれども、そちらへきちんとした誘客するということはこれは大

きいことであると思います。日本アルプス観光連盟は中京圏へあまり積極的に行って

いなかったものですから、朝日、山形が加入したことによって中京圏への足がかりが

できたのではないかというふうに私は評価をしておるところであります。 

それから、首都圏を含めた広域連合の市町村圏での宣伝誘客ですけれども、これも

日本アルプス観光連盟を含め積極的にお願いしたいと思います。 

では、その質問は終わります。 

次に、４番目の松本ゲートウェイ構想について村長の方から説明も含めてありまし

た。この件に関しましては昨年の７月にこれのバスルートができております。ＪＲ東

日本が松本駅発の高山駅間、びゅうぱす天空の飛騨回廊号というバスが出ておるよう

で、それからＪＲ西日本からは高山駅、金沢駅間で五箇山・白川郷めぐりバスという

２つのバスが運行されていると。高山を中心に松本、金沢がこれで結ばれたというよ

うなことであります。 

そこで、北陸新幹線が金沢に入ったことにより金沢から松本への新たな観光ルート、

これを各旅行会社を含め模索しているというところだそうであります。特急あずさ、

例えばＪＲ東日本の構想しているのは特急あずさで松本へ入り、バスで金沢へ抜け、

新幹線でまた東京へ帰るという１泊から３泊の旅行というものを考えているようであ

ります。 

特にその私びっくりしたのですが、外国人向けのサイトでこの金沢、高山、松本の

周遊ルートというのが大きく取り上げられておるということでありました。これも金

沢という魅力、それから高山、松本という、ここは新幹線が通っておりませんけれど

も、滞在するに非常に魅力のあるところだという、こういうことだそうでありまして、

外国人、特に多いのは台湾、それから香港、それからタイ人、それから香港等が大変
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魅力を感じているということを、これは松本市からの情報ですが聞いております。 

この構想ですが、村長はこれいつの段階で知ったかということをちょっとお聞きし

たいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対して、村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 広域の観光課ができるというふうに聞いたのは昨年の秋であり

ますけれども、具体的に外国人がそれだけ入ってきますよというような話を聞いたの

はつい最近でございます。新聞報道やなり、それから松本の方に行って話を聞いた中

で外人対策をちょっと考えなければいけないなというようなことで松本に大勢の外人

が入ってくると。ただ、白馬の方にオーストラリアからのスキー客も含めてたくさん

入ってくるという情報は前から聞いておりましたけれども、今増澤議員が言われます

とおりその観光ルートは行って帰ってくる往復だけのルートというのはやっぱりせっ

かくお金を出して行くということになりましたら、必ず回って帰るというような形に

なるから、新幹線を使いながらバスで松本に来てまたＪＲで帰ると、こういうコース

は使われることによっては非常にいいなというふうに思っていましたし、実際に高山

や松本からも何本も、何本という数は少ないのですけれども必ずルートは引かれてお

りましたので、そういうものを使ってそういうルートが使われていくということは観

光会社としては当然考えることだなと思っていまして、そういうようなお客が少しで

も山形周りに寄っていけるような形になってくればなというのは私の思いでありまし

て、具体的な展開はまだありませんけれども、せっかくそうやって人の流れができる

ようであるならば活用すべきだというふうに思っております。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤議員。 

○７番（増澤武志君） 滞在をするのに魅力だということに大変力強いという、私は心

強く思っております。新幹線が通ってしまえばスピード感がやっぱりありますので、

通過してしまうだけではないかというところにやはり沿線の自治体は危機感を持って

いるわけであります。正直な話、金沢まで延伸すれば恐らく途中の駅は全くとまらな

いだろう、おりないだろうと、金沢まで行ってしまうのではないか。要するに金沢、

北陸新幹線は金沢まで行くための手段として定着をし、金沢からの観光客をいかに獲

得するか、これが正直なところそれが一番の課題だというふうに私は考えております。  

  ですから、一番厳しいなと思うのは富山、あるいは飯山あたりが恐らく観光客がど
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れだけとまるかというところに関しては大変未知数だったと思います。 

  それでは、最後の質問になります。首都圏の窓口を新宿に置き活動を続けるべきだ

という、私のこれは以前からの持論でありましたけれども、実は３月３日から６日ま

で４日間ですが、新宿駅西口広場で信州松本の物産と観光展という名前でイベントが

開かれておりました。今年で１１回目になります。これは松本市と松本商工会議所が

主催をしているものでありますが、日本一乗降客のある場所で行う効果というのはや

はりはかり知れないものがあります。 

  実績でありますが、昨年３月の実績が４日間出店数２２店、売上高は950万円とい

うことであります。１日当たり250万円の売上がある。銀座ＮＡＧＡＮＯと比べては

いけませんけれども、銀座ＮＡＧＡＮＯが昨年１０月から開館して１月までの３カ月

間で売上高が6,300万円、１日70万円だということであります。やはり１日に１万人

が通過するという広場でもって行っているという、そういったものが大変大きいわけ

でありまして、やはり新宿というそのやはり人口が多いというか、新宿という立地の

魅力といいますか、そういったことがここでもってわかろうかと思います。 

  ここは物産の販売でもよい物なら必ず売れるというふうに評価がされているところ

でありまして、この２２店のお店の中では新商品をここでモニターすると。開発の段

階でもってここでもって売れるかどうかというのをやはりはかる。あるいは、ここで

アンケートをとる。こういう活動も含めてその行っているわけであります。ぜひここ

に山形村が長いも等特産品を出店したらいかがかと思いますが村長の所感を伺いたい

と。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 新宿のあの物産展をやっていますスペースは私も何度も東京に

行きましたときに通ってみたものですから、人の多さというのは理解をしております。

確かに１万人の人が行きかって見ながら行くというのは大きなメリットだと思います

けれども、そこに山形村をどういう形で入れてくるかということについての構想は今

すぐということで持ち得てはおりませんけれども、山形村にたくさんのその商品とし

て売れる物があった場合ならば本当にすぐ並べてみたいというふうに思う次第でござ

いますけれども、長いも、ほぼ野菜の部分とそしてまたブルーベリーの瓶詰等、ジャ

ムですか、そんなものとか、いろんな多少の物はあるようでございますけれども、ま

た西信州のワインができてきたらそういうものをやるというようなことは１つのあれ
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かと思いますが、今すぐ新宿のところのスペースを借りて設置をしてやっていくとい

うところにはまだ検討課題だと思っておりますので、検討中だというふうにお答えし

ておきます。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤議員。 

○７番（増澤武志君） 唐突の質問でしたので仕方ないと思いますけれども、やはり可

能性というのは大変あると思います。それから、魅力もあるところだと思います。農

産物に関しましてもやはりどのように加工すれば手にとってもらえるかとかそういっ

たことをやはりここでもって調査するということも大事だと思いますので、ぜひとも

今後していただきたいと思います。 

それから、新宿駅では数年前まで松本観光案内所というのを設置しておりました。

駅の構内にスペースをとり職員を常駐させていたという、そういった経過がございま

したが、ただいまは駅の改装に伴いましてスペースがなくなり今はございません。や

はり過去そうやって新宿というのを大変重要視してきたという経過がございますので、

ぜひとも中信地区、広域も含めての戦略として新宿駅というのを、周辺をやはり情報

発信のスペースとして活用すべきだと私はその思っておりますので、ぜひともこれは

広域の首長さんの集まりの中でもやはり頭へ入れておいていただいて、ぜひそういっ

た山形村からのそういった発信をしていただきたいと思います。村長の所感をお願い

します。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 私どもも山形村発展のために研究課題だと思いますので考えて

いきますので、以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤議員。 

○７番（増澤武志君） それでは、１つ目の「観光戦略について｣の質問を終わります。

○議長（平沢恒雄君） 増澤議員、次に、質問事項２、「健康寿命延伸の村づくりにつ

いて」を質問してください。 

増澤議員。 

○７番（増澤武志君） それでは、２番目の質問であります。 

｢健康寿命延伸の村づくりについて」であります。 

森の中を歩いて心身をいやす森林セラピーを研究するため、昨年村長は信濃町の黒
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姫高原を視察し、本村への導入に向け可能性を探ってきたところです。具体的には村

最高地点までの村民トレッキング、ケルンの設置や案内看板の作成等であります。清

水高原をいやしの拠点として健康と観光による誘客につながることを期待するもので

あります。 

しかし、これとは別に、村民が手軽に取り組める効果的な活動として身近な西山山

ろくを健康づくりの場として考えたらどうかという質問であります。 

そこで、質問の１、黒姫高原の癒しの森を視察して本村に取り入れたいと考える事

業はありますか。 

質問の２番目、清水高原で森林セラピーによる事業化の可能性はあるか。 

３番目、健康づくりのためウォーキングを村民運動とする考えはあるか。 

４番目、ウォーキングを実施するため西山山ろくをコースとして活用する可能性は

どうか。 

以上４点を質問いたします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） ｢健康寿命延伸の村づくり｣についてでありますが、この前置き

につきましては施政方針の中で考え方を述べてありますので議員の質問に早速答えさ

さていただきます。 

１番目の「黒姫高原の癒しの森を視察して本村に取り入れたいと考える事業がある

か」でありますが、山形村の健康寿命延伸の対策となる１つの事業と思います。ただ

し、これはこれから考える事業でありますので、事業化までには研究項目がたくさん

あります。新たに森をつくるという気持ちはありませんが、今ある自然の山を活用す

ることであるというふうに考えております。 

続きまして、２つ目の質問でありますが、「清水高原で森林セラピーによる事業化

の可能性はあるか」でありますが、十分可能性はあると思っております。森林セラピ

ーは高原の森林浴を浴びながら自然を楽しみ、草木からの生きている情報をもらって

歩きながら心というか、気持ちを落ち着かせ、都会での精神的ストレスや疲れを取り

除くいやしを売り物にするものを目的としております。 

案内人とか参加者、支持団体、また医療の雇用の共同事業でないかと思っておりま

す。山形村の現在のあるコースは次のようなものがあります。水飲みから村境までの
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遊歩道高原ルート、それから清水高原周りの遊歩道は幾つものコースがあり、それぞ

れよいコースであります。 

また、こういったものについて実現化の手順でありますけれども、このようなこと

が考えられます。まずコースの設定、コースの案内、案内人の選定・教育・案内内容

の設定、施策実施して事業化の決定、パンフレットの作成、お客様となる企業の募集、

打ち合わせ、宿泊となるスカイランドきよみずとの打ち合わせ、事業費の設定、実施、

またその会計処理作業等でございます。こういったする手順がありますが、この決め

手はこの事業を計画実施するメンバーの設定であります。研究するには参考にするコ

ースはいろいろありますので、まず研究、推進、仕組みづくりをして定着してくれる

人の募集が大事かと思います。 

続きまして、３つ目の質問でございますが、住民の皆さんが健康であることは体を

動かし血液の循環をよくすることであります。それにはウォーキングが最もよいこと

はどこの健康事業も言っております。村の中にはウォーキングコースをつくって大勢

の人にウォーキングをしていただくことを考えていますが、すぐ村民運動ではなく、

まず仲間づくりと仕組みづくりと思います。 

山形村では以前体育指導員会でウォーキングコースを設定した話は聞いています。

今回は健康寿命延伸の村づくりの一環としてウォーキングコースの設定をしてウォー

キングの内容を決めることです。そのためには推進を積極的に実行していただける人

材の発掘が必要となります。参考になるコースや先輩の松本市の事例もあります。こ

の事業を計画的に実行する人の募集からだと思っております。 

続きまして、４番目の「ウォーキングコースを実施するために西山山ろくをコース

として活用する可能性は」でありますが、これは大いにあります。山形村の西山は御

嶽山、穴観音、天神様公園、なろう原公園、八幡様、小坂諏訪社、それから鷹の窪公

園、大日堂、大池諏訪社と遺跡や神社仏閣があり、山形村の歴史を訪ねるロマン街道

であります。これに道祖神めぐりの昔からあるコースを加えて、さらに村の中に各地

区の公園めぐりや畑のコースなどウォーキングコースの題材はあります。先ほど申し

上げましたがウォーキング事業というか、プロジェクトの立ち上げ推進をするグルー

プを募集して進めていくことが大事かと思います。 

また、堂ヶ入りから清水寺までの清水古道を上るコースもありますが、ウォーキン

グというよりトレッキング的な要素かと思いますけれども、いずれにしても健康推進

事業として成り立つことばかりでございます。具体的に進めていくためにはご協力を
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お願いしたいと思っております。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤議員。 

○７番（増澤武志君） ただいまそれぞれ答弁をいただきました。黒姫高原への癒しの

森の視察ということが昨年あったわけですけれども、やはり具体的にといいますか、

同じことはできないのですけれども、やはり自然を生かしての活動についてはやはり

参考になるべき事項がたくさんあろうかと思いますので、これにつきましては村長、

視察の効果を生かしていただいて、ぜひともその村の施策に生かしていただきたいと

思います。 

それから、２番目の質問でありました清水高原でどうかという事業化の可能性であ

りますが、やはり事業化ということになりますと採算ベースを考えなければいけない

わけでありまして、その点につきましてはやはりまだ研究をこれからする段階であり

ましょうか。やはり採算をとるということになりますと魅力的な商品にしないとでき

ませんので、そのあたりが難しいかと思います。お隣の松本市でも健康と観光を融合

した健康の健に観光の光と書いて健光ツーリズムというのを企画をしまして、もうあ

れも１０年ぐらいになろうかと思います。奈川地区、あるいは白骨温泉を使って医療

機関は信州大学病院、あるいは学校関係で言いますと松本大学の先生、それからあと

健康産業といいますか、医療機器をつくっているメーカーさん等を含めて産学官連携

でもってこれも実施をしているということであります。やはりこういったことについ

てもきちんとその先人の取り組みがありますので、研究していっていただきたいと思

います。 

質問１、質問２につきましては以上でございますが、次、３番目、ウォーキングを

村民運動とする考えはあるかということでありますが、すぐ村民運動ということでは

やはり村長のおっしゃるとおりないとは思います。健康寿命延伸事業実行委員会です

か、今年設置をするということでありますが、やはりその中でこれの村民の健康づく

りという意味から言っても一番手軽で効果があるものではないかというふうに私は思

っておりますので、ぜひとも村長ここで一般質問の答弁であったようにきちんとした

運動というよりも、きちんとした人材でそういった実現可能な事業にしていくという

ことでありましたので、それに対しましては期待をしているところであります。  

ウォーキング大会というのも各地で行われておりまして、そういったことを取り組

むのも１つの手かなというふうに思っておりますがそういった考えはないでしょうか、

ウォーキング大会をイベントとして行うというような。 
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○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） ウォーキング大会は非常にいいと思います。でも、そのウォー

キング大会をするコースの設定がまだされておりませんので、そういったところをき

ちんと決めて、それでこう来た段階がその次の段階として来る事業かなと思っていま

すけれども、そんなことで進めていきたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤議員。 

○７番（増澤武志君） はい、わかりました。今コースの問題だということを村長の方

から出ましたが、それではそのコースについての可能性を質問いたしますが、西山山

ろくを利用しようというのが今回の質問でありますが、例えば信州スカイパークに行

ったことがある方は多いと思いますが、あそこではウォーキングコース、１周９キロ

ですか、１周９キロで周回できるというコースをつくってあります。そこに計測ポイ

ントがそれぞれついていまして何キロと表示があります。自分でもって自分の管理が

できるというような形になっておりますので、そういったコースをつくるに関しては

そういったことがやはり知恵として必要なのかなと思います。 

そこで、西山をこうずっと眺めてみますと山ろく沿線にずっと道があるわけです。

しかも、そこは農業用の軽トラックが走るぐらいで常に車が通っているというところ

はございません。やはりそのあたりをコースとして改めて整備をするというよりも、

自分たちでそういった看板をつくるのもいいのですけれども、そういった可能性につ

いてはどうでしょうか。具体的にそういった西山のコースをウォーキングコースとい

うその可能性については村長はいかが考えているか、ちょっともう一度ご答弁願いま

す。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対しまして、村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 西山は本当に私も西山のロマン街道と言っているほど昔からい

いコースだというふうに思っておりますので、ぜひそういった実現するような形に進

めていきたいというふうには思っております。また、その設定のときにはいろいろと

ご協力をお願いしたいと思っています。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤議員。 

○７番（増澤武志君） 大変いいコースだということは共通の認識だというふうに私は
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受け取りました。特になろう原公園です。なろう原公園、あそこの駐車場が充実して

いるということもありますが、やはりあそこを起点に北と南へ振り分けるようなコー

ス設定、もう具体的に走りに私もちょっと想定してしまいますけれども、その中でや

はり北へ行くと山懐に四ツ谷の皆さんが、四ツ谷の常会の皆さんが整備しております

天神様、それからそのすぐ隣が四ツ谷西山公園というのが本当にきれいになっており

ます。 

それから、さらに山へ行きますと穴観音があります。あそこは百体観音が並んでい

るところということで１００はございませんけれども、あれだけの石仏を見るという

のは本当に１カ所で見れるというのはなかなかないところであります。 

そこから、穴観音から今度は御岳山の山ろくへ出ますと、稜線をたどっていきます

と今度は御嶽神社から右へ行けば御嶽神社の社殿から竹田の里へおりるコース、また

左へ向かえば弁天池に上がるコースというようなことで、大変短いコースでありなが

ら起伏に富んだいい景観があるコースであります。 

また、南へ行きますと公園直下の諏訪神社、それから鷹の窪公園を過ぎて宝積寺、

あるいはさらに行きますと大日の芝桜がまた見事な芝桜でありまして、諏訪神社から

崇福寺へとこういった古刹を中心にしながら本当に自然豊かな景観たっぷりのそのい

いコースができると思います。やはりそういったコースを自分たち自身もふだんから

通るということはあまりないものですから、ぜひそういったことを村民に対しても健

康づくりも含めて村の中の景観だとか、あるいは史跡だとかそういったことをきちん

とその宣伝していくということが大変大事かと思います。大変よい観光資源にもなろ

うかと思います。 

それで、特になろう原公園でありますが、あそこが大変重要な位置になっておりま

して、ちょっとアクセスが悪いということでアクセス道路の整備もお願いを議会でも

してきたところであります。それともう１点ですがなろう原公園、あそこの駐車場を

使いますと大分人が集まることができますが、信州スカイパークの中にウォーキング

コースの途中にドッグランがやはり。ドッグラン、犬の愛犬家の皆さんが集まるドッ

グランがありまして、そこで愛犬家の皆さんは犬と遊びながら、たわむれながらドッ

グランを楽しんで、散歩に出るときにはウォーキングコースに散歩に出ると。そうい

うようなことでもってあそこでもって半日ぐらい遊んでいらっしゃるという方がやは

り何人もいらっしゃいます。 

やはりそういったウォーキングだけではなく、あるいは観光だ、史跡だ等だけでは
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なく様々なそういった方が集えるようなそういった考えをちょっとありましたら村長

の所感をお伺いしたいと思います。そういった意味の、私の意味はドッグランで事例

を出しましたが、そういった考えはいかがでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 大変いい意見だと思いまして、参考にさせていただきたいとい

うふうに思っています。いずれにしろ健康推進延伸の事業の中の一環に入れていった

らいいかなと思っておりますけれども、そんな形で考えております。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤議員。 

○７番（増澤武志君） いずれにしても西山山ろく一帯につきましては本当に手づかず

で大変いい環境であると思いますので、ぜひともこれを健康づくりに生かしたものに

していっていただきたいと思います。今年の健康寿命延伸事業実行委員会、そこでの

討論を期待をいたしまして私の質問を終わります。ありがとうございました。  

○議長（平沢恒雄君） 以上で増澤議員の質問は終了しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

         ◇ 籠 田 利 男 君 

○議長（平沢恒雄君） それでは、質問順位２番、籠田利男議員の質問を行います。 

 籠田利男議員の質問事項１「山形村の大型店撤退について」を質問してください。 

 籠田議員。 

         （６番 籠田利男君 登壇） 

○６番（籠田利男君） 議席番号６番、籠田利男です。 

  まずは、１番目の質問です、「山形村の大型店撤退について」です。 

ご承知のとおり村の中心とも言えるメイン通りに沿った大型店のワンワンドラッグ

山形店、そして（ＪＡ）Ａコープ山形店、先月２２日をもってアップルランド山形店

が撤退をしました。村民にとっては非常に寂しいことです。山形村の中心に位置する

村民の誇れる大きな店がなくなり、これから一番人口の多い団塊の世代がもうすぐ高

齢化の層に入り買い物弱者が増えることも目に見えています。 

そこで質問です。山形村の中心の空洞化対策。 

２つ目が、これから始まる村内の高齢者に対し買い物弱者対策。 

３番目として、村が掲げている日本一明るい元気な山形村の中心の活性化対策、以
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上３問であります。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、籠田議員の質問にお答えします。 

まず１番目の｢山形村の中心の空洞化対策｣について申し上げます。時代の流れの変

化や地域の社会の多様化により地域経済は常に動いている状況下にあります。特に人

口の伸びが鈍化傾向の中で消費マインドも伸びず、小売店舗業界においては営業上の

採算面から店舗の進退、特にコンビニですが、この地域でも散見がされます。  

それとは裏腹に大型専門店やスーパーの出店が見られております。今回山形村でも

こうした流れの中の一連の店舗の撤退につながったものと判断をしております。こう

した中で一昨年閉店となりました旧Ａコープ山形店は地権者の手に返され今月初めよ

り解体が始まっています。また、先月末閉店となりました旧アップルランド店は現在

空き店舗となっております。 

専門業界の雄が店を閉めることは大変なことです。長い間の人の流れが変わり消費

ニーズがなくなったと理解することが大事です。行政といたしましては今の時点では

まず民間サイドで跡地を利活用していただき、空洞化とならないよう期待をしており

ます。 

２つ目の「今から始まる村内高齢者に対して買い物弱者対策は」でございますけれ

ども、店舗がなくなってしまったことによる当面の買い物弱者対策といたしまして、

村内を巡回しております福祉バスをこの４月よりビック山形店まで運行する予定で現

在準備を進めております。また、２７年度に入りまして村独自の地域公共交通検討会

議を立ち上げる予定でおりまして、この会議の中でも村内の高齢者や交通弱者の皆様

の足の確保を含め村内の交通体系について検討をしてまいりたいと考えております。  

また、そのほかの高齢者・買い物弱者対策についてでありますが、現在ＮＰＯ法人

によります福祉有償運送生活支援サービスや山形村社会福祉協議会が行っております

在宅福祉サービスなどがありますが、さらなる方策も検討してまいりたいと思ってお

ります。 

このほかの買い物支援といたしましては、ＪＡや民間業者が行っている食材の宅配

やコンビニエンスストア・弁当専門店での主食、副食類の宅配サービスを行っており

ます。 
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  続きまして、３つ目の「日本一元気な山形村の中心の活性化は」についてですが、

山形村は議員もご存じのように面積が２４平方キロメートルと長野県で一番小さな村

であります。その小さな村の中に店舗の面から見ますと村の北側には県下でも広く知

れ渡っていますｉシティという大型アメニティ商業施設が、村の南にはサラダ街道シ

ョッピングセンター、ファーマーズガーデンやまがたといった店舗が立地しておりま

す。 

  今回村の中心部にあった中型小売店舗は村内にある同業の大型スーパーに押されて

しまって閉店を余儀なくされてしまったと思います。近郊ではさらにこれらに追い打

ちをかけるような大型スーパーの出店の計画も耳にいたしております。こうした周辺

地域の状況を踏まえ、村の中心部の活性化につきましては、あらゆる角度から考えて

いく必要があるのではないかと思っております。 

  以上であります。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田議員。 

○６番（籠田利男君） １番目の山形村の中心の空洞化対策なのですが、村の東１本の

真っすぐな道があき、そしてそのバイパスがメイン道路となって村の重要な行政機関

が集まり、そしてそれに伴い幾つもの大型店が出店し、ほかの地域からは山形村に対

してうらやましいという、そういうふうに言われてきました。その山形村の一番の場

所から火が消えたようなわけになりました。 

今、国ではふるさと創生事業を進めています。これは自ら行う地域事業ですが、こ

のような国・県で後押しをしてくれている今こそ村は早急にこの事業を利用し、山形

村の中心の火を消さないよう努めなければならないと思いますがいかがでしょうか、

村長、お願いします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対しまして、村長、答弁願います。 

  中村副村長。 

○副村長（中村俊春君） 今、国の方から今年で地域創生で総合戦略を各自治体でつく

れというような指示が参っておりますが、その中にこういったものが打ち込めるかど

うかは今後の課題でございますので、庁内でもこのことにつきましては庁内の各セク

ションの考え等も聞きながら、こうした中心での活性化が盛り込まれるかがどうかは

また検討してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田議員。 

○６番（籠田利男君） はい、ありがとうございました。昨年、そしてまた先月も知事
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を初め松本地方事務所長、それから農政課長、商工観光課長とも話をしました。その

中でとにかく相談に来てほしいと、みんなでやる気さえあれば何とかなりはしないか

なというような話も地方事務所長からも聞いております。職員が足りなくて大変なこ

ともよくわかります。ただ、まだ思いますに、いつまでも国はこのふるさと創生をそ

の事業をやっているかとはわかりません。村の職員の人を１人、２人、商工会なり観

光協会、そういうところへもう一緒になって再度村の中心にこの火をともしてほしい

と思いますが、そんな形はできないものでしょうか、お願いしておきます。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対しまして、村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 山形の中心が本当に空洞化するというようなことを本当に身に

しみておるわけでございますけれども、具体的なご提案、何かそういうことも検討さ

れていることもお聞きしておりますが、前向きに検討するようなことはしていきたい

と思っておりますが、いずれにしろ研究課題というような形でとらえていきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田議員。 

○６番（籠田利男君） はい、ありがとうございました。それでは、２番目の質問なの

ですが、これから始まる村内高齢者に対して買い物弱者ということで先ほども村長か

ら答弁をお聞きしました。我々が今大型店へ行ってもどこに物があるのか、また目的

の物を探すのに非常に時間がかかることがよくあります。そんなときに高齢化になら

れた方々が本当に苦労されるのではないかなとつくづくそんなとき思っております。  

時代が変わり一家に、同じ屋根の下にいる時代ではなく核家族の時代になった今、

遠くまで歩いていくこともできず、そして人の車に乗せてもらっていっても若い人た

ちよりか物を買うのも時間がかかります。 

数日前に来てもどこに何があったか忘れてしまうような、そんな年齢です。時間に

追われての買い物は思うような買い物はできません。コミュニティバスだ、いろんな

そういう対応はあるかと思いますけれども、やっぱりお年寄りが時間にとらわれない

でゆっくり買い物ができるようなそんな早急な対策が必要と思います。先ほども少し

お話を伺いましたけれども、そんな面を含めてお願いできないかということですがい

かがでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対して、中村副村長、答弁願います。 

○副村長（中村俊春君） さっきもお答えしましたけれども、当面としては村でできま
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すことは福祉バスをビック山形店まで運行するとか、あるいは今ＪＡでもずっとやっ

ているのですけれども、食材の配達ですか。今はコンビニでも、民間業者でもかなり

そういった面で要するにこんな高齢化、お年寄り対策ということの中でそんなサービ

スも向上させてきていただいております。 

それから、あるところでは小さなバスに食材を載せて集落を巡回しているというよ

うなところも聞いております。そういったことがこの村でできるのかどうか、ちょっ

とわかりませんけれども、高齢者福祉部門の方でもどんなことができるかについては、

また担当の方に指示をいたしまして研究をさせていただきたいというふうに思ってお

ります。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田議員。 

○６番（籠田利男君） 今のままではＪＡとか民間とか組んでいただいてということに

なるかと思います。それから小さな店でもよいのか、また今も話がありましたように

移動販売車です。これはひとり暮らしの方のところへ回るということは、ある意味元

気でおられるかと確認もできる点もありますので非常によいのかと思っております。  

ただ、そういうふうに考えなければいけないのが必要に、もうここに迫ってきてい

るのだということをお願いしたいと思います。今まで本当にすべてに恵まれていたの

が山形村です。時代は激しく変わってきています。ここで本当に何度もくどくなりま

すけれども、行政、そしてＪＡ、商工会、社協、それから民間とみんなが協力をし合

って長寿の村、山形村に住む高齢者の方々が安心して住める村づくりです。そんなよ

うにしていただきたいなと思います。 

この件については、私の方はこれで終わらせたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） それでは、質問事項１はよろしいですか。 

○６番（籠田利男君） 済みません。この２番目の質問です。 

○議長（平沢恒雄君） ２番ね、それでは３番お願いします。 

○６番（籠田利男君） ３番目の村が掲げている日本一明るい元気な山形村の中心の活

性化対策です。撤退された大型店の跡地についての村の人たちは様々な要望を持って

おります。日本一明るい元気な山形村のスローガンに対して大型店の跡地は皮肉な場

所となってしまいます。この跡地から観光をメインとして山形村、ＪＡ、そして農業、

商業、飲食、そして商工会、観光協会、官民複合的なまちづくり会社の設立が考えら

れます。そして、官民挙げてのまちづくり会社プロジェクトの連絡協議会の設立を希
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望しますが村長、いかがでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対しまして答弁を願います。 

  百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 活性化の問題ということでございますけれども、これは先ほど

１番のときにお答えしましたとおりいろいろとあらゆる関係者の皆様方と一緒にこれ

からの検討していく課題だというふうに考えております。本当にいろんなご意見を伺

いながらまとめていく内容なものですから、研究課題というか、検討課題というよう

な形でお答えさせていただきます。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田議員。 

○６番（籠田利男君） はい、ありがとうございました。そのまちづくり会社プロジェ

クトです。この連絡協議会に対しては国交省やまちづくり推進課、これは県にあるわ

けですが、そういうところへ要請して多くの講師の方、そしてその指導される方。そ

れで、視察やたくさんの機会をつくり村民の意見も十二分に聞いていくことが望まし

いのではないかなと思われます。村を挙げてのまちづくり会社の立ち上げることが日

本一明るい元気な山形村になるかと思いますが、大変くどくなりますがよろしくお願

いしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁は必要ですか。 

○６番（籠田利男君） それ以上なければいいです、あれば何か一言言っていただきた

い。 

○議長（平沢恒雄君） いや、それは私の方であれします。それでは、ただいまの質問

に対して、村長、答弁願います。 

百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 同じ、繰り返しになりますけれども、本当に皆さんたちの意見

を検討しながらあらゆる角度で検討するというような事項だというふうに認識してお

りますので、そんな形で進めさせていただきたいと、そういうように思います。  

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田議員。 

○６番（籠田利男君） 次の質問はよろしいですか。 

○議長（平沢恒雄君） それでは、次に、質問事項２｢空き家対策について｣を質問して

ください。 

籠田議員。 
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○６番（籠田利男君） ２番目の質問です、「空き家対策について」です。 

このところ山形村の人口が減っていると聞いております。近隣の行政ではこの空き

家を利用して人口を増やしている自治体もかなり出ております。また、人が集まらな

い建物は傷みも早く問題となっております。 

そこで質問です。毎年増えている空き家については村で考えている対策は。 

２つ目として、各行政で「空き家バンク」の制度を行っていますけれども、山形村

は。 

３番目として、空き家バンク制度に登録された建物にリフォームを補助をしてはと

思います。 

以上３点です。お願いします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対しまして答弁を願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） 「毎年増えている空き家について、村で考えられている対策

は」についてということでございますが、空き家対策として現在総合的に施策を講じ

ている内容はありません。国では平成２６年に空き家等に関する施策の実施に関する

基本的な事項を定めた空き家等対策の推進に関する特別措置法が公布されました。国

においては現在空き家等に関する施策を総合的に実施するための基本的な指針を作成

中と聞いております。この動向を踏まえながら対応をしていきたいと考えております。  

村内の実態は正確には把握しておりませんが、昨年も２回ほど一般質問でお答えし

ておりますが、５０数棟と回答させていただいております。地域からの空き家に対す

る苦情などが来た場合はそのケースごとに対応を行っております。 

続きまして、２番目の「各行政で『空き家バンク』制度を行っているが、山形村で

は」でありますが、昨年３月の定例会におきましても同様の質問があり、今後につい

ては空き家について情報発信をしていくことを考えていきたい旨の回答をさせており

ます。他の市町村で考えられている移住者向けの斡旋事業としての空き家バンクにつ

いて、専門のスタッフをつけて運営を行っていくことまでは現在のところ考えており

ません。 

山形村の空き家については所有者が明確なこと、比較的容易に所有者または管理者

と連絡がとれる状況にあり、個人の資産管理を今の時点で空き家バンク制度で村が管

理をしていくことは時期尚早かと思います。 
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ただし、先ほど申し上げましたように空き家情報で周辺に迷惑のかかっている物件

や環境的に問題のある物件について住民からの問い合わせについては、その都度個別

対応をしてまいりたいと思っております。 

続きまして、３つ目の質問でございますが、まず現時点では「空き家バンク」制度

は考えておりませんので、登録された建物への助成は考えておりません。昨年９月の

定例会においても他の議員さんからの質問、提案を出されましたが、今の段階で村が

積極的に事業としてかかわることは考えておりません。個人の財産として実際の居住

がないものに対してのリフォーム助成には慎重な対応が求められると思います。  

空き家の活用は移住者対策、地域交流、福祉サービスの拡充などが考えられます。

その内容によってはリフォームに対して補助の必要なものも考えられると思いますが、

ケース・バイ・ケースで考えていきたいと思います。また、移住者に権利が動けば住

宅リフォームの対象となり得ますので活用もしていただければと思っております。  

以上であります。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田議員。 

○６番（籠田利男君） 最初の毎年増えているその空き家についての村の考えている対

策はということなのですが、確かに前回の質問でもほかの議員さんの方でこの問題に

ついては出されている記憶があります。村を出た若い人たちは帰ってこない。そして、

親御さんたちは施設に入所されたり、またお亡くなりになられて家を管理する人がい

ない。また、その新築したものの今は物置になっていると。そして、解体するにして

も費用が並みの金額ではない。そんな建物が年を増すごとに増えております。 

前回の一般質問でも今もお答えになりましたけれども、建物は個人のものだから口

出しはできないとのこと。ただ、それだけで済ませてよいのだろうかというように思

います。場所によっては昨年はクマが空き家に入ったり、鳥獣の住みかにもなりかね

ません。空き家を有効活用することは空き家のまま放置されることを未然に防止する

ためにも大変有効な対策だと思いますがどうでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、中村総務課長、答弁願います。 

  中村課長。 

○総務課長（中村康利君） ただいまの質問でございますけれども、前々から申し上げ

ていますように、今も籠田議員さんが申し上げましたように基本的にはやはり個人の

資産であるということで、それを村が積極的に管理というところまでは持っていけな

いというふうに考えております。 
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それから、先ほど村長が答弁しましたように国の方で法律が施行されまして、先ほ

ど口出しはできないというような議員さんの発言があったわけなのですけれども、こ

れにつきましては法律によっても村の方なりから勧告はできるということになってお

りますので、管理についての注意事項等はしていきたいというふうに考えております。  

この空き家対策が一番根本として問題にクローズアップされてきたのは多分老朽化

した建物があって、それの管理の問題だということで、そこからが主に始まった問題

かと思います。この辺につきましては個人との村の方から折衝して行っておりまして、

危険なものについてはできるだけ早く対応してくださいというふうにお願いは申し上

げております。 

それから、確かにあいた物を有効活用という形になりますと移住者対策、さっきも

言いましたけれども、移住者対策とか新たなグループホームの作成だとか福祉という

ような形でも使えるということになろうかと思いますが、その辺の具体的なものが出

てくればまた村としては考えていきたいというふうに考えております。 

比較的空き家バンクの形につきましては、何十年も本当にあいたままになっている

というようなことがあって、なかなか管理者もわからないというような形で各自治体

が動いている経過がございますけれども、山形村の状況としましては比較的不動産屋

がかかわっていただいたり、これは民間の力で解決できる問題もございます。それは

当然民間の方でお願いしてもらえればいいのではないかというふうに考えております。  

以上でございます。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田議員。 

○６番（籠田利男君） ただ、大体は村の考えはわかりました。それでは、その２番目

の各行政で空き家バンク制度を行っているけれども山形村はというところでお願いし

たいのですが、空き家バンクは先ほどから言っていますが、どこの行政も管理はして

ございません。そうでなくて村の方はこの管理ということではなくて仲立ちをしてい

るようです、どちらも、どこの行政も。 

人口減少で悩む地域では移住促進対策として大分早い段階から進められてきている

対策です。空き家は少子高齢者や単独世帯の増加で全国で大きな問題であって、国の

方、総務省ですが、昨年の２６年１１月に空き家等対策に関する特別措置法を制定し

てあります。長野県では７７の市町村のうち６０市町村が空き家バンク制度を行って

おります。また、県も「しあわせ信州住まいの情報、長野県の移住をお考えの方へ」

ということで、見出しで各市町村の空き家情報や移住情報を相手をサイトへリンクす
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る形で情報提供を行っております。 

村もその情報提供くらいこれからしていかないといけないのではないかなと。中に

はそういう形があるなら使ってもらえばいいのかなというような方もあろうかと思い

ます。ある１軒ぽっつり、庭もあり、駐車場もあり、敷地もものすごく広くてもだれ

もいないというような住宅がここのところ出てきております。一応そういうようなバ

ンクへ登録さえしておけば不動産屋が入ったり、また今、不動産屋自体も知らない状

態になっております。ですから、そこで行政が管理していくということではなくして、

そういう情報の仲立ちだけはして、それで双方、どうも聞いてみますと、借りたい人

とそれから持ち主との話し合いの中でこの制度は行われているということを聞いてお

ります。村がそこまで入るということは大変でありますけれども、ただなくすために

最低の努力は必要ではないかなと。そのための空き家バンク対策ではないかなと思い

ますがいかがでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対しまして、中村総務課長、答弁願います。 

○総務課長（中村康利君） 先ほどの村長の答弁の中でも情報発信は考えていきたいと

いう答弁も前回もしているという回答をしているということでございます。 

なかなかさっきも言いましたように個人の物件であるということで、その情報提供

の内容につきましてもその情報がどこまで発信できるかとか、取りまとめが非常に大

変なことかと思いますけれども、これからはちょっと検討させていただきたいという

ように思っております。 

以上でございます。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田議員。 

○６番（籠田利男君） はい、わかりました。それでは、３つ目の質問なのですが、そ

の空き家バンク制度に登録された建物にリフォームの補助をしてはということで、先

ほどそれは考えていない。特殊な場合についてはまた考えましょうということですが、

あの話を伺いましたけれども、村の中にある空き家は５０戸を超していると聞いてお

ります。先ほど村長も言っておられましたけれども、住んでいない建物に手を入れる

のはなかなか踏ん切りがつかないこと、また空き家バンクに登録された建物には住宅

リフォーム制度と同様の補助をつけていただければ、そうすれば空き家バンクとして

活用できはしないかなというふうに思います。 

空き家バンクに登録されないものに対して補助金をつけてもどうしようもないです

し、積極的に貸していこうという、そういう方があれば、これは村にとってもいいこ
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とになるかと思います。住宅リフォームと同様村内の建築業者にとっても建物の持ち

主にとっても非常に助かることになります。 

また、空き家へ住む方たちにとっても家賃が安かったり建物が大きかったり、駐車

スペースがたくさんあったり、本当に何よりも敷地が広いということはアパートに住

まわれるよりかはよっぽどいいのかなというふうに思います。 

また、住みやすい物件となります。そして、それ以上にそこへ住む方たちが地域、

この山形村になじんで生活できることができるのではないかなと思います。区長さん

たちの悩みである常会への加入等、地域の抱える様々な問題の解消へとつながり、村

にとってもこの問題の解消にもなってくれはしないかなというふうに思います。 

県内でも数多くの行政で空き家利用促進事業補助金として行っております。例えば

隣の朝日村をとっても空き家に入居された方は２２軒、６７人の人口が増加となって

おります。そんなことから朝日村へ移り住む人も増えており、空き家の今物件が足り

ないということを先日聞きました。そんなことからケース・バイ・ケースで現在考え

てはいないということなのですけれども、専門の職員を朝日村では置いていますかと

いうことに対しては、いや、そういうものは置いていませんと。そうではなくてそう

いう一応紹介だけをする形で来たら、そういう話があったら紹介しますよという形で

今までやってきましたということですので、ちょっとそういう部分をつくりまして、

そういうときがあったら答えてあげられる。そういうそしてまた発信を山形村も空き

家バンク制度があるのだという、そういう発信をしていただけたらと思いますが、村

長の考えはどうでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 籠田議員の言われる、ご提案される内容は本当に最もだと思い

ますし、そういうような形で山形村に移住される人が増えていけば本当にいいなとい

うふうに思っております。 

実際空き家バンクというか、あいているうちがあっても、それに山形村のニーズが

なければそういう対応ができないわけでありますけれども、実際に山形の仕様でリフ

ォームして、さあ、こういうリフォームのところだから来てくださいよというような

形というのもＰＲの１つでありますけれども、やっぱり住んでもらう人もあったり、

その地主というか、持ち主のその考え方もあるように思いますので、ここはいろいろ

といろんなニーズをとらえながらやっていくことかななんて思いますが、バンクとい
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う形の項目をつくってやっていくというようなことで、それをつくれということだっ

たらそのようなことも検討もしていきたいと思っておりますけれども、いずれにしろ

私も山形村に住みたいという人のニーズを聞きながら紹介してやった事例もあります

けれども、実際に私の外から見ていると空き家なものですから、あんないい空き家だ

から、いや、ぜひというような話で話を持っていっても、やっぱりその地主さんたち

はそれぞれの事情がありまして、やっぱりそういうのも成立をしなかったという経験

もしております。 

やっぱり山形村の場合においては結構大きな土地も大きな家もやっぱり持っていき

ながらそれぞれ考えている内容なものですから、それを借りた人のそのもののその後

の対応とかいうようなこともあると思いますので、一応先ほど課長も言ったとおりい

ろいろな物件の問い合わせとか、そういうような形の仲介とかそういうようなことは

していきたいと思いますけれども、要は使っていただける人たちが来れば必ず対応す

るということはやっていきたいというふうに思っております。 

空き家バンクもその空き家を使ういろんな方法もいろんなアイデアもいろいろ聞い

ておりますけれども、まずそれを積極的に継続してやってくれるという、そういうよ

うなことのあれも確認しながらもいく必要もあるかななんて思いますので、いろいろ

と研究しながらやらせてもらうという過程だと思います。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田議員。 

○６番（籠田利男君） 今、村長も言われましたけれども、今私のすぐ近くでもドイツ

の方だったと思いますが、だんなさんがドイツの方々で小谷から来られたのですが、

奥さんは県内ではなかったと思います。そんなことから小谷は雪が大変でということ

でこちらへ来られて、私もちょっと行ってみたのですが、水だけ何とかしてほしいと

いうことで言われて顔を出した経過がありますけれども、本当に中は歩けないような

状態でした。 

でも、自分たちで安いからいいよと、自分たちで片づけてそこへ入りますよという

ことで、とにかく水だけ使えるようにしてくださいなんていうそんなような方も中に

はいらっしゃいます。そんな中である意味住民票を村へ移してもらって、そして逆に

言えば半年住んだら補助金つけますよとか、そういうことでも結構かと思います。そ

んな方で少しでも村へ入っていただけること。そして、そういった人たちというのを

お年寄りの方は来ません。みんな若い人たちです。村にとっては非常にこれから先が
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いいことになるかと思われます。その方々も子供さん、たしか３人ほど連れてこられ

ていたと思います。そんなにすれば村にとっても非常に空き家も解消されるし、人口

も増えるし村もにぎやかになって非常にいいことづくしになろうかなと思います。と

にかくもう１つみんなで相談し合って、何とかづくを出して対策をひとまず先ほどの

ようにお願いしたいと思います。 

それでは、この質問は私の方は終わります。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田議員、次に、質問事項３「地域おこし協力隊について」を

質問をしてください。 

 籠田議員。 

○６番（籠田利男君） ３番目の質問です。「地域おこし協力隊」についてです。 

県内各地方自治体では、都市地域から過疎化地域等の条件不利地域に住民票を移動

し、生活拠点を移した人たちを地方自治体が地域おこし協力隊として委嘱。隊員は一

定期間地域に移住して、地域おこしの支援や地域協力活動を行い地域へ定住、定着を

図る取り組みをする制度だと聞いております。 

そこで質問です。山形村地域おこし協力隊制度の活用の考え方は。 

２つ目として、現在自治体で受け入れているが山形村ではということで２つをお願

いしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、３つ目の質問にお答えします。「地域おこし協力隊

について」でございます。 

現在山形村は現在制度の活用は今考えていません。地域に定着することを目的に活

動を行ってもらうものですが、年間を通じて地域おこしにつながるメニューを用意し

なければなりません。また、隊員として年間を通じての業務の内容の見通しができま

せんので、すぐ活用は今のところ考えておりません。 

地域おこし協力隊のことをちょっと述べさせてもらいますと、人口減少や高齢化等

の進行の著しい地域、条件不利地域を有する自治体が３大都市圏を初めとした都市住

民を受け入れて地域おこし協力隊として委嘱し、地域おこし活動の支援や農林業の応

援などの地域協力活動に従事してもらい、その報酬、活動費はその自治体が負担し、

費用負担分は特交で措置、隊員には最終的に地域に定着することによる地域の活性化
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も制度の目的と、このようにうたわれております。 

２番目の「現在各自治体で受け入れられているが、山形村では」ですけれども、県

下でも２９市町村で受け入れを行っていますが、山形村では受け入れる今のところ予

定は現在ありませんという回答でございます。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田議員。 

○６番（籠田利男君） 最初の質問です。山形村は地域おこし協力隊の制度の活用はと

いうことで、活用の考えはということですが、地域おこし協力隊というのは総務省で

行っている支援制度で、大都市から過疎地域へ等の不利地域に住民票を移動させると。

そして、生活の拠点を移した人たちに地方自治体が地域おこし協力隊として委嘱する

のだと。 

そのために今、補助金も出ますけれども、大変一定期間移住して地域のブランドや

そして地場産の開発、販売のＰＲとか地域おこしとか、農林水産業を初めいろんな生

活支援など地域の協力をするというそういう条件でということで定着を図る取り込み

なのだということで聞いております。活動期間は１年から３年以下としてあって、最

終的にはその地域へ住んだ方もあるというふうに聞いております。 

総務省より特別交付税によって財政支援があって、活動に要する経費として隊員１

人当たり400万円、補償費として200万円、そのほか経費として200万円、そしてまた

募集等に要する経費も１団体当たり、例えば山形村でそういう募集をしたとしたら

200万円、またその経費が出るのだというように聞いております。村にとっても負担

が少なくて、観光協会でもどこでもよいかなと思いますが、こういうところにも図っ

て、図ってというか、お願いしていけばよい補助金制度ではないかと思いますが、こ

ういう制度をとにかくちょっと大変なのですけれども、使っていくというような考え

はいかがでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対しまして、中村総務課長、答弁願います。 

○総務課長（中村康利君） 今の地域おこし協力隊の業務内容等をいろいろ考えた中で、

現在村ではそれと内容的にはかぶる部分をかなり持っているのは多分観光協会へお願

いしている分野かと思います。そのように考えていきますと、現在村から委託の方で

観光協会の方で人員を確保してお願いしている面もございますので、その辺の整理を

していかないと人だけが何人もこう雇うような形になっていってしまうのではないか

というようなこともございますので、いずれにしましてもこれについてこちらの方も

ちょっと整理といいますか、重ねて検討した上でないとちょっと結論が出せないかな
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というふうに考えます。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田議員。 

○６番（籠田利男君） 私も今、観光協会もその一役をあれしてもいいかと思いますけ

れどもちょっとそんな形で、どういう形ならいいかということを考えていただけると

いうことでお話をいただきましたので、ぜひともそんな形でしていくことが村の活性

化につながっていくのではないかと思います。 

２番目の質問になりますけれども、現在各自治体で受け入れているが山形村ではと

いうことなのですが、現在県下では５市７町１８村が地域おこし協力体制度を活用し

ております。１１４名の地域おこし協力隊が活動しております。村でも職員不足の中、

協力隊の手は必要なはずだと思います。隣の朝日村を見ても２名の隊員が活躍してお

ります。 

今、国では平成２５年の時点で３１８団体、９７８名の隊員が活動しております。

国の方では平成２８年度にはこれを３，０００名にしたいということでそういう目標

となっております。山形村でもこの活用は重要かと思われます。そして、隊員の４割

は女性だそうです。そして、隊員の８割が２０代から３０代。また、任期終了後には

約６割が同じ地域に定住となっているそうです。 

これを見れば若い人たちが村へ最後には居ついてくれるということで、非常に考え

方もこういう人たちはやる気があっての方だと思います。どっちかと言えば本当に金

の卵が来てくれるのではないかなというぐらいな人たちではないかなと思います。都

会にいなくて山村へ来て頑張りたいという人たちが多いということを初めて私もここ

のところを調べましてわかりました。 

そんなことでなっておりますけれども、くどいような質問になりますけれども、こ

こも含めてちょっとお答えをお願いしたいと思いますがいかがですか。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対して、村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 受け入れ隊については実情は今、中村総務課長が言われたとお

りでございます。私も地域おこし協力隊の活動をしている常陸太田市というところへ

行って３名の女性と話をしてきましたけれども、本当に都会から来た方が農家の山村

の本当の１軒しかないようなところのおばあちゃん等に寄り添いまして、空き家を借

りて農作業をしながら一生懸命その地域をやっているという話を聞いて、残ってもら
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いたいというのに任期が来て帰られる方と、もう少し延ばされる方というようなこと

で、非常に山村の地域おこしになかなか頑張っているなということは見てまいりまし

た。 

山形村においてもそういうような形で来ていただける人があったら採用するような

ことも必要かと思いますけれども、受け入れていく内容とそれから今お話がありまし

た観光協会との費用の問題とかいろんなことを含めながら検討していく内容かと本当

思っておりますけれども、いい条件がそろい、また受け入れ体制ができ、そんな形で

いけるような形になったら地域おこし協力隊としてやっていくようなことも検討して

いくこと、事項かと思っております。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田議員。 

○６番（籠田利男君） 今こそ国・県を挙げてふるさと創生事業等の補助金を大いにこ

の利用する、上げていますので容易に利用するときかと考えます。村総力を挙げての

行動のときかと思います。そんなことでよろしくお願いしたいと思います。 

それでは、私の３番目の質問を終わりまして私の質問は以上とします。 

○議長（平沢恒雄君） 以上で籠田利男議員の質問は終了しました。 

  それでは、質問順位３番の上条浩堂議員の質問に入る前にここで休憩をいたします。

１１時まで休憩といたします。休憩。 

（午前１０時５２分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（平沢恒雄君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

（午前１１時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

         ◇ 上 条 浩 堂 君 

○議長（平沢恒雄君） それでは、質問順位３番、上条浩堂議員の質問を行います。 

 上条浩堂議員、質問事項１「『平成２７年度の施政方針』を受け村長の政治姿勢を

問う」を質問してください。 

 上条議員。 

         （２番 上条浩堂君 登壇） 

○２番（上条浩堂君） 議席２番、上条浩堂であります。 
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平成２７年度の施政方針が示され、それを受けて村長の政治姿勢を問うものであり

ます。 

村長は昨年１２月の第４回定例議会における私の一般質問に対し、選挙公約の実施

状況については各項目を判断すると８０点くらいかと述べておられた。ただ、今まで

の継続事業とかそちらの方がほとんどだと判断すると、この８０点は私に言わせれば

ちょっと甘い判断ではないかなと感じました。 

村長はこれまでの２年間、各議員の一般質問に対して選挙公約については具体的実

効策がほとんど見られず、第５次山形村総合計画に盛られた行政執行の分野目標６項

目を実施するとの答弁に終始してまいりました。 

今回ここに平成２７年度施政方針が示されたのを受け、様々な角度からお聞きする

ものであります。山形村総合計画では、村長は３年間の具体的に実施する執行計画を

作成した上で、さらに１年ごとに見直し計画書を開示するように決められております。

さて、今回示された施政方針についてその執行時期、財政計画、投入人員、実施方法

等についての３年間の実施計画書及び短期計画書をどのタイミングで公開するおつも

りなのかをお聞きしたいと思います。 

以上の答弁をお聞きした後、今回の施政方針中の各分野目標の細部についてお聞き

したいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、上条浩堂議員の質問にお答えします。 

「平成２７年度施政方針を受けて」でありますが、村の計画は上条浩堂議員が申さ

れますとおり村は基本構想１０年、基本計画５年、実施計画３年として実施計画の毎

年見直しを行っております。その実施計画に従って毎年の予算に反映させるようにし

ています。その予算計画の中で今回２７年度の新規または継続・拡充とした特徴ある

予算項目を６つの分野項目に分けて申し上げました。 

この２年間の具体的な実施策がないと申されましたが、私の行政執行は毎年の予算

事業の執行であります。その実施結果は監査委員の監査を受けて山形村の決算として

議会で承認され毎年広報１０月号に掲載をさせていただいています。平成２４年度、

平成２５年度と終わり、平成２６年度が閉まろうとしています。その実績内容を分野

別目標の６項目に総別してお答えをしてきました。平成２６年度は施政方針で特に拾
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い出した項目は３３件申し上げました。未実施は２件でありますので実施率は９４％

であります。具体的には婚活イベントでありますが、この計画は参加者が不足で中止

といたしました。もう１つ目は音声告知放送用音声合成ソフトの購入でありますが、

防災無線を２７年度に購入予定としましたので計画変更といたしました。その他の予

算項目の実施状況は監査結果を判断しておおむね８０％と申し上げた次第でございま

す。職員がいろいろと大変な状況の中でよくやってくれたと思っております。  

それでは、上条議員の質問通告書の項目について申し上げます。 

実施時期は今年度中を予定します。２７年度の予算執行です。 

それから、実施項目の財政計画は各予算書に乗せた金額であります。 

投入人員は来年度の人員計画で変更はありますけれども、およそ現体制で行きたい

と思っております。 

それから、具体的な実施計画は今回の議会で承認をいただけたら実施計画を策定い

たし実施していきます。 

いつのタイミングで公開するかでありますが、予算書はこの３月議会で、また補正

予算は都度の議会でお示しをいたします。 

３年間の実施計画についてですが、計画は毎年見直しをしていますが、公開を公表

していませんのでいつでも必要なときにお見せするようになっております。 

以上通告書の質問についてお答えをいたしました。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） 今の村長答弁中で今年度中、３年間に関しては今年度中といつ

もあるのですけれども、確かに実施計画を示されるのが大概１０月から１１月ごろに

なってしまう。どうしてこの時期になるのかというのも各財政の都合もあるのはわか

りますが、これを新年度のなるべく早い時期に示していただかなければ我々、また村

民としてもちょっとどういうことなのかわかりにくい。そして、いつでも公開すると

はありますが、こういうのこそ広報のどこでもいいですけれども、村から発信すべき

ではないでしょうか。この辺はちょっと注文を申し上げておきます。 

施政方針の冒頭部分に就任以来安心安全、福祉増進、子育て支援を基本に村民益、

村の発展、住民サービスの向上を目指して鋭意努力をしてきたとありますが、この２

年間では行政執行の具体策や計画が公開されないまま実行される、そういう場面が非

常に多かったと感じております。 

例えば昨年の開村１４０周年記念事業として唐突に冠をつけ出したり、これは年の
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冒頭にその説明するとか、例えばこの３月定例会でそれこそ施政方針に盛り込む、そ

ういう項目だったと思うのですけれども、そういう説明は一切なく、突然冠がかぶっ

てしまった。総括としてこの２年間の実績と村長が唱える日本一元気な村づくり、そ

の整合性の説明をお願いしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） １４０周年記念の事業について申し上げますが、昨年の３月の

議会のときに１４０周年記念の事業を起こしますよというお話はさせていただいたと

思います。それから、実行委員会を開いて計画をしていきましたので当初の段階から

その計画の詳細をお話しすることはちょっとできなかったかと思いますが、いずれに

しろ計画を立てながら進んできたというようなことで時間的な差異が出てきたことは

事実でございます。 

以上にします。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） 昨年の３月定例で説明があったということでございますが、そ

のときに実行委員会のことなんか本当に説明なさったのですか。自分は全然覚えてい

ませんがいかがですか。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 予算項目の項目としてお話をしたというふうに申し上げました

けれども、そういうことです。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） では、それはそれで結構でしょう。村内の生活の安全安心等を

確保していくための大きな投資事業が先送りしていないかということでございますが、

予想される大きな投資事業としましては従来言われている伝承館の建設、青少年スポ

ーツ施設の建設、水道の耐震工事、簡易水道の改修工事、ふれあい児童館の整備、灌

漑用水の排水事業、道路改修工事、河川・橋梁の耐震改修工事、広域事業への負担金

投入等が上げられるわけですけれども、この中では新年度の予算を見させてもらうと

ふれあい児童館の整備、これはやるようになっております。それから、河川・橋梁の

耐震診断ですか、改修までいくのかどうか、とりあえずその程度はのっていましたけ

れども、この大きな投資事業が先送りされ過ぎていないかというこのことに関して村

長どのようにお考えか所信をお願いいたします。 
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○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 大きな投資事業でありますけれども、実施計画によって進めて

いまして、それは毎年見直しているという先ほども申し上げました。一応でも大きな

事業におきましては、国や県の有利な財源を探して活用するというのが基本でござい

まして、村単独での事業の実施は借金をするためにできるだけ計画は先延ばしをする

というようなことが基本スタンスかと思います。 

その内容についてもさきにお話ししましたように公表はしていませんが、議員の皆

様にはお示しするようになっております。今年の防災無線やふれあい児童館の増改築

はそれであります。予定する大型投資は３年及び１０年の実施計画に乗せるとともに

毎年ごと常に見直しをしている状況でございます。 

以上でございます。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） それでは、少し先の質問をします。村長が今回６項目ですか、

上げられた施政方針のその項目ごとにお聞きしますが、健康で安心して暮らせるやま

がたからお聞きします。乳幼児全戸訪問事業や養育支援訪問及び発達検査やことばの

相談事業、これにつきましては事業コストや保健師の増員等、こんなことを視野に入

れているかどうかをお聞きします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） まず乳幼児の全戸訪問事業や養育支援訪問及び発達検査やこと

ばの相談事業についてでありますが、事業コストや保育士の増員を視野に入れている

かでありますが、経費は増えますが将来を担う子供・子育ての大切な支援と思ってや

っております。保健衛生・健康イベント等で、そういうことで大切な支援ということ

で考えてやっております。 

以上でございます。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） ちょっと今の答弁の中で保健師の増員に関しての明快なお答え

がなかったのですけれども、そこはどうなっていますか。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、百瀬村長、答弁願います。 

 中村副村長。 
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○副村長（中村俊春君） 保健師というか、子育て支援センターですけれども、今年か

ら心理判定士、そういう専門の職員というか臨時ですけれども、で対応、子育て支援

の方は十分支援をしてまいりたいというふうに思っております。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） 専門的な職員を導入するという答弁で結構でございます。 

それでは、次に保健衛生・健康イベント事業の開催、これをお聞きしたいのですけ

れども、イベントで健康増進は図れないと自分は考える。もうちょっと具体的な健診

や予防策がこっちこそ必要ではないのかと思うのですけれども、これについてはいか

がでしょう。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 今年は村民の皆様に健診の受診を喚起するための健康特別イベ

ントということで計画をしております。そういうことでご理解をお願いしたいと思い

ますが、また長期的な予防策や健康寿命延伸検討会議の中でもそういうことを取り上

げて進めていきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） これも村長が前回申された各区の区長さんたちを交えたそうい

う具体的な取り組みをするその計画性についてはどのように進んでいるかをお聞きし

ます。 

○議長（平沢恒雄君） 村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 各区長さんにお願いするということは昨年申し上げてきました

けれども、健康推進員の皆様方は連絡班から出ておりまして、各区でいろんな活動を

してくれておりますので、各区長に対して区長の会とか、それから全体の委員会のと

きに区長さんたちに協力を申し上げてまいりました。そういう実績はございます。  

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） そうすると、その新年度に向けてその今はその準備をしている

と、そういう解釈でよろしいですか。 
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○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長、はい、百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 準備に向けているといいますか、具体的に区長さんとともにど

ういう形で支援をするかということをお願いするということですけれども、私がお願

いしました後は連絡員、健康推進員の皆さんも受診票の確認票を配るだけでなくて、

受診しましたかというような声かけ運動みたいなことをするような形をしていってい

ただけませんかという話を去年のうちから申し上げているというふうに理解をしてく

ださい。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） その声かけ運動につきましては、村長、以前説明されました。

大変それにつきましては期待しておりますのでよろしくお願いします。 

それでは、次に長寿記念事業の実施、これは今高齢者がますます増加しつつある。

この増え続ける高齢者たちにちょっと手厚過ぎる事業展開ではないかとこう感じるの

ですけれども、村長はどのようにお考えかお聞かせ願います。 

○議長（平沢恒雄君） 村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 敬老会の長寿記念事業でございますけれども、長年にわたり村

の発展にご尽力をいただいたお年寄りの方々を祝うのは当然のことというふうに思っ

ております。高齢者の福祉活動に携わっておられます民生委員の方々のご意見を伺う

中で長寿記念事業や敬老会の開催の方法も今まで２回、２日間に分けて実施してきま

したが、今年は１回で実施しようというような企画に検討されております。今以上の

事業の展開でなくて、今まで以上の内容の充実の方に考えていっていただけたらとい

うふうに考えております。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） ちょっととらえ方がおかしかったかもしれませんが、敬老会を

２つに分けていたのを１回でやるから、もしかしたらその経費の一部を今年高齢者た

ちに手厚くする、そういう考えがあったのですか。 

○議長（平沢恒雄君） 村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） そういうような代がえで検討したわけではございません。ただ、

敬老会の参加者の人たちが基本的にはだんだんと少なくなってきてしまっているわけ

です。だから、同じ会場を使っても２回でやるだけの大勢の人が集まらなければもう
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１回にしてやったらどうだろうかとか、それから同級生とお友達が来ることを期待し

ていたけれども、日にちが違うもので出れないとか、来たけれども寂しいとか、そう

いうようなお話を聞きますと、いや、これは１回でそういう形でやられるのもいいこ

とではないかなと、１つとしては今まで１回、過去は１回だということをお聞きして

いますけれども、２回でやらなくて１回ですることもいい方策かなというふうに考え

たということであります。そういうふうに理解してください。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） 長寿記念事業については十分検討されたというふうに理解して

おります。 

それでは、次に災害時安否確認や要保護・要支援者名簿作成について、これについ

てお聞きしたいのですけれども、四、五年前に村ではハザードマップを作成し全戸に

配布しました。それを受け、これはその直後の一般質問で自分が提唱したご近所安心

マップ、それはすぐには作成されなかったのですけれども、１年ぐらい後にこれ実際

に実現いたしまして現在に至っている。この安心マップは当時つくっただけでなく毎

年の見直しが必要だということは十分自分は説いてきたつもりなのですけれども、現

在この安心マップ、これが本当に活用されていればこの新たな名簿作成は必要ないと

思うのだけれども、この安心マップの今の状況も含めて村長お答え願います。  

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対して、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 安心マップの使用状況というのについては、ちょっと後でお話

をさせてもらうというふうにしまして、先に今回災害時の安否確認のための要保護・

要支援名簿を作成すると、こういう観点で私の考え方を述べさせていただくなら、首

長として災害時に全住民の安否確認が必要でありますが、現在のところ完全なもので

はないという状況でございます。連絡班の未加入もあり、自主防災としても民生委員

の方の役割からも不十分であるという話も聞いておりますので、先日総務課も白馬の

奇跡はご存じですかと情報を流しご近所力の向上を図っておりますが、全員の名簿を

作成することによりまして村民の安全安心を確保する、確認をするためのマップをつ

くっていきたいというように考えた次第でございます。 

ご近所安心マップについてはちょっとお待ちくださいませ。 

○議長（平沢恒雄君） 塩原課長、答弁願います。 

○保健福祉課長（塩原美智代君） 安心マップにつきましてはシステムを入れましたと
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きに当時の障害者の方ですとか、それから高齢世帯等のデータをシステムの方へ入力

をさせていただきました。その後、途中で死亡された方、あるいは施設等へ転居され

た方、あくまで在宅の方が対象者となりますので、そういった方の加除は担当の方で

させていただいております。 

災害対策基本法でこの名簿の整備は当然うたわれているのですけれども、ただし情

報の提供においては災害が起きていない時点での情報提供レベルと、それから災害が

実際起きてしまったときの情報提供では対応が異なっておりまして、例えば今現在の

災害が起きていない時点においては、その名簿の提供について同意が得られていない

方については情報提供ができないという、そういう状況が生じております。そのため

に２６年度は改めて皆さんに趣旨を説明して情報提供に対する同意書をいただいたと

ころです。そのような事業を２６年度はさせていただいたところです。 

それに基づきまして、また総務課の防災担当と連携をとる中で名簿の方は、名簿を

同意をいただいた方についての名簿情報を提供していただきたいということがありま

して、議員さんのおっしゃるその名簿とそれからその従来の安心マップのそのシステ

ムと両方を並行して活用できる状況に整えているという、そういうことであります。  

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） 今、塩原課長の説明だとちょっとその今回の名簿作成と安心マ

ップとのその整合性がちょっとよくわからないのだけれども、確かに災害が起きてい

ない平穏時におけるその名簿の開示、これは難しいものがあるのは理解できるのです

けれども、昨年同意書をとったと今答弁なさいましたが、これはあれです、全対象者

から同意書がとられたのですか、そこをお聞きします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、塩原課長、答弁願います。 

○保健福祉課長（塩原美智代君） そこが本当に課題となっている点ではありまして、

ほかの自治体もみんな行っているところですが、１００％その同意をとれている自治

体というのは正直ないというのが実情です。ですので、災害がもう発生直前レベルま

で来たときにはもう完全に同意の有無にかかわらず災害のその発生が予測される段階

から暫時手を打っていかなければいけないということで、同意をとられていない方も

含めまして元となるそのシステムの方にはデータを入力して備えているというそうい

うことになっております。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） はい、よくわかりました。ただ、この安心マップは国の１００％
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助成、たしか500万円だったのですけれども、それを受けての政策が今までどのよう

に続いてきたかというのがちょっとわかりにくかったもので、今の説明でよくわかり

ましたが、これからもなるべくその１００％同意は無理にしてもそれに近づけていっ

ていただきたいと思います。 

それでは、次の質問に移らせていただきます。快適で安全な住みやすいやまがた、

ここからはこの道路・河川不法投棄監視・回収事業、これは今までもやってきたもの

で、今までで十分ではないかなと思うのですけれども、新たにまたこれを上げたとい

うことは何か新たな事業展開をしようと思っているのか。 

これ、そこと資源回収コンテナの導入、これも上げられていますが、資源回収コン

テナの導入、これはもう今ほとんど民間でやっています。これを新たに村がやる必要

はないのではないか、こういうふうに感じますけれども、これについてもお答え願い

たい。 

もう１つ、ごみ減量運動推進グッズの作成、これも上げられていますが、ごみ減量

するためにここでコストをかけるというのはむしろ逆行してしまうと自分は思うので

す。これについての村長の考え、以上３点お願いします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 個々の質問というか、全体の住民課の仕事についての考え方で

ございますけれども、今言われましたことは住民課の仕事でございまして、住民サー

ビスに密着している仕事でありますので、現在の状況よりも利便性を向上し、山形の

住環境が向上するというようなことでとらえていってもらいたいということで上げま

した。 

必要なしで済ませたらもう何もないで終わってしまいますので、どうしたら必要以

上の効果が出るかということを進めていきたいというようなことで、あえて仕事につ

いて効果を確立するというか、頑張ってやれというようなことで上げたというふうに

理解をしていただきたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） ちょっと質問の仕方が悪かったのか、３項目のそのごみ減量運

動に関しましては、ごみを減量するためのいろんな方策を村が示していく、そういう

方に持っていけと、推進グッズの作成とはこれどういうものを作成しようとお考えな

のか、そこをもう１度お聞きします。 
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○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対しまして、青沼課長、答弁願います。 

○住民課長（青沼永二君） それでは、私の方からお答えいたします。推進グッズとあ

りますが、従来の３０－１０運動のコースターでございます。これはまた今度は新居

議員の方からも実はご質問があるわけでありますが、現在のコースターの在庫数が少

ないものですから、この機会に新たな物を製作して啓発を進めると。 

○議長（平沢恒雄君） ちょっと説明を中止してください。 

説明を再開してください。 

○住民課長（青沼永二君） コースターの製作を行うものであります。それから、追加

の説明をさせていただきます。先ほど資源回収コンテナ、こちらのご質問がございま

した。これは民間企業でやっているとは申し上げましたが、ごみステーションに置い

ておく小型のコンテナでありますので、これは試行的な段階ですぐさま４月、新年度

導入という形ではありませんが、地元との協議等を含めた中で行うものでありますの

でご理解をお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） 資源回収コンテナの説明、またごみ減量運動推進グッズの説明、

よくわかりました。ありがとうございます。 

それでは、次に豊かで活力と交流に満ちたやまがたからお聞きします。村長、ここ

に上げた国営灌漑排水事業、農業排水事業、これは村長もここにちょっと書いてある

とおり実施済みと書いてある。これをまたあえて上げたそのわけ、またその下の方に

多面的機能支払交付事業とあります。これの内容について詳細説明をお願いしたい。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） まず国営灌漑排水事業、それから農業排水事業は実施済みなの

ではないかということでございますけれども、この事業自体は終わりましたけれども、

費用負担が求められておりますのでそれをきちんとするということでございます。完

全に終わらせるための対応策をきちんとやりましょうということで理解をしていただ

きたいと思っております。 

  また、農業用排水整備事業は老朽化が進んでいる末端の水路等の改修に対応するも

のでありまして、細かなところの内容についての対応をとるということで入れてあり

ます。これが最初の質問の回答でございます。 
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  続きまして、多面的機能支払交付事業についてでございますけれども、昨年９月の

議会での一般会計補正予算でご説明を申し上げましたが、竹田地区の水田農家組織が

集落営農活動を行うための事業だというふうに理解をお願いしたいと思いますがよろ

しくお願いします。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） ただいまの質問、答弁それでよくわかりました。ありがとうご

ざいます。 

その次に、山形村観光パンフレット作成、観光シンボル研究とあります。これは大

いに期待したいところでありますが、観光パンフレット、またこの観光シンボルにつ

いての何か具体策をお持ちなのかそこをお聞きします。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） この観光パンフレットは前回の一般質問で西牧議員が話をされ

ましたけれども、先ごろからも出ております銀座ＮＡＧＡＮＯに行きましたときの山

形村のパンフレットが非常にシンプルで寂しいと、こういうことで何か新しいような

ことをというようなご提案をいただきまして、いろいろとあちこちも見て回ったので

すが、今回特に新しい観光パンフレットをつくりましょうと、こういうふうにとらえ

ていまして予算に盛らせてもらった内容でございます。 

以上でございます。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） その説明で結構です。大いに期待しておりますのでお願いしま

す。 

それで、ここの項目には載せるべきだったのではないかと思うのですけれども、プ

レミアム商品券についてちょっとここでお聞きするのですけれども、国の補助事業で

もあり村の活力になればという本当に期待されるところですけれども、この利用先が

結構偏る危険性があるのではないかと自分は思っているのですけれども、例えば大型

店のみに行ってしまうとかそういうことですけれども、村長それに対して何か自分の

お考え、どのようなものをお持ちか、もしあったらお聞かせ願います。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） プレミアム商品券につきましては、後ほど２人の議員の方から
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質問がありますので答えてもらいたいと思っていますけれども、私の方としてプレミ

アム商品をこれだというような形ではなくて、今一緒に検討していただいているとい

うようなことなものですから、ちょっと補足を総務課長の方からお願いします。 

○議長（平沢恒雄君） 中村総務課長。 

○総務課長（中村康利君） 今回のプレミアム商品券事業でございますけれども、また

これこの議会終了後に補正予算という形でまず対応させてもらうという予定でおりま

す。 

その中で金額的には1,500万円分のプレミアムということで、１万円で１万2,000円

分のという形を予定しております。今、上条議員さんが申されましたちょっと懸念さ

れると、大型店に流れるのではないかというご意見がございましたけれども、やはり

今事務局サイドでも検討しております。その辺がこれから当然対応していただく事業

者については手を挙げていただくという形で応募をするわけなのですけれども、逆に

大型店の手が挙がらなかったときに、逆に一般の消費者から魅力がなくなってしまう

という可能性もあるということで、ちょっとその辺も含めてこれからの検討に今詰め

ている状況でございます。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） 現在詰めている段階ということはよくわかりましたが、やはり

その利用先が本当に村の活性化、活力になるそういうものを期待しておりますのでそ

の点を十分考慮して計画を進めていただきたい。それについては結構でございます。  

次世代を担う人と文化をいつくしむやまがた、ここからお聞きしたいのですけれど

も、今回小学校医と保育園医の報酬改善、これが示され、その内容、本当にちょっと

びっくりしたのですけれども、一遍に近隣に倣ったという、近隣に倣ってこういう改

正、報酬改善をしたと、そういう説明はあったのですけれども、なぜこの時期にこの

一気に、例えば薬剤師なんか４倍くらいな報酬増になってしまうのですけれども、そ

ういうこの時期になぜかと、そのことにお答え願えませんでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対して、村長。 

  山口教育長。 

○教育長（山口隆也君） なぜこの時期にということなのですが、私も教育長に就任を

いたしましてかねがね山形村、小学校、それから保育園に限りまして近隣に比べて非

常に報酬が安いということで認識をしておりました。ということで今回近隣の市村を
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調査をいたしまして今回改正をさせていただいたと、そういう内容になっています。  

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） 教育長、ちょっと問題ありで、十分以前より認識していたと。

で、やらなくて今回一気にやったと、そういうふうに解釈しておきますけれども、そ

ういうことでよろしいでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 山口教育長。 

○教育長（山口隆也君） それは当然理事者と相談をしながらですが、以前といいまし

てもそれは１年、２年の先の話でして、私も保育園長をやらせていただいたり、今回

教育委員会に来て、その中で先生の中には松本医師会に入られている先生もいたり、

その中で現場からの声を聞きながら今回は対応をしたというそういう内容です。  

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） そういう経過説明よくわかりましたので結構でございます。 

その次に、村長が今年の大きな話題の事業とした宝くじ町の音楽祭開催、これは村

長のその施政方針なのか、それともよそから投げかけられたその事業なのか、そこが

よくわからないのだけれども、その辺はいかがですか。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対し、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 私は昨年ＮＨＫのラジオ体操、本当にみんなの体操会というよ

うなことで１，１００人が集まってくれて山形村の元気を出してくれた、あれをイメ

ージしておりましたけれども、今年度のそういう話題性のあるものは何かなというよ

うなことでいろいろと検討していただく中に、ああ、いいアイデアだなというふうに

思っております。これは本年度の大きな話題の事業として位置づけたというふうに理

解していただきたいと思いますけれども、宝くじの音楽祭が山形村が主催をして明る

い村づくりのコミュニティ活動の充実・強化を図るということによって、地域社会の

健全な発展と住民福祉の向上に寄与するための音楽祭をやりたいなというふうにご理

解していただきたいと思います。 

事業は一般財団法人自治総合センターが宝くじ社会貢献広報事業として地域文化振

興を行っております。ここでは内容が宝くじの文化講演会とか宝くじふるさとワクワ

ク劇場とか宝くじの音楽会とか宝くじおしゃべり音楽館等の事業があって、いろいろ

活動をされているようでございますけれども、今回この中の宝くじの音楽会を開催す
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るものだというふうに言わせてもらいたいと思います。 

今回は特に企画がかぐや姫の南こうせつを山形村に招くものでありますので、明る

く元気な事業になるというようなことで非常に期待をしているということで申し上げ

た次第でございます。そんなことでいい企画だということで取り上げたのがその内容

でございます。 

以上でございます。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） この音楽祭が村長の申される明るい村づくりの一環だと、そう

いうふうにとらえたということで納得しておきます。 

その次の芝生管理・備品購入・海洋センター管理・スポーツ用品の購入、こういう

のをなぜその施政方針に織り込まれたのかがまるっきり理解できずに、こういう日常

のその業務そのものは施政方針と言えるかどうか、その辺村長の見解を伺いたいです。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長、はい、百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 私は職員の皆さんにというか、課長の皆さんに昨年１年間を振

り返ったときに各課でいろいろ新しい事業とか頑張った事業はどういうようなことが

ありますかというようなことで１年を振り返って事業をチェックしてまいりました。 

そういう中の評価したのが先ほどありました３３項目のうちの３１件というような

ところにつながっていくわけでございますけれども、今年は予算を盛るにあたりまし

ての説明会の折に、さらに山形村が元気になるためには本当にいろんなアイデアを出

して、課でいろんな話し合いをして、そしてこれはこういうものをやるのだよとか、

これはやりたいねとかそういう項目があったら上げてくださいというようなことを申

してありましたので、予算書の中から拾い上げて頑張ってくれたなというふうに私が

言えるような内容で、金額の大小にかかわらず拾い上げたものの項目というふうに理

解をしていただきたいと思っています。これは実施した後の確認項目でありますので

非常に有効な項目かと思っております。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） そうしますと、その次のさらなる発展への基盤が整ったやまが

た、ここに４項目載っているのですけれども、これだってすべて継続のものと自分は

認識するのだけれども、これについても各課からの例えば頑張った項目、アイデア、

そういうところから上がってきたのを施政方針に取り込んだ、そういうことで理解し
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てよろしいのですか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 今回施政方針のところに上げた項目はそのように理解していた

だいて結構でございます。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） 最後の方に委員会の設置に関する項目があったのですけれども、

その中で１つちょっとお聞きしたいのは、地域づくり推進協議会の項目があるのです

けれども、これは今までのその推進協議会の何か組織を少し変えるというつもりなの

ですか、それともまるっきり組織を、新たな組織を立ち上げるのか、その辺をお聞き

したいのですけれども。 

○議長（平沢恒雄君） 中村副村長。 

○副村長（中村俊春君） 今までの組織ですか、先ほどからも出ていますが、本年度地

域創生の関係で総合戦略を立てなければいけないということでございまして、その中

で地域づくり者、区長代理さんのご意見もお聞きするということであえて回数も増や

させて、会議の回数も増やさせていただくという位置づけの中で入れさせていただい

たということでございます。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） その内容はよくわかりましたが、村長ご自身から答弁願いたか

ったと思いますので。 

最後の方になりますが、今年というか、新年度の平成２７年度の新予算の中の目玉

とも言う中に防災行政無線の整備があるのですけれども、これについては自分も別の

持論があるものでちょっとここで申し上げたいのですけれども、今の設備が経年劣化

して修理等の効かない、要するにメーカーから断られるケース、そういうのがあるよ

うな、これはさきの予算説明会のところで総務課長でしたか、が説明されたと思うの

ですけれども、これ、この種の防災無線というのはどっちかというと僻地と言われる

地方、あるいは谷間なんかで飛び地と言われるそういうのが多い地域には比較的有効

といいますか、小さな集落や自治体には本当に即その必要性を認めるわけですけれど

も、ではこの防災無線、大都会や大都市や大きな市や町でどこか導入しているところ

はございますか。 

村長が先ほどの同僚議員の質問の中の答弁で言っているように我が山形村は長野県

一コンパクトな村と村長自身も認めていらっしゃる。どちらかというと都市型なんだ
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よね、この我が村は。ここでのその防災無線の有効性はちょっとどうしても必要かと

いうことがちょっと自分は疑問に感じている。それはたまたま有利な補助金を元に起

債を起こし、総額で２億2,500万円ですか、の起債を起こし、ただ私の心配するのは

今有利な示された内容がこの起債のその償還までずっと続くという保証がどこにもな

いということ。国はお金が今あるわけではない。とりあえず借りて事業を進めなさい、

後で面倒を見る、こういうのがあまりにも多くて、今回もそうなのだけれども、補助

事業だから打ち切りはないと思うのだけれども、もしかしたら段階的にその引き下げ

の可能性というのはあると思うのです。その辺について村長何か心配、全然ありませ

んか。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 私は今回の防災無線の導入は非常に期待をしております。なぜ

ならばずっと問題的に取り上げられていました各連絡班に加入されていない人たちが

いて、村からの情報が末端まで伝わっていないと、こういう現状においていろんな形

で防災計画、総合防災訓練等をやったりいろんな情報を流すわけでございますけれど

も、一番大事な情報の徹底という災害時における一番首長としてやらなければいけな

いことが確実にできているかどうかと言われましたら、それはできていないのが実情

だというふうに思っておりますので、これを機会に全戸にそういう情報の伝達ができ

るそういう装置を、仕組みができるということに対して非常に期待をしているわけで

ございまして、確かに上条議員が申されますようないろんなことが考えられるかもし

れませんけれども、１日も早く入れてもらいまして、現在本当にＹＣＳも含めていろ

んな情報が届かない家庭に対しても情報提供したいというふうに考えておりますので、

私の思いはそういう思いでございます。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） それはないよりか整備された方がいいにはわかっています。そ

ういうことを聞きたかったわけではなくて、本当にその事業がこれは例えば１０年も

前からの基本構想とか基本計画の中での話だったらこれはまた話は別。でも、これは

昨年あたり国がその補助金を、言い方は悪ければばらまきの一種なのだけれども、そ

の中に乗ったということだ。こういうことによって他の事業がさらに先送りされると、

そこら辺にもうちょっと考え直してほしいと、そういうことを申し上げたつもりなも
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ので、これについては答弁は結構ですけれども言いたいことを言わせていただきまし

た。 

それで、最後になりますが、村長、施政方針というもののあり方、これをちょっと

自分なりの考えを言わせてもらいたいのですけれども、２月１９日に我が議会開催で

山梨学院大学のこういう地方自治に大変お詳しい江藤教授を招聘して講演会がありま

した。その中で申されるには総合計画等も見直しながら進めるべきものである。つま

り村長として修正すべきところなんかを十分に織り込み、その根拠を広く村民に示す、

これが施政方針だと自分は思うのだけれども、村長こういう考えになって自分はもら

いたいのだけれども、今回の施政方針を内容を見させていただいてちょっと疑問に感

じたもので村長の考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 村長、答弁願います。 

百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 施政方針の内容については私の考えたとおりなものですから、

皆さんに徹底するということはやぶさかでないと思いますけれども、中身の内容はあ

くまでも山形村を日本一元気に明るくすると、こういうような観点でつくった２７年

度の施政方針というふうにとらえておりますので、それは一番最初のときに答えまし

たけれども、総合計画、それから実施計画やら基本計画構想とか山形の基本的な計画

に沿って立てていくつもりでございますので、十分議員さんの言われましたことを心

に置きながらやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） 最後に要望的なことを言わせてもらって終わりにしますが、施

政方針のそのあるべき姿としては、どちらかというと骨太のその太いものを１本、筋

の通ったものをおっしゃって、それに幾つかの今年度どうしてもやりたい、こういう

ことを実現したい、それをその述べるのが施政方針だと自分はそういうふうに従来ず

っと感じていたのですけれども、今回の村長、これちょっと細か過ぎてこれが果たし

て施政方針と言えるのか、ちょっと疑問に感じたことをお伝えして私の質問を終わら

せていただきます。 

村長、答弁ありがとうございました。 

○議長（平沢恒雄君） 以上で上条浩堂議員の質問は終了いたしました。 

  それでは、次に、質問順位４番、大池俊子議員の質問に移るわけでありますけれど

も、ここで休憩をいたします。午後は１時より開会しますのでよろしくお願いいたし
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ます。 

（午前１１時５５分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（平沢恒雄君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

（午後 １時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

         ◇ 大 池 俊 子 君 

○議長（平沢恒雄君） それでは、質問順位４番、大池俊子議員の質問を行います。 

 大池俊子議員、質問事項１「介護保険の見直しと村の対応について」を質問してく

ださい。 

 大池議員。 

         （１番 大池俊子君 登壇） 

○１番（大池俊子君） 議席番号１番、大池俊子です。 

今日は２つの問題について質問をしたいと思います。まず、１つ目としまして「介

護保険見直しと村の対応について」ということで、昨年６月に成立を強行した医療・

介護総合法を新年度政府予算案での社会保証予算の聖域なき見直しで医療介護が危機

に直面させられています。１月には介護報酬２．２７％の引き下げの報道がされてい

ます。介護保険スタートから間もなく１５年になります。介護の社会化とは裏腹に利

用者家族には利用制限と負担増、現場には報酬を引き下げる制度改悪が進んでいます。 

今回の介護保険見直しで４つの切り捨てが考えられます。 

１つ目に、要支援１、２の訪問介護、通所介護を市町村の総合事業へと変わります。

要支援者の訪問介護、通所介護の縮小、打ち切りが考えられます。 

２つ目に、一定以上の所得者の利用料を１割から２割へ。 

３つ目に、特別養護老人ホームの入所を原則要介護３以上に。これは要介護１、２

の人たちの排除が考えられます。 

４つ目に、低所得者の居住費、食費負担の軽減制度を縮小、低所得者への施設から

の閉め出しが考えられます。 

山形村でも高齢者福祉計画、第６期介護保険事業計画が策定されています。 

そこで質問します。 
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１つ目に、市町村の日常生活支援総合事業への移行はどのように進められますか。

村では、平成２７年度には要支援、この介護は支援の間違いです。要支援１は１８人、

要支援２は４４人、計６２人いますが、現在のサービス利用の実態と今後の対応は。 

２つ目に、上記の４つの切り捨てからの利用困難者への対応はどうしますか。  

３つ目に、高齢者を地域で支える体制の強化では、特にボランティアの協力が必要

になると思いますが、育成、強化の計画はどのようにされていますか。 

以上で第１回目の質問を終わります。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、大池俊子議員の質問にお答えします。 

１番目の問題でございますけれども、「総合事業への移行」につきましては、村で

は平成２９年４月から予定をしております。この総合事業への移行による影響を受け

るのは、要支援１及び要支援２の認定を受けて予防給付サービスとして訪問介護と通

所介護の２つのサービスを利用されている方であります。 

平成２７年１月現在で実際にこの２つのサービスを利用されている方は、訪問介護

が９名、通所介護が２６人、両方利用が１人、計３６人ですが、適時介護度の見直し

等があるため、実際に総合事業に移行するまでには人数の変動が予想されます。  

今後は利用される方の身体状況、ご本人の意向等を酌み取りながら新しいサービス

への乗りかえがスムーズに行われるように準備を進めてまいります。 

次に、２番目のご質問ですが、「上記４つの切り捨てから利用困難者への対応は」

でありますが、今回の介護保険法の改正は、少子高齢化が進む中で団塊の世代が７５

歳以上となる平成３７年度を見据えた改正になっております。利用者の皆さんに新た

に負担をお願いする部分もありますが、介護保険制度にかかる経費が増加する中で、

この制度を維持するためのご理解とご協力をお願いするものです。 

１番目の「要支援１、２の方の訪問介護、通所介護」につきましては、先ほどお答

えしたとおりの新しいサービスに変わります。 

２番目の「一定以上の所得の利用料を１割から２割へ」につきましては、自己負担

２割とする水準は、モデル年金や平均的消費支出の水準を上回る６５歳以上の被保険

者のうち所得が上位２０％に該当する方が対象で、具体的には単身世帯で年金所得の

みの場合は年額280万円以上の方となります。保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、
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制度の持続可能性を高めるために一定以上の所得のある方に２割負担をしていただく

ものです。 

３番目の「特別養護老人ホームの入所を原則要介護３以上」につきましては、特に

入所希望の多い特別養護老人ホームにおきましては、今回の改正以前から施設入所ガ

イドラインに基づき施設内に入所検討委員会を設置し、入所者の優先順位を決定して

きた経過があります。そのための基本的には介護度３以上の重度の方が入所する割合

が高くなっていました。介護度が比較的に軽度でも入所が必要な事例は、家族等によ

る深刻な虐待がある場合等特別な理由によるものでしたが、今回の法改正により入所

における介護度の基準が明確化されたことになります。 

４番目の「低所得者の居住費、食費負担の軽減制度の縮小」につきましては、見直

しの対象となるのは収入が非課税年金等により低所得であっても単身で1,000万円超、

夫婦の場合は2,000万円超の預貯金等を保有しており負担能力が高い方や、在宅では

課税世帯であったものが施設入所のために世帯分離を行い非課税となった方に入所前

と同じ課税世帯の扱いをするものです。 

従来から非課税世帯の低所得の施設入所者については、保険料を財源とした補足給

付により自己負担額の軽減が図られており、一方在宅で生活する方は食費や居住費を

負担しているため、入所者と在宅者との公平性を図る必要があることから今回の見直

しが実施されるものです。 

村が従来から実施している低所得者への利用者負担軽減及び社会福祉法人等による

利用者負担軽減制度の利用につきましては今後も継続し、高額介護サービス、高額医

療・高額介護合算療養制度につきましてもさらなる周知を図り、負担軽減に努めてま

いりたいと思います。 

３つ目の質問でございますが、高齢者が集い活動する場として重要な役割を果たし

ていた老人クラブの解散後は、社会福祉協議会がかかわりながらボランティアの皆さ

んによって運営されるサロン活動が主なものになっていますが、地域によってはサロ

ンのない地区もあります。福祉ボランティアの育成、強化につきましては重要な課題

ですので、社会福祉協議会と連携を図りながら、県の出前講座等を利用してボランテ

ィア養成や介護・福祉関係の民間事業所及びＮＰＯ法人等の活用などあらゆる方面か

ら検討していきたいと考えております。 

また、ボランティアの養成は地域づくりにもつながるものですので、高齢者関係に

限らず幅広い面から考えることも必要と思っております。 
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以上であります。 

○議長（平沢恒雄君） 大池議員。 

○１番（大池俊子君） それでは、２回目の質問をしたいと思います。まず１つ目の質

問の総合事業への移行ということで、毎年見直しというか、毎回見直しを受けながら

人数的には変動するということですが、その今の通所サービス、それから訪問サービ

スにかわる新しいサービスと言われたのですが、具体的には何かサービスの種類なん

かありましたらお願いします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に答弁願います。 

塩原課長。 

○保健福祉課長（塩原美智代君） それぞれ今該当になるのが訪問介護とそれから通所

介護の関係になろうかと思いますけれども、基本的にはどうしても身体的な事情によ

り現在の介護保険、今現在の介護保険制度で行われている訪問、通所介護が必要な方、

あるいは訪問介護、専門職によるそのサービスの提供が必要な方については、今現在

と同等のサービスが継続して、総合事業になってからも継続をして受けられるような

制度の仕組みというふうになっております。 

ただ、基本的にはどうでも、今のその介護保険でのサービスでなくてももう少し柔

軟な地域性を持ったもの、あるいは提供するのが今現在は介護保険の指定を受けてい

る事業者のみにサービスが提供されておりますけれども、それ以外の事業者によるサ

ービスでも大丈夫ですと、そういう方については随時２９年度の総合事業になりまし

たならば、そのサービスの提供主体がその方の要望ですとか、身体状況ですとか、家

族状況等すべてを勘案した上で変わっていくという段階になっております。 

当面この２７年度から早い地域では総合事業に乗りかえるということが行われるわ

けですけれども、２７年度につきましては今現在その要支援で訪問介護、通所介護を

利用している方のその提供先の事業所に確認したところでは、現在と同等のサービス

は続けられるということで。ただ、事業所によって若干１事業所なのですけれども、

対応方法が変わってくるということで、皆さん今現在使っているサービスを２７年度

は継続して使っていかれるという、そういう状況にあります。 

○議長（平沢恒雄君） 大池議員。 

○１番（大池俊子君） その介護保険から外されたその１、２の人たちがその通所から

訪問、また提供事業者によって継続して行われるということなのですが、この利用負

担料というのは介護保険から外れるので実費ということになると思うのですが、その
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点ではどうでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、塩原課長、答弁願います。 

○保健福祉課長（塩原美智代君） ２９年度からの事業になりますので、今現在具体的

に幾らというその金額そのものは申し上げられませんけれども、基本的な考え方とい

たしまして、特殊な事情により現状相当のサービスを使う方につきましては、その報

酬単価については市町村が定めるものではありますが、介護保険制度で定められてい

る国の定めるその報酬単価を上回らない範囲で単価設定を市町村がするというふうに

なっております。 

自己負担額につきましても国の基準をもとに各市町村が費用の関係を見ながらかか

る経費の関係等、あるいは利用者の状況等を勘案しながら市町村が決めていくという

形になりますけれども、諸事情ありますので今現在では幾らというようなことはお答

えできない状況であります。 

○議長（平沢恒雄君） 大池議員。 

○１番（大池俊子君） 市町村で検討しながらということなのですが、現在の利用者の

負担額よりも負担にならない金額で村としてもやってほしいというのが実際の気持ち

です。 

それから、その点では単価は今まだ２９年度からということではっきり言えないと

いうことなのですが、その傾向としては現在の介護保険での利用料よりも負担になる

かどうかというところでもどうでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、塩原課長。  

○保健福祉課長（塩原美智代君） 今現在その鍵となっていらっしゃる方はその要支援

の方なのですけれども、介護保険のその制度を使ってサービスを利用されている方と

いうのは、要支援の方に限らず要介護１から５までの方も同様に介護保険のサービス

を使っていらっしゃる方たちになりますので、当然要支援の方だけに過重な負担を強

いることのないように勘案しますし、またその国の制度によってサービスを利用され

る方と、またかけ離れたものともならないよう状況を見定めて検討してまいりたいと

考えております。 

○議長（平沢恒雄君） 大池議員。 

○１番（大池俊子君） それでは、２つ目の４つの切り捨てからということで、４番目

の低所得者の居住費、食費負担、また要介護３以上の人で特養の入所は３未満の人た

ちが外されるという問題で、入所前と同じ扱いでということで、結局前の所得の料か
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ら決められると思うのですが、そうするとやっぱりこの要介護３以上の人たちの閉め

出しというのが出てくると思うのですが、そういう点から見てもどのようになるか。

入所前と同じ収入程度でというところだと思うのですが、家族と合算ということでこ

の前言われたのですが、その点でどうでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、塩原課長。  

○保健福祉課長（塩原美智代君） 今ちょっとお２つのお話があったかと思うのですけ

れども、今回の見直しではその入所、新たに４月以降新たに入所される方の介護度に

ついては原則要介護３以上という、その要介護３以上というのはその方の所得とは全

く切り離して介護度とその家庭状況、虐待等の家庭状況をかんがみて原則要介護３以

上の方を優先的に入所させるというものになっております。 

低所得の方への対応というのはまた介護度とは別のもので、重度の要介護５の方で

も同じように低所得の方はいらっしゃいますので、そこのところは一応切り離して考

えていただくということで、従来低所得ということで年金の方は非課税年金の方がほ

とんどで、非課税所得でいらっしゃる方がほとんどなのですけれども、その方たちに

対して従来は預貯金等は全く考えていなかったものを預貯金等も勘案するという形に

なってきておりますし、例えば高齢者のご夫婦お２人の世帯でいらっしゃった場合、

あるいは若い方と同居していらっしゃった場合、在宅では課税世帯であったものが、

入所によりますと今は住所はどうしても移さなければいけないというそういう制度は

なくなりまして、在宅にそのまま住民票を置いたままでも、住所を残したままでも構

わないのですけれども、従前からの方は皆さん一律に住民票を施設の方へ移されたと

いうことで、それに伴い世帯分離が行われ、従来課税世帯で暮らされていた方が入所

したことによって非課税世帯になり、そうすると保険料段階が非課税世帯という段階

に落ちますので、下がりますので、それに伴って住居居住費ですとか食費の減免のそ

の対象になるという、そういうことが行われてきたわけです。 

それを今回新たに入居される方たちについて見直しをされていくという、そういう

形にはなっております。ただ、村の場合は単独で低所得で施設入所をされている方に

ついて４分の１の補助を行っておりまして、それはせんだっての予算でもまた継続し

て４分の１補助の予算はとっておりますので、負担軽減は図っていかれるものと思っ

ております。 

○議長（平沢恒雄君） 大池議員。 

○１番（大池俊子君） ２の問題でも村独自の軽減補助があるので、ぜひこの低所得者
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の居住費、食費の問題から見てもやっぱりこれ以上困ることがないようなやり方の延

長を望むものです。 

それから、質問３つ目の問題ですが、高齢者を地域全体で支える体制の強化という

問題で、先ほど老人クラブはもう上大池を残して全部消えてしまいました。サロンは

幾つかあるのですが、地域によっては非常にアンバランスがあるわけです。２６年度

は各地域のサロンを回りながら軽度のサービスの人たちが一緒に交流しながらやって

きたわけですが、そこでやってきたことに対しての反省とか、そのどんなことがよか

ったかというようなところも踏まえての、また２９年度に向けてのその地域で支える

体制の強化につながっていくと思うのですが、そこの反省というか、その総括なんか

はやられているでしょうか。また、それによってやられたとしたら、それを元に今後

どういう展開にしていくかというお考えがありましたらお願いします。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、塩原課長。  

  塩原課長。 

○保健福祉課長（塩原美智代君） 今のお話は多分社会福祉協議会が支援をしているそ

のサロン活動において、同じく村が社会福祉協議会に委託をしておりますところの生

きがい型のデイサービスぽぽねっとを利用されているその利用者の皆さんとサロンの

皆さんとの交流会が行われた、その件かと思われますが、実施主体が社会福祉協議会

になっておりますので、事業のその結果ですとか総括は社会福祉協議会の方で行って

いることと思います。ただ、その情報につきましては、こちらの方にも委託元であり

ますので、生きがいデイサービスに関するものとして社会福祉協議会の方から情報は

得ておりますので、またそれも参考に今後考えていきたいと思っております。 

○議長（平沢恒雄君） 大池議員。 

○１番（大池俊子君） この日常生活支援の総合事業の中でやっぱり言われているよう

に、ボランティアやその社会資源を利用した多様なサービスの形態のあり方を検討し、

また住民ニーズに合ったサービス提供を検討しますということでやられて、この計画

の中にも図柄と、絵の中にもこう言われているのですが、そこのところを先ほど社協

でやっている生きがいデイとの交流だったのですが、村としてはそれでもなかなか足

りないと思うのです、これからこの２９年度に向かってもっと真剣に考えていろんな

事業を展開していかないとボランティアと村、また事業者だけで支えられるかと言っ

たら非常に難しくなると思うのですが、その具体的な計画というのですか、それがあ

りましたらお願いします。 
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それから、その中で生活支援コーディネーターの設置などを通じて地域との支え合

いをしていくというふうに書かれているのですが、その具体策は実際に立てられてい

るのかどうか、お願いします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に答弁願います、塩原課長。 

○保健福祉課長（塩原美智代君） 今もお話ありましたように総合事業におけるそのボ

ランティアの育成につきましては生活支援コーディネーターの役割というふうになっ

ております。コーディネーターの設置につきましては財源措置もありますし、そのコ

ーディネーターが１人で単独で動くのではなくて、地域の協議体設置とコーディネー

ターの設置というのはセットで行うという形になっております。 

コーディネーターにつきましては個人でも団体でも可ということなのですけれども、

やはり重要な役割となりますので、これからそのコーディネーターにふさわしい人、

あるいは団体がどこがよいのかというのをまた検討してふさわしい人材を見つけてい

きたいというふうに考えております。 

○議長（平沢恒雄君） 大池議員。 

○１番（大池俊子君） これからやられると思うのですが、その具体的にいつごろから、

またメンバーはどういう人で、またその協議会、それに伴う協議会の設置というのが

どういう形でされるのか、具体的なのがありましたらお願いします。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、塩原課長。  

○保健福祉課長（塩原美智代君） それぞれ２９年度に向けて今現在行っている事業に

ついても見直しをかけていくところでありますけれども、このコーディネーターにつ

いてはまだ具体的にどこというところは決まっておりません。ただ、近隣の市町村の

動向も見ながら、また民間の団体でそのような団体についての情報も集めながら２８

年度中には方向性、明かなここという目星をつけていきたいというふうに考えており

ます。 

○議長（平沢恒雄君） 大池議員。 

○１番（大池俊子君） ちょっと話が戻るのですが、先ほどの社協の方へ委託したサロ

ン、それから生きがいデイの人たちとの交流の件なのですが、それは社協でやられた

事業でありますが、やはり村としても１年間やってきてお話を聞かれた中で、村の計

画の中にこれから例えばボランティアの育成にしても非常に大事な、そのボランティ

アの位置づけというのが非常に大事になってくると思うのですが、今までは社協の中

でボランティア講座なんかやられて募集をしていったのですが、なかなか集まらない、
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同じメンバーだけになってしまうようなところがあったのですが、村としてもこれか

らその育成なんかも重要な位置づけとして計画を立てて、これから２９年度に向けて

立てなければいけないと思うのですが、そこの点ではどうでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、塩原課長。 

○保健福祉課長（塩原美智代君） 社会福祉協議会の方で従来はボランティアの育成を

というお話がありまして、昨年度も社会福祉協議会の方では介護の基礎的な資格とい

うことで初任者研修という資格取得のための研修会を１０数回開催しまして、ただそ

のときの条件として研修を低額で提供するかわりに社会福祉協議会でやっております

頼みましょのボランティア、そこに登録することを条件にその初任者研修の受講者を

募ったという話は聞いております。 

ただ、おっしゃいますようにボランティアの育成については、特にまた将来的にコ

ーディネーターも設置するということもありますので、当然村としての主体的なかか

わりというのは必要だという、そういう認識はしております。 

○議長（平沢恒雄君） 大池議員。 

○１番（大池俊子君） 先ほどのボランティアの例から見ても、これからやはり頼みま

しょの中でも非常に何年かしてくるとボランティアの人たちも大変になってきて、人

数ももう限られてしまう中で、やはりその生活支援コーディネーターの設置もありま

すが、具体的に地域で支え合うというところから方策を考えていくというか、そのボ

ランティア１つ増やすにしてもやっぱり常に呼びかけていかなくてはだんだんじり貧

になってきてしまう傾向にあると思うのでそのことをぜひお願いしたいと思います。 

実際にこの制度に移行するに当たって全国ですぐ２０１５年度中に移行できるとい

うのが１１４自治体のわずか７．２％、村でも２９年度にということで最終年度にな

ると思うのですが、今村にいる元気高齢者というのが５．４％、１１５人、それから

一次予防対象者５１．８の１，１０２人、二次予防者２６．４％の５６２人、それか

ら要支援・要介護者が１６．３％の３４７人ということで、今回の要支援の人たちが

要介護に移らないように地域で支えていく仕組みづくりというのが非常に大事になっ

てくると思うので、ぜひさっきの生活支援コーディネーターの設置、またそれに伴う

協議会の設置にも合わせてこれから２年間かけて具体的にきちんと予算化もしてやっ

ていってほしいと思います。 

やはり村中元気で認知症のコーディネーターとかいろいろあるのですが、いろんな

方策も交えながらやっぱり要介護にならないような手だてを村としてもとっていって
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ほしいということでこの質問は終わりにしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君）  大池俊子議員、次に、質問事項２「『健康寿命延伸の村づく

り』について」を質問してください。 

 大池俊子議員。 

○１番（大池俊子君） それでは、２番目の「『健康寿命延伸の村づくり』について」

の質問をします。 

村長のキャッチフレーズ、「健康と農業、健康と観光、健康と福祉、子育て日本

一」を上げています。そして、開村１５０周年に向けて健康寿命延伸の村づくりを上

げています。 

山形小学校は「あいさつ、群れて遊ぶ、歩いて登校」を位置づけて子供の立場に立

った楽しい学校づくりを目指しています。そして、学校支援地域本部をつくりコミュ

ニティスクールへと発展してきています。歩いて登校している子供たちは丈夫で元気

であります。 

また、大人の人たちは多くは会社や職場へ通勤するのも、また村内役場などへ登庁

するも多くは自家用車であります。昨年は夏期巡回ラジオ体操が８月２４日に行われ、

大勢の参加、大盛況のもとで村中で健康の大切さを考えるよい機会となりました。 

そこで質問します。『健康寿命延伸の村づくり』の全体構想と今後の進め方は。 

２つ目に、健康づくりに向け「村民歩こう」「村中みんなでラジオ体操」などまず

始めてはどうでしょうか。 

３つ目に、国民の生活習慣を改善し適度な運動、適切な食生活、禁煙など健康寿命

を延ばすための運動、スマートトライフプロジェクトへ参加してはどうでしょうか。 

以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、２回目の質問にお答えします。 

「健康寿命延伸の村づくりについての全体構想と今後の進め方」についてお答えし

ます。本質問は先ほど増澤議員のところでもお話ししました内容も含んでいますし、

これから質問を受けます竹野入議員、大月議員、三澤議員の回答にもなりますのでよ

ろしくお願いをします。 

健康寿命延伸の村は対象が８，８００名全員をとらえて考えていく大きな課題であ
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りますが、２０２５年問題は私たち団塊の世代の皆さんが後期高齢者になっていくそ

こまでに築き上げる構想が主体であります。松本市は６年前からこの計画をスタート

して全国の見本となっています。山形村として菅谷市長に協力を既にお願いしてあり

ますが、当然同じようには進められませんので、山形村に合ったように進めていきた

いと思っております。 

確かに大池議員が申されますように幼児からお年寄りまでのすべてを含んだ構想が

必要であります。これから山形村が取り組む目標というか、進むべき方向を示させて

いただきますが、基本構想はまだしっかりと決まったものではありませんのでご理解

とご協力をお願いをします。 

今年は検討委員会を立ち上げてこれからの検討になります。今回議会で承認をいた

だけましたら、まず実行委員会を開催をしたいと思います。そのための実行委員の選

出をお願いしなければいけませんが、どのジャンルで選んでいくかはこれからであり

ます。 

健康寿命延伸事業検討委員会のこれ、仮称ですけれども委員はおよそ２０名くらい

かと予算計上をしております。この実行委員会は本当にこれからでありますが、保健

福祉課では既に過去から取り組んでいます福祉事業や健康イベントは並行して進めて

いきますのでよろしくお願いをします。 

これからの活動ステップを申し上げます。およそのイメージでありますけれども、

１年次の活動計画といたしましては健康寿命延命施策項目、分科会の検討です。それ

から、実行委員の選出、それで分科会長を決めるとか、実行委員会の開催をする、実

行計画を作成する、活動を実施する。平成２８年度活動計画書を作成して予算組みを

するというのが１年の計画かなと思っております。 

２年次の活動としては各部会の具体的な活動を実施をしてもらいまして、３年次ぐ

らいには健康マイレージシステムが導入されたらいいかなというふうには思っており

ます。４年後は各部会で仕組みをだんだん仕上げていくというようなことで、５年次

の活動の成果と中間確認というようなことで、５年間を大方のめどで行かれたらどう

かなという、そのイメージでございますけれども、そんなスケジュールです。  

それから、２つ目の「健康づくりに向けて『村民歩こう運動』『村中みんなでラジ

オ体操』はまず始めてはどうか」でありますが、これも分科会の中に取り上げていた

だこうかと思っております。 

「国民生活習慣を改善し適度運動、適切な食生活、禁煙など健康寿命を延ばすため
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の運動、スマートライフプロジェクトへ参加してはどうか」についてでありますけれ

ども、スマートライフプロジェクトとは大池議員のご承知のとおり「健康寿命を延ば

しましょう」をスローガンに厚生労働省の国民運動として、運動・食生活・禁煙の３

部門とさらに健診、検査する健康の診と検査する診の受診を加えたものであります。

このプロジェクトに参加する企業、団体、自治体との協力・連携により健康寿命の延

伸を推進しているところですが、長野県下の自治体としましては松本市と箕輪町が登

録されております。 

また、山形村熟年体育大学の委託先である熟年体育大学リサーチセンターや長野県

栄養士会、須坂市保健補導委員会等団体として登録されているものもあります。新年

度から健康寿命延伸のための取り組みについては様々な方面から検討を予定しており

ますので、このプロジェクトへの参加につきましても検討を行っていきたいと思って

おります。 

以上であります。 

○議長（平沢恒雄君） 大池議員。 

○１番（大池俊子君） １つ目の全体の構想というのは５年計画で実行委員会を立てて

ということで、計画に沿ってしっかりやっていってほしいということでいいです。 

２つ目の健康づくりに向けて「村民みんなで歩こう運動」とか「みんなでラジオ体

操」という点で、山形小学校ではさっきの歩いて登校ということで、今まで車で送っ

てもらいながら登校するというのが多かった状況の中で、前任の先生方が毎日門前に

立って見てみんな歩くようにということで非常に効果があったわけですが、そういう

中で距離の家の近い子供たちよりも遠い子供たちの方が歩く距離が非常に長くて、そ

ういう子供たちの方が私も非常に遠かったので丈夫になったと思っていますが、そう

いう中で学校の先生の評価なんかをどういうふうになったかというのを、聞かれたり

した中でどうだったかというのを聞かれていたら、どういう効果があったかというの

がわかりましたらお願いします。 

それから、熟年体育大学でのインターバル速歩なんかも非常に効果があって歩くと

ころでやっているわけですが、そういう中での今後の計画なんかがありましたらお願

いします。 

それでは学校での歩く距離によっての子供たちのその歩いて登校というところでど

ういう効果があったかどうかというのがわかりましたらお願いします。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、山口教育長。 
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○教育長（山口隆也君） 小学校ですが、毎年全国体力テストというのを実施をしてい

まして、その中では確実に体力が向上をしています。 

○議長（平沢恒雄君） 塩原保健課長。 

○保健福祉長（塩原美智代君） 熟年体育大学につきましても、前期と後期の２期に分

けて行っておりますけれども、継続して何年も続けていらっしゃる方たちがいらっし

ゃるということで、やはりそれはご本人がその大切さとか効果を実感されていらっし

ゃるからだというふうに思っておりますし、毎年新たに退職された方などにお声かけ

をして、新規のお声かけもしておりますけれども、実際に私がかかわった方なども血

液検査の結果が悪かったのが、１年間続けて熟年体育大学に参加したことにより非常

に血液検査とか血圧等が安定したという、そういう体力だけではなく血液検査等の体

の中にも影響は及ぼされているというふうに思っております。 

○議長（平沢恒雄君） 大池議員。 

○１番（大池俊子君） それで、例えば小学校の歩いて登校という、歩くだけではない

群れて遊ぶとかあいさつとかいろいろあるわけですが、その中でのその体力が向上し

ていったというその大きな評価についての経験などで、やっぱりそういうところから

若い私たち、若い人というか村中学び取るということで、そういう経験の交流会を開

くとか、また熟年体育大学の何期もやられている方もいますし、その貴重な経験者な

どが中心になってその歩くということについての発展、みんなで歩こうということに

ついての発展性を運動として広げていくということでの考えなんかがありましたらぜ

ひお願いします。 

先ほど増澤議員の中でハイキングコースというか歩くコースなんか、ところをつく

ったらどうかというのがあったのですが、そういうルートだけでなく１つのそういう

運動として村民の中へ広げていく手段として、やっぱりそういう経験のある人たちが

中心になって広げていくというのも大事だと思うのですがそういう点ではどうでしょ

うか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 今、大池議員が言われましたような活動自体は本当に健康づく

りそのものでありますので、これからそういった経験者の皆さんの知恵を借りてルー

トをつくったら、それを具体的に展開するような活動に持っていきたいという、そう

いうような形でご理解を願いたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 大池議員。 
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○１番（大池俊子君） もう１つラジオ体操のことなのですが、このラジオ体操という

のは昔から生活習慣の中で曲を聞けば体も自然に動いてくるというくらい古くからの

伝統として伝わっているものですが、これの見直しとして去年のラジオ体操というの

が非常にいいきっかけとなると思うのですが、その地域ごとでも個人でも、また団体

などでもいいのですが、そういう中でまたみんなで見直して研究していくということ

も必要ではないかと思うのですが、こういう点からそのラジオ体操についての村の中

にラジオ体操というのを位置づけて、その健康づくりの１つとしていくということを

考えていったらどうかと思うのですがどうでしょうか。 

その中でやっぱりそのラジオ体操についての専門家というか、そういう人たちもい

ると思うのですが、そういう人たちの話も聞きながら根づかせていくという点ではど

うでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、山口教育長。 

○教育長（山口隆也君） 大池議員の質問は去年の夏期巡回ラジオ体操から質問されて

いると思うのですが、あの夏期巡回ラジオ体操の趣旨としましては、あれを機会にた

った３分で全身運動ができる身近な健康法として子供から大人まで村民の皆さんの生

活の一部となり心も体も健康で過ごしていただくことを目的に実施をしまして、いわ

ゆるきっかけづくりということで開催をいたしました。 

ということで、これはいつでも、どこでも、１人でもできるというところに大変ラ

ジオ体操というのは魅力がありまして、村民の皆さんの中でまた機運が高まってくる

ことを期待して実施をいたしました。 

それで、今正しい体操の仕方ということで、やはりただ単にラジオ体操をやってい

るだけではなかなか効果が生まれてこないということもありますので、もし私どもで

ビデオがありますので機会があれば放送をしていったらと思っています。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 大池議員。 

○１番（大池俊子君） ビデオもあるということなのですが、なかなかその見ている人

もあまり多くないと思うので、それをやっぱり健康づくりの１つとして位置づけて喚

起していくと、村民の中に喚起していくというか、そういうことも必要だと思うので

すが、そういう先ほど個人でも団体でも何でもできるのですが、そういう中での広げ

ていくというか、村民の中に位置づけていくという点からも要望があったらやるとい

うよりも、そういう動きになるように進めて、村の中で健康法の１つとして進めてい
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くという方法をとれないものかどうかというのをお聞きします。 

○議長（平沢恒雄君） 山口教育長。 

○教育長（山口隆也君） できたら会議の前に必ずラジオ体操をやるとか、そういうふ

うでないと、もしラジオ体操だけの講座を設けてそこで指導者を育成するという方法

もあるのですが、その指導者の方々がどうやって地域に広めていくかという部分もあ

ります。今なかなかいろんな講座を開いても人が集まっていただけないという部分も

ありますので、確かにでもラジオ体操というのは非常に効果的な運動でもありますの

で、ちょっと今回あれを機会に検討をしていかなければと思っているのですけれども、

村民の皆さんがこれは言ってみればＮＨＫで毎日放送していますので、それをご覧に

なっていながら正しい体操の仕方というのを学んでいくのが一番手っ取り早い方法で

はないかと思っています。 

○議長（平沢恒雄君） 大池議員。 

○１番（大池俊子君） 最後に、この健康寿命延伸の村づくりを進めていく上で今言っ

たような歩くことだけでなく、またラジオ体操だけでなくても例えばバランスボール

とかいろんな物があると思うのですが、そういうものが個々にはたくさんやっている

方もおられますが、それが村の中で多くの村民の人たちが自分の意識の中にこう入れ

ていくということが広がれば村中みんなで健康になると思いますので、そういう意識

づけというのをいろんな方法を考えながら村側としてもぜひ進めていってほしいと思

います。 

それで、１つの方法としては、例えばそういう幾つかのメニューを出しながら私は

例えば体操ならできるとか、ウォーキングの５，０００歩なり１万歩歩くことならで

きるとか、そういう何ができるかというのをそれぞれ目標を決めてこう何かの形でわ

かるように意思表示をして、村でメニューを決めながらそれで何ができるかというの

を集約しながら、例えばできたら何か鉛筆１本ではないですけれども、シールでもい

いのですけれども、そういうことができたという目に見える形での健康づくりという

のが村中でできたらいいなというのを希望しながらぜひそういうことをやり方、みん

なが健康づくりが進めることがやりやすいような方法を考えながらぜひこの健康づく

り、健康寿命延伸の村づくりを進めていってほしいということで、もし最後に村長、

何かそういう皆さんが自分からやる気のできるようなご褒美ではないですけれども、

そういうのも考えられたらどうかということなのですが、その点をお聞きしましてこ

の項目を終わりにしたいと思います。 
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○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長、答弁願います。 

○村長（百瀬 久君） 今、大池議員が言われましたそのものが健康づくり、健康寿命

延伸の村づくりの中の１つの進め方でありますので、そういった分科会の中に取り入

れて検討もしていきたいというふうにご理解をお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 以上で大池俊子議員の質問は終了をしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

         ◇ 竹 野 入 恒 夫 君 

○議長（平沢恒雄君） 次は、質問順位５番の西牧一敏議員の質問でありますが、朝申

し上げましたとおり欠席でありますので、質問順位６番、竹野入恒夫議員の質問を行

います。 

それでは、質問順位６番、竹野入恒夫議員の質問を行います。 

竹野入恒夫議員、それでは質問事項１「２７年度施政方針について」を質問してく

ださい。 

竹野入恒夫議員。 

         （１０番 竹野入恒夫君 登壇） 

○１０番（竹野入恒夫君） １０番、竹野入恒夫です。 

東日本大震災は今日で発生から４年を迎えた。不幸にも亡くなられた人たちのご冥

福をお祈りいたします。震災被害者はピークのときの約４７万人から減りつつあるが、

今も約２２万９，０００人の人が県内外で避難生活を送る。避難先での生活の基盤が

整い安定化も進む一方、仮設住宅での生活は長期化、被害者らは不安を抱えている。

特に震災と原発で痛手を負った福島県内のインフラの普及整備が進み町に活気が戻る

ことを願います。 

それでは、今回私は大きな項目で２つの質問をさせていただきます。その１は

「２７年度施政方針について」。 

平成２７年度の施政方針を聞いて百瀬カラーが何も感じられませんでした。平成

２５年度の就任１年目は現状の把握、村長業務の分析、層別をしただけで、また２

年目の平成２５年度は各種イベントに開村１４０周記念の冠をつけただけです。もっ

と百瀬カラーが出るような施政方針をそこでお聞きします。 

１、プレミアム商品券について。国がふるさとと創生、地方創生の方針から緊急の
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補正予算を組んで地方を応援します。そこで、山形村でもプレミアム商品券を販売し

ます。百瀬カラーを発揮できるチャンスと考えるが村長の考えはどうか。 

２７年度明るく元気な村づくり予算では６項目ありますが、各課から出された事業

を掲げただけで、百瀬村長として何を目玉に重点施策とするのかわからない。そこで

お聞きいたします。 

２、健康で安心して暮らせるやまがたは健康寿命の村づくりですが、どのような施

策で臨むのかお聞きします。 

３、快適な安全な住みやすいやまがたは何を重点に置くのか。 

４、豊かで活力と交流に満ちたやまがたは、山形村が地域の中で輝くような各種の

助成金・補助金を有効に活用してとありますが、どのような事業をするのかお聞きい

たします。 

５、次世代を担う人と文化をはぐくむやまがたは、何に重点施策とするのかお聞き

いたします。 

６、さらなる発展への基礎が整ったやまがた、山形村の村道計画は、特に上竹田新

道・上大池のバイパスの延長計画はどうなっているのでしょうか。 

７、みんなでつくる自立したやまがたは、防災行政無線においてと聞きます。約２

億4,000万円かけて行う整備事業です。住民に対する説明はどのようにしていくのか。

防災行政無線導入によるメリット・デメリットをお聞きします。 

以上第１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、竹野入議員の質問にお答えをします。 

まず、「プレミアム商品券について」の答えでありますけれども、先ほども中村総

務課長の方からも話をしていただきましたが、地域振興と地域の消費喚起・生活支援

事業としての国からも提案されている事業ですので取り組みを進めていきたいと思っ

ております。百瀬カラーをというようなことでございましたが、これから決めていく

ところでございますので、今の時点ではどのようなということはちょっと申し上げは

置いておきたいと思います。実施はしてまいりますので。 

続きまして、「健康で安心して暮らせるやまがた」についてのお答えでございます

けれども、健康で安心して暮らせるやまがたは健康延伸の村づくりであります。先ほ
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ど大池議員のところでも説明させていただきましたが、概略はこれから検討して進め

ていくということでございますので、ご理解をお願いをしていただきたいと思います。  

あとこの分野ではそれ以外で大きな事業といたしまして、ふれあい児童館の改修整

備でございます。放課後児童の受け入れは現在９０名を超えておりまして、１００名

以上になるとの情報もございます。法律で決められた１人当たり１．６５平方メート

ルを確保するように取り組んでいきたいというふうに思っています。これは大きな事

業であります。 

また、この分野では子育て、保育、障害者福祉、老人・介護福祉関係の幅広い分野

でありますので、従来の子育て、老人福祉を継続維持、フォローするような形の内容

で進めていきたいというふうに思っております。 

次に、「快適な安全な住みやすいやまがたは何に重点を置くか」でございますけれ

ども、生活環境の充実や住民サービスの向上では５項目を目標としていますが、特に

環境基本計画の策定においては、今後の環境行政全体にかかわる５カ年の計画をする

ものであります。循環型社会の構築のための地球温暖化対策やごみの減量化とリサイ

クルの推進、自然保護や生物多様性などの各分野を総合的な見地から策定し、村民の

ご理解とご協働を求めるものでございます。 

また、廃棄物関連におきましては、家庭系ごみ、事業系ごみなどすべての廃棄物を

減量化する施策についてあらゆる角度から検討して検証し、またＰＤＣＡのＣとＡ、

チェック・アンド・アクションに当たる部分から研究をしながら政策を進めていきた

いと思っております。 

いずれも物が豊富な社会から心が豊かな山形村へと切りかえを進めるように考えて

おります。 

続きまして、「豊かで活力と交流に満ちたやまがた」についてお答えします。４番

目の質問でございますが、具体的な事業計画は平成２７年度施政方針のとおりでござ

います。何件かご紹介しますと銀座ＮＡＧＡＮＯでの山形村ＰＲでは農業委員の皆さ

んやＪＡ山形支所など連携し、長いものレシピ集などを活用して村の特産品を味わっ

ていただくような企画・事業を検討していきたいと考えております。 

住宅リフォーム事業の補助制度では、これまでの実績を踏まえて村民の快適な住空

間の創造と村内環境事業のさらなる振興につなげてまいりたいと思います。 

農業関連では風食防止対策や鳥獣被害対策、リンゴ産地再生モデル事業などの課題

を村が抱えております直接的な課題に対し、細かな補助体制準備をして農家の皆さん
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とともに取り組んでいきたいと思っております。 

続きまして、「次世代を担う人と文化をはぐくむやまがた」の重点施策についてお

答えします。 

まず、次世代を担う人をはぐくむための事業ですが、山形村の宝であります子供た

ちが次代の本村を担う人材として成長していくことができますよう次の３事業を来年

度の重点施策として実施してまいりたいと思います。 

まず、学校支援地域本部事業です。小学校の願いに応じ、保護者や地域の人たちが

できるときに、できることを、できる範囲で支援することで地域の子供をはぐくんで

まいります。 

次に、来年度村教育委員会が山形小学校をコミュニティスクールに指定します。コ

ミュニティスクールは学校運営協議会を通じて小学校が保護者や地域住民の声を生か

し、地域に開かれ、地域に支えられる学校づくりを実現することを目指すものです。 

次に、村公民館が主体となり関係団体が協力して実施しています山形村リーダー養

成通学学舎です。小学校の４年、５年、６年生がトレーニングセンターで３泊４日の

日程で家族と離れ、ふだんとは違う異年齢との共同生活をする中で子供、保護者、地

域の人たちがいろんな体験をし、学んでいくことを目的にしています。 

次に、文化をはぐくむための来年度の重点施策事業ですが、文化芸術の鑑賞の機会

として、７月２３日木曜日にトレーニングセンター体育館で「宝くじ町の音楽会 南

こうせつｗｉｔｈウー・ファン～心のうたコンサート」を計画しています。このコン

サートは宝くじの社会貢献広報事業として、地域の人々に上質な音楽を提供し、明る

いまちづくりなどコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全

な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的に開催いたします。 

次の、「さらなる発展への基礎が整ったやまがた」でございますが、この質問につ

きましては平成２５年第３回定例会一般質問で竹野入議員にお答えしておりますが、

上竹田新道につきましては、実施計画の長期分として平成３４年度以降の実施となっ

ております。また、上大池バイパスの先線につきましても、村の主要道路整備計画の

路線となっています。村内の主要道路につきましては、クラックが入るなど大分傷ん

できているのが現状であります。それぞれの道路の修繕維持を実施しながら、また村

の道路整備計画の見直しを含め早期に準備できるように考えております。 

次の、「みんなでつくる自立したやまがた」でございますけれども、住民に対する

説明についてですが、これからは予算執行を新年度に入り具体的に進めていくところ
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ですが、区長会を初め活用できる会議に時間をとっていただくなどして、機会を見な

がら事業内容の説明を行っていきたいと考えています。予算措置後の執行となるため

詳細はこれからですが、要望・意見の聴取も合わせて行っていきたいと思っておりま

す。 

メリット・デメリットについてですが、過去においても無線の導入を検討された経

過がありましたが、その節は有線テレビの導入に入れかえで行われた経過があります。

入れかえで行われた経過があります。有線と比較しましてメリットとしましては、災

害発生時に火災や振動で断線した場合、情報が伝わらない状況となることがない。新

規加入者に対して新たにケーブルを引く必要がなく低コストで導入ができること。電

力や他の通信インフラがダメージを受けてもテレビが使えなかったりメールの送受信

が困難な場合でも提供ができることもあります。外部スピーカー設置場所については

双方向での通信が可能であるものと考えております。 

デメリットに関しては、今のところは大きな問題があるとはとらえてはおりません

が、設計の段階において様々な方面から検討をしていきたいと思っております。 

以上であります。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） それでは、プレミアム商品券のことでお聞きします。この

財源のことでお聞きいたします。塩尻市では国の地方消費喚起生活型交付金を活用す

ると聞いておりますが、村ではどの交付金で行うのか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、中村総務課長。 

○総務課長（中村康利君） 今、竹野入議員が申されましたように塩尻市と同様の国か

らの交付金を活用しております。山形村の予算規模としましては、交付金ベースでは

国から約1,740万円ほど交付されるというふうに聞いております。そのうちプレミア

ム商品券への直接のプレミアム分ということで約1,500万円を予定しまして、残りの

240万円ほどはそれの事業執行にかかる経費の方へ充てていきたいというように考え

ております。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） 割引率は２割で１万2,000円の商品券を販売するというこ

とですが、子育て支援世帯や障害者などの優先販売もするのかどうか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、中村総務課長。 
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○総務課長（中村康利君） 今、最終的な詳細につきましては詰めを行っている段階で

ございますけれども、基本的にはいわゆる生活弱者と言われる方というのも１つの案

としては出てきたのですが、ただいまの子育て支援とか高齢者等につきましては、特

別給付金というような制度でここ２年間ほど事業が執行されております。 

そんな点を考えますと、逆に一般の方公平に販売した方がいいのではないかという

ような意見もございまして、今の想定ではできれば一般に販売を行っていきたいと。

あまりそういう面での差別といいますか、区別はつけなくてもいいのかなというふう

に考えております。先ほど言いましたように大体７，５００セットぐらいという予定

でおりますので、山形村の世帯数からいうとある程度制限を設けた中で１世帯３セッ

トぐらいがとりあえずの限度かなというような案を考えております。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） これは今年のいつごろまでに行うのか、それと市によって

は商工会などに委託するところが多いようですが、村独自で行うか、商工会と一体と

なって行うのか、また商工会に委託するのかどうでしょう。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、中村総務課長。 

○総務課長（中村康利君） 事業の期間でございますが、２６年度の補正で今後計上さ

せていただいた中で２７年度に繰り越しという形で、事業執行は２７年度中という形

になるわけなのですけれども、今想定しているのは最終的には使用期間を１０月か

１１月ぐらいにして、年内にはすべてを完了させたいというように考えております。

できるだけ早く販売をという形を予定したいのですが、やはり印刷等の準備等があり

まして、発売は多分６月ぐらいに入るのではないかというように考えております。  

それから、事業の執行方法でございますが、商工会の方にも少し協議をさせていた

だきました。商工会の方でもいわゆる商品券が金券扱いになるという形で制限がかか

ったりするというようなこともあって、商工会としてなかなか受け入れにくい面もあ

るということで、協力は十分にしてもらうという話なのですが、実際の実施としまし

ては村直営を考えていった方が早いのではないかと。 

それから、先ほどの１世帯に３セットぐらいの限定をという話になってくるもので

すから、世帯の情報管理というようなことになりますと村が直営でやらざるを得ない

面もあるという形で考えております。 

以上です。 
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○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） 商品券の内容ですが1,000円の券だけで行うのか、それと

も500円の券も入れてセット販売するのか、どうでしょう。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、中村総務課長。 

○総務課長（中村康利君） 今基本的には1,000円券という形で予定しております。先

ほど言いましたように500円券という考えも最初持っていたのですけれども、やはり

これは印刷費に倍、倍といいますか、枚数が倍になりますのでそっちの方に経費をと

られてしまうと。それよりもプレミアム分の方へ回していきたいという形で考えてお

りますので、一応1,000円券で想定をしております。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） 商工会では先ほどの上条議員も質問したのですが、９割以

上が大型店に流れてしまうということで危惧するわけですが、大型店に流れないよう

な工夫、施策はあるのか。改築に使えるとかそんなような形もあるのかどうか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、中村総務課長。 

○総務課長（中村康利君） この件につきましても商工会の方と少し打ち合わせをさせ

ていただいております。村としましてやっぱり地域の振興という形になりますと、こ

れは大型店が地域でないかといいますと、それもちょっと語弊のある話になりますの

で、最初は例えば1,000円で１２枚になるわけなのですけれども、そのうちの一部を

地域というか、いわゆる小規模の店舗限定にというような考えもありますが、逆に購

入者側からすればやっぱり自由に使わせてほしいという形の要望も出てくるだろうと

いう形であまりその色分けはしたくないというような意見もございます。 

この辺につきましては利用者側が若干戸惑いも出るかもしれないという面もありま

すし、いわゆる受ける事業者としましてもその色分けなり区別をされたときに、例え

ば誤って使われたときにどうするかとか、様々な問題点が出てくることが懸念されて

おります。そんな中ですべて自由に使える商品券という形で行ったらどうかという方

向を考えております。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） １番目はいいです。 

それでは、２番目。 
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○議長（平沢恒雄君） いいですか、それでは竹野入議員の質問事項２、「山形村検定

について」を質問してください。 

○１０番（竹野入恒夫君） ではなくて。 

○議長（平沢恒雄君） ではなくて。 

○１０番（竹野入恒夫君） その１番目の質問はいいということで２番目の検討。 

○議長（平沢恒雄君） ああ、２番目の、そうですか。訂正をいたします。それでは、

まだ質問事項１の方の質問ということですね。 

○１０番（竹野入恒夫君） はい、はい。 

○議長（平沢恒雄君） はい、それについてお願いします。 

○１０番（竹野入恒夫君） この２番目に行きます。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） 健康寿命延伸の考え方ですが、私が２５年の１２月の一般

質問で健康寿命延伸の考えをお聞きしましたときには、全く村長はこれ興味なかった

のに、今年の役職員新年会で初めてこの健康寿命延伸を示されました。どのような心

境から施策に取り入れたのかお聞きいたします。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） １２月のときにそれに関心を示さなくて急にだというようなこ

とでございますけれども、特にそのような気持ちがあったわけではございませんけれ

ども、１２月新年度、２７年度として方向をということは団塊の世代が後期高齢者に

なっていく、そういうようなその対策はもうとっていかないと、もう国民健康保険も

介護保険もいろんな形で財源が足りなくなってきて大変だというようなことを一人ひ

とりでみんなで健康に気をつけていこうなというふうなことを考えたということでご

ざいます。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） 松本市では健康寿命延伸都市の実現に向けた事業は１７３

事業あり、本年度は４３の事業が追加されます。山形村としてはどんなような事業か

ら取り組むのかお聞きいたします。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） その件は先ほども申し上げましたけれども、これから委員会を

持ちながらいろんな人たちの意見を聞きながら決めていくというようなことなもので

すから、あくまでも大まかな推進の方向だけ今日、今回は述べさせていただきました。
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そういうことで理解をしてください。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） この事業は松本市では菅谷市長は僕が戦略を語り、職員が

戦術を考える。新たな戦略とは職員も意欲的な戦術だと説明しております。その辺の

考え方がちょっと今の村長の答弁とは大分開きがあるのですがどうでしょう、その辺

は意気込み等を。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 菅谷市長のような大先輩と同じような形にはまだいきませんの

で、とにかく菅谷市長の先輩のいろんな計画や活動や進め方などを参考にして進めて

いくというのが私の考えでございます。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） 健康寿命延伸事業検討会議委員会賃金で２０人で５回で33

万円盛っているわけですが、村長の本当にこの委員会でやってもらいたいことという

のが説明の中になかなか見えてこない。どうしてこの委員会を立ち上げて、確かに団

塊の世代のために今からやっていくというのはよくわかりますが、そのせっぱ詰まっ

たようなその意気込みとか戦略はどんなふうになっているのでしょう。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 今回はあくまでも私の健康寿命延伸の推進の方針の骨子を決め

たというところがスタートの原点でありまして、その中身をまだこういうような形で

というような形で進めていくところではございませんし、先ほどスケジュールについ

ては５年ぐらいの形で行かなければだめだなというふうな形で考えているというふう

に理解をしていただきたいと思いますけれども。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） この項目の中では特に子育て支援について保育料の軽減を

うたうべきだと私は思ったのですが、山形村は保育料が高いと言われてたと。軽減を

検討して松本と同じにしたと、こういうような重要なことをぜひ織り込んでもらいた

かったのだけれども、その辺はどうでしょう。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） それは項目的に入れるべきかと思います。はい、そのとおりで

す。 
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○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） 松本市は今年度市独自でかなり軽減したと聞きますが、こ

の軽減にも山形はついていったわけですか。 

○議長（平沢恒雄君） 倉科子育て支援課長。 

○子育て支援課長（倉科 寛君） 今回の軽減につきましては県でやっております軽減、

あと国でやっている軽減、それをやっております。松本市独自の軽減ということはま

だそっちまで行っておりません。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） この間の予算説明の中では松本に合わせたということでし

たが、この松本の予算よりは今回合わせたのではなくて、現実としたら松本よりはま

だ遅れているという現状でよろしいですか。 

○議長（平沢恒雄君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（倉科 寛君） 保育料の額につきましては、短期保育料につきまし

ては松本の額に合わせてございます。それで一応標準保育料につきましては、松本市

の保育料の方が安くなってございます。その点が松本市より改善になっているかなと

思っております。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） では、松本市より若干安くなっている部分もあるというこ

とで解釈していいのですね。 

○議長（平沢恒雄君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（倉科 寛君） はい、そのとおりでございます。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） この中には村長、もう１つふれあい児童館の整備関係、ど

のような理由で改装しなければいけないというような項目も入れてほしかったのです

がどうでしょう、その辺は。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） ふれあい児童館の改修につきましては、先ほどもお答えしまし

たけれども、１人当たりの法で決められました面積が１．６５平方メーターを確保し

なければいけないという現実に対して今不足しているものですから、それをカバーす

るために今度造築するというふうに判断しているということで、ふれあい児童館の増
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改築については項目で入れさせてもらってありますけれども。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） 施政方針の中にやっぱりこういうのでやるのだというもの

をぜひ明記していただきたかったと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） 快適な安全、住みやすいやまがたを先ほど上条議員が聞い

たのでこれはいいとしまして、４番目で豊かで活力で交流に満ちたやまがたのことで

お聞きしたいと思います。村長の言っているちょっと説明がなかったので、輝くよう

に各種の助成金・補助金を有効に利用する、これはどの辺なのか全然わかっていませ

んがどうでしょう、それ。 

○議長（平沢恒雄君） 住吉課長、答弁願います。 

○産業振興課長（住吉 誠君） ４番目の関係でございますけれども、村長の答弁の中

で具体的に何点かの事業をやった中で、村が少しでも輝くようにというような格好で

の意味合いで文脈の中に入れさせていただいたということだと思います。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） それでいいのですが、各種の助成金・補助金とありますが、

これは何があったのですか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） では、お答えします。鳥獣被害対策農業分とか林業分とか、車

両につきましてのところでは助成を大幅にとりました。それから、さらに果樹共済加

入促進事業補助金も取り入れております。風食防止対策事業の補助金も追加をしてお

ります。また、先ほども申し上げましたけれどもリンゴ産地再生モデル事業補助金と

して補助率は１０分の１でありますけれども取り組んでおります。 

それから、農業用排水施設整備事業への補助金、多面的機能支払交付金の補助金、

それから耕地災害復旧事業の補助金、あとは林道維持管理のところの舗道の整備、そ

れから支障木の伐採、間伐材等のところの補助金、リフォーム事業の追加延長という、

それから松くい虫の、林業の関係では松くい虫関係の予防講習会、それから樹幹注入

等、また清水高原の三角地点登山道整備のところの事業等、そのような形の補助金を

のせさせてもらいました。よろしいですか。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 
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○１０番（竹野入恒夫君） わかりました。それで、特に村長として去年のクマの関係

のところで鳥獣に対する対策というものを重点にちょっと上げてもらいたかったし、

狩猟免許に対する更新時の費用も助成するのだというようなこともこの中にぜひ入れ

て話してもらいたかったと思うのですが、どうなのでしょう、その辺は。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁をお願います、百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 施政方針の中では松本広域鳥獣被害防止総合対策等々の所、鳥

獣被害対策隊の充実整備というような項目の中に含まれているというふうに理解をお

願いしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） 次世代を担う文化をはぐくむやまがたですが、この関係で

すが、やっぱりこれは上条議員も言ったのですが、学校の校医と保育園医師の報酬の

引き上げ等が重大な課題だと思うのですが、その辺も特別にこうなるのだということ

も村長これ、施政方針の中の重点で入れられなかったのかどうか。 

○議長（平沢恒雄君） 村長、答弁願います。 

百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 今言われました小学校医、それから保育園医の報酬の改善は一

番重要だと思いまして一番上のところにのせさせてもらいましたけれども、そうやっ

て理解をしていただきたいと思いますが。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） はい、わかりました。 

さらなる発展への基礎が整ったやまがたということですが、６番目になります。特

に私も以前に上竹田新道・上大池のバイパスについて質問したわけですが、村長の説

明の中で３４年という形に出ていますが、もっと村長、総合計画を見直す中で村長と

しての考えでやっぱりこれはやっていくんだよ、山形が自立しているからには道路整

備というものは絶対必要になってくるので、今松本市なんかも見ていますと新道が建

設されたり拡張されたりしていろんなところで各事業を行っております。やっぱり一

長一短でできるわけではないので、ぜひ長い目で見た村長がもうこれは施策に入れて

いくのだというものが必要だと思うのです。 

先ほど上げたバイパスのほかに小坂地区のセブンイレブンから明治屋までの道、ま

た役場東の道路のグリーン道路までの舗道新設、下竹田地区の村道北６号線道路が平

成２０年に拡張されたがその後ができていないと。その辺の計画性が全然ないので、
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独立しても本当に道は整備されるのかなというようなこともいろいろ聞かれるわけで

すが、その辺の村長としての考えはどうでしょう。 

○議長（平沢恒雄君） 村長、答弁願います。 

百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 道路行政というのが大事だということは十分理解をしておりま

す。したがいまして、村長としてやるべきことは村道を充実するのもそうですけれど

も、県道に対してはもうここで３回になりますけれども、３県道も含めて県の方に陳

情に行ったり、松本建設事務所の方にも話しに行ったりということでしていますが、

いかんせん予算の関係で延びていくというのが現場であります。どうしてもというよ

うなことを言って再度お話をすることもございますけれども、全体の予算を見てとい

うことの配分で来ているのが現状でございます。 

ただ、村道におきましては年間の道路予算はそれなりきの予算で対応して、その範

囲内で入れていったというようなことでありまして、昨年度のときには土木委員の皆

様などの協力を得たり、区長の協力を得まして４メートル未満の道路を初めて舗装し

てみたり、それからさらに今一生懸命建設していますこの役場の西のこの道でありま

すけれども、これはなかなか要望があっても動かなかったところでありますけれども、

特別にその地主の皆さんたちの協力を得て実現すると、こういうような実態もあるわ

けでございます。一番県の方から言われることは、村の方で地主を説得してくれれば

いつでも行くよということなのですが、そのところが一番大きなネックになっている

のが実情でありまして、できましたら皆さんたちの協力を得ながら形が進めていきた

いということで、道路が大事だということは十分理解しているという理解をお願いし

たいと思います。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） その今やっている下大池の道、道路に関してでもやっぱり

これも村長の施政方針の中に入れておくべきだったと思います。これだけ苦労したの

をこれだけやったのだと、やるのだというその意気込みというものが大事だと思うの

ですがどうでしたでしょうか、その辺は。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 大変いいアドバイスをありがとうございました。ありがとうご

ざいます。 
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○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） ７番目でみんなでつくる自立したやまがたについてお聞き

いたします。 

防災無線導入ということで確かにこんな小さい村では要らないという意見もあるか

もしれないですが、ぜひやるからには住民説明会もしっかりしてもらってやっていた

だきたいと思いますし、野外スピーカーの設置も行うわけですが、現在より多く設置

するのかどうか、また現在聞きにくいという場所がたくさんあるわけですが、改善さ

れるものかどうかお聞きいたします。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、中村総務課長。 

○総務課長（中村康利君） 現在の有線によります屋外スピーカーですが、たしか村内

で１０カ所あるかと思います。先ほど言われましたように地域によっては音が大き過

ぎるという、または聞こえないというような苦情もあったりしております。そんな中

でこれからの設計によるわけなのですけれども、その中で検討していきたいというよ

うに考えます。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） 村民によっては朝日のは非常によく聞けると。だけど、山

形のは全然聞けないので何とか対策を立ててくれという声もありますので、それも踏

まえた中での設計等をお願いしたいと思います。 

それと、全国の市町村の設置状況は今どんなふうになっているのか、普及率でも構

いません。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、中村総務課長。 

○総務課長（中村康利君） 済みません、ちょっと手元に今資料を持っていないもので

すから、ちょっと具体的な数字なり状況はわかりませんが、この周辺でしたら塩尻と

かあと松本市、安曇野市は設置してあると。ちょっと戸別までは入っていないかと思

いますけれども、周辺の市、それから朝日村もそうですけれども、周辺の市村はほと

んど導入済みというふうに聞いております。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） ありがとうございました。この施政方針演説を村長、２回

目で聞いたわけですが、私も以前の村長の施政方針のものを調べてみたのですが、も
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う村長は箇条書きにしてこれをやる、やっている途中だとかそんなものをちょっと上

げてもらいたくないのだ。施政方針演説というのはもっと簡素にいくべきだと思うし、

私たちがこの予算査定のところで聞いているのは、地方交付税が２億5,000万円減っ

てしまったと。それで厳しい予算査定を行っているのだとか、借入村債も３倍余り増

えて４億5,500万円程度に増やしてしまったとか、基金からは仕方なく１億2,500万円

余りを繰り入れたとか、先ほどから聞いている大事なポイントです。そんなものを合

わせてこの箇条書きは必要ないと思うので、もっとだれが見てもわかるような、本当

にただこの前の話を聞くと、ただ村長は読み上げているだけで何の誠意も感じないの

です。ぜひこのようなものとか、さっき言った重要な保育園料が安くしたとかこうい

うふうに立派なものもあるわけです、村長の今回やろうとしている中に。ぜひそうい

うものを施政方針の中に入れていただけると思うのですが、ぜひ来年度はそのように

なるように期待しますのでどうです、村長。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 私の施政方針のまとめ方ということなものですから、これは１

つ考えていかなければいけないなということは、先ほどの上条議員からの話も感じて

おります。もうちょっとすっきりしたような形でしていきたいと思っております。 

確かにたくさん箇条書きにしてわかるようになっておりますけれども、重点だけで

十分だったなというふうに、そういう意味になれば思っておりますので、すっきりす

るような形には変えていきたいと思っております。 

○１０番（竹野入恒夫君） 以上です。 

○議長（平沢恒雄君） はい、いいですか。 

それでは、竹野入議員に、次に、質問事項２「山形検定について」を質問してくだ

さい。 

竹野入議員。 

         （１０番 竹野入恒夫君 登壇） 

○１０番（竹野入恒夫君） ２つと目として「山形検定について」。 

山形村は明治７年１０月２２日に誕生して１４０周年を迎えることができました。

山形村の歴史や文化、自然環境や観光名所などを総合的に学び、豊かな人材を育成す

るために山形検定が実施できないものでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 
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         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、「山形検定について」お答えします。この質問は質

問の相手が村長の私と教育長になっておりますけれども、あらかじめ教育長と調整を

いたしましたので私の方からお答えいたします。 

竹野入議員のご質問にお答えします。以前も同じ質問をされていましたので前向き

に対応していくことかと考えています。山形検定の内容は、既に行っている松本市や

他の地域の検定内容の調査・研究で同じようなものでよいならば可能性は高いと思っ

て今考えております。 

平成２２年に質問いただきましたときは、山形村の文化・自然の判断できる山形検

定とのご質問でした。当時の首長の答弁は松本市に確認した結果、松本市の魅力を自

信を持って伝えることのできる人材の育成を目的につくったとあります。村としては

今後検討してまいりたいところまで来ていると思いますので、前向きに検討をしてい

きたいと思っております。 

また、健康寿命延伸の村づくりの実行委員会の中のテーマになるかと思うのですけ

れども、例えば森林セラピー等が行われた場合はその健康指導員だとか村のボランテ

ィア、観光ボランティアの人たちの教科に、教材に十分なるようなこととも考えてお

ります。 

また、小学生を対象にした場合は、子供たちの郷土を愛する心をはぐくむふるさと

学習の素材集めの１つの手段になり得るのではないかと考えております。 

以上でございます。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） 前向きとの答弁でありがとうございます。ぜひやっていた

だきたいと思います。安曇野検定を受けた人の中には、孫と一緒に勉強できて非常に

よかったというような声も聞きましたし、世代を超えたきずなをはぐくむには検定を

実施していったらいいと思うのですが、また松本市にはこのような本があって、『松

本を楽しむ本』というようなのが出て、この中から出題されるというようになってお

ります。ぜひ山形でもこのような歴史的なものや観光的なもの、今までの自然環境の

ようなものをぜひ一堂に集めるようなものを、またそれも会議なりつくったり、また

歴史については史談会等でも協力すると言っておりますので、ぜひ前向きに、前向き

というより、もう村長の任期中にはできるようにしてもらいたいと思うのですが、ど

うです、村長。 
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○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、百瀬村長。 

  百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） いろいろと関係者といいますか、協力者の皆さんたちと相談し

て決めていくことなものですから、とにかく一歩でも前に進むような形にしていきた

いというふうにご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） よろしいですか。 

○１０番（竹野入恒夫君） はい。 

○議長（平沢恒雄君） それでは、これで竹野入議員の質問は終了いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

         ◇ 赤 羽 千 秋 君 

○議長（平沢恒雄君） それでは、質問順位７番、赤羽千秋議員の質問を行います。 

 赤羽千秋議員、質問事項１「村の活性化について」を質問してください。 

 赤羽議員。 

         （１１番 赤羽千秋君 登壇） 

○１１番（赤羽千秋君） 議席番号１１番、赤羽千秋でございます。 

最初に、「村の活性化について」お伺いいたします。 

百瀬村長も日本一明るい村づくりを公約に掲げ３年目を迎えようとします。平成

２７年度の村の活性化について質問いたします。 

最初に、昨年１４０周年記念の一環として村の中心部に観光案内板を設置、これは

３月の完成を目指すということのようですが、これをきっかけとして唐沢そば集落、

鐘つきケルン、あるいは清水高原一帯の村内外へのＰＲについてお伺いいたします。  

２つ目に、１月にフジドリームエアラインズの松本・福岡間で３月２９日、それか

ら１０月２４日において１日２往復増便、それから松本航空では松本・大阪間、これ

を季節便として８月に復活させるということを発表されました。村として松本空港を

活用した活性化計画についてお伺いいたします。 

３番目のプレミアム商品券につきましては、ただいま竹野入議員の方に答弁がござ

いましたので確認だけといたします。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長、ただいまの質問に答弁願います。 

  百瀬村長。 
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          （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、赤羽千秋議員のご質問にお答えします。 

「村の活性化について」でございますけれども、まず１番目のご質問の「唐沢そば

集落、鐘つきケルン、清水高原一帯の村内外へのＰＲの計画について」でありますが、

平成２７年度に村の観光パンフレットの刷新を予定しております。その中でケルン等

については取り上げていくこととしております。また、松本広域連合は平成２７年度

の事業として計画している広域観光ルートの構築への取り上げも含めた中でＰＲの計

画を行いたいと思っております。 

続きまして、２番目でありますが、「松本空港を活用した活性化計画について」で

ありますが、信州まつもと空港地元利用促進協議会とともに、松本地域へとアクセス

する既存ルートからの誘客促進を図り、より多くのお客様にご利用いただき、信州ま

つもと空港の活性化を図るための広域観光ＰＲの実施をしていきたいと、このように

考えております。 

プレミアム商品券の件は先ほどの件で失礼いたします。 

では、以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽議員。 

○１１番（赤羽千秋君） 観光カタログガイドをつくるということで、３，０００部と

いう当初予定だということでも聞いていますけれども、カタログをやっぱり山形村の

観光を案内するに３，０００部ではとてもとても役に立たないと思うのですがその辺

はいかがでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 住吉課長。 

○産業振興課長（住吉 誠君） 一応言うと当初予算にはある程度の見積もりの中だけ

計上しましたけれども、具体的にどんなようなデザインにするとか、どんなような厚

さにするとか、どんなようなサイズにするとか具体的には２７年度になってから決め

るということで、そのサイズ等によりましてまた金額がのすかということもあります

し、あと具体的に何部印刷するかという点につきましても、ある程度具体的になった

時点でいろいろなところの活用方法も考えた中で具体的な何部というような数字も出

てくるかと思います。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽議員。 

○１１番（赤羽千秋君） 現在山形村のカタログ等、例えば県庁へ行ってみますと各市
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町村のカタログが全部展示してありますけれども、とても貧弱なものであって、とて

も山形村をガイドするようなカタログではないと思いますので、今後この２７年度に

カタログをつくるということにおきましては、大変山形村をＰＲするには大変貴重な

道具だと思うのです。ですから、その辺の内容につきましてはよく吟味をしていただ

いてカタログの方をお願いしたいと思いますが、その辺はこれからまた実行委員とか

それでもってつくってやっていくということでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 住吉課長、答弁願います。 

○産業振興課長（住吉 誠君） パンフレットといいましても、今回観光費の中で予定

しておりますのはあくまで観光パンフレットです。それから、あとよく地方自治体で

いろいろな窓口とかそういうところに置いてあるものについては村政要覧的なもので、

ある程度村の概要がわかるというような面でありまして、今回つくるのもあくまでも

観光パンフレットということになっています。村政要覧的なものについては、今後ど

うするかというのはまた逐次検討していきたいというようなことで考えています。  

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽議員。 

○１１番（赤羽千秋君） どちらにしてもそのカタログというのは山形村の貴重なＰＲ

の材料となると思いますので、よく吟味をしていただいてつくっていただきたいと思

います。 

続いて、最初の質問は以上です。２番目の松本空港の活用ですけれども、これは確

かにこの中信地区は高速交通網に関しましては取り残されているというふうに嘆く人

もいますし、実際にそうだと思います。でも逆に、そんなことを中身の濃い、そうい

ったまた魅力のあるものを発信をするチャンスだと思うのですが、その辺はいかがで

しょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 住吉課長、答弁願います。 

○産業振興課長（住吉 誠君） 北信の方、それから南信の方につきましては鉄道ルー

ト等が非常にこれから充実するというようなことになっておりまして、中信について

は松本空港というものがあります。やはり松本空港についてもある程度この広域の中

でのルート等を探った中でどうするかというのが非常に重要になってきておりますの

で、やはりこの松本地域、それから大きく言えば隣接する県等も含めた中でどうする

かというのが非常に重要なことになってきておりまして、２７年度におきまして松本

広域連合において具体的にそのルート等を検討するというようなことでも計画されて
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おりますので、その点も含めた中で村として何ができるかというのを考えていきたい

というようなことで考えております。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽議員。 

○１１番（赤羽千秋君） 周りを見ますと山雅のＪ１の昇格、あるいは北陸新幹線の開

通、また来月になりますと長野の善光寺のご開帳、あるいは年を明けますと諏訪の御

柱等大きなイベントというのが周りにあるわけです。ですから、こういったものを広

域観光という点から松本市、あるいはでやっております鹿児島、札幌市と言えば３都

市物語というようなものも松本市の方から提案されて、また北の千歳空港、あるいは

鹿児島空港なんかにおきましてはこれは国際線ですから、ここへ外国の人たちを呼び

込んで、そこから松本空港なんかも利用していただくというようなことでもって、大

変これからそういった意味ではこの辺のところとの連携は大変必要かと思いますけれ

ども、その辺の連携についてはどうお考えでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 住吉課長。 

○産業振興課長（住吉 誠君） 議員さんのおっしゃるとおりでございまして、この山

形村単独ではとてもではないけれども何もできないという言い方はちょっと語弊があ

りますけれども、やはり松本市さんとか塩尻市さん、それから安曇野市さん、それか

らこの松本地域の広域単位くらいで一緒になってやるということが非常に重要ですの

で、観光等の部署には一応アプローチをしながら連携しながら進めていきたいと思い

ます。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽議員。 

○１１番（赤羽千秋君） 私も１４０周年を終えて、これから１５０周年に向かってい

くわけですので、今年は１５０周年に向かっての元年として大変重要な１年目だと、

第一歩だと思います。また、山形村を強めるいい機会だと思いますので、ぜひ各市町

村近辺と連携をとりながら山形村というものをもっともっとＲＰしていっていただき

たいと思います。 

２番目の質問については以上です。 

○議長（平沢恒雄君） それでは、赤羽議員、次に、質問事項２「平成２６年度行政懇

談会を行って」を質問してください。 

 赤羽議員。 

○１１番（赤羽千秋君） ２６年度の行政懇談会から、私の今手元に平成２６年度の行
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政懇談会の結果報告がありますけれども、これの中から二、三抜粋させていただきま

して、特に村の活性化につなげていっていただきたいということで３点ほど質問させ

ていただきます。 

まず１つ目は、女性を対象にした懇談会の実施について。 

それから、２つ目としまして子ども議会の実施について。この議会というとちょっ

と大げさになりますけれども、これは子どもに議会の勉強もしていただきながら懇親

会をやっていただきたい。 

それから、結婚の支援について。近年で言えば婚活ということになりますけれども、

行政懇談会には結婚という言葉を使ってありましたので、あえて結婚支援ということ

にさせていただきました。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、２つ目の質問にお答えします。 

「女性を対象にした懇談会の実施」ということでございますけれども、過去におい

て女性団体連絡協議会の方たちと懇談をした経過もありましたが、現在は組織がなく

なっています。先般は商工会女性部との懇談会を行った経過もありますので、今後女

性を対象とした懇談会の開催について考えていきたいと思いますが、あまり形式にと

らわれた懇談会では参加する者が限定になってしまって集まらないということも考え

られますので、女性の集まる何かの機会に時間をとって懇談をするのも１つかなとい

うふうには思っております。 

２つ目の子ども議会の件でございますけれども、子供と言っても小学生、中学生、

高校生と年齢の幅の考え方に差があると思いますので、村に対する将来の夢や声を聞

くことだけならば今言っている行政懇談会とは参集方法は別として、声を聞く機会を

持つということは可能かなというふうに思っております。 

しかし、子どもさんの声を即行政に反映させるというのは困難かと思いますが、逆

に子ども議会というような形で考えたときに、小学校上学年の子どもたちに議会に対

する知識の教育をすることが考えられます。その場合は議会のこの今日みたいなとき

に来ていただきまして、議会の状況を見学してもらうとかというようなことかと思い

ますけれども、そして自分たちで議会を運営するとなると児童会を中心にとか、役割
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分担を決めて実行してやってくれることも予想されますけれども、現在そのような学

校教育の中の教育計画の中にそういうニーズがあるかどうかとか、そういう時間がと

れるかとか、そういう先生たちのその準備や指導の目的なんかも明確にしなければい

けないのですけれども、そういう要望があれば協力してもよいかななんて思っていま

すが、村の行政、地域の仕事を学ぶということを認識してもらうという点では子ども

議会というような形もいいかなというような形も考えております。 

次に、３つ目の「結婚支援について」でございますけれども、懇談会で結婚支援を

テーマについてありましたが、結婚相談や結婚支援は村の人口の増加や後継者対策の

１つとして本当に重要な問題と思っております。昨年も婚活プロジェクトが立ち上が

りまして、私も大変期待をしましたけれども、男性メンバーが集まらず中止になった

と聞いております。まず本人が結婚したいという意思を本当に十分持って確認をしな

ければいけないと思いますが、それ以外としましたら相当世話好きなおばさんか、う

んとよいおせっかいのおばさんに頼んで引き合わせるというようなことが大事かなな

んて思いますので、今度新年度区長会において区長さんとの検討はしていきたいと思

って考えております。 

以上であります。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽議員。 

○１１番（赤羽千秋君） それで昨年の行政懇談会の結果報告を見ますと、村全体で一

般の人たちの参加というのは１５４人しかないのです。ですから、これでは行政懇談

会をやってもえらいそんなに意味がないと思いますので、今年の行政懇談会の内容に

ついてはよく吟味をしていただいてやっていただきたいということを１つと、また女

性の参加がやっぱり少ない。どうしても女性の人の意見というのも十分に満たした方

がいいかと思いますので、その辺をかみ合わせて今年の行政懇談会については行って

いただきたいと要望するものでございます。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽議員。 

○１１番（赤羽千秋君） 子どもを対象にした懇談会といいますか議会ですけれども、

これはまた学校の方と連携をとりながら子どもたちの意見を反映させていただきたい

と思います。 

それから、３番目の結婚支援ですけれども、子どもたち、あるいは福祉に手厚い手

を施すことは大変結構ですけれども、やっぱり現在山形村を背負っていっていただい

ている若い人たち、やっぱりこれを人が集まらなかったとかということでなくて、ぜ
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ひ続けていっていただきたいと思いますし、また切り口を変えて親を対象に結婚支援

ということを実施してもらいたいと思うのですが、その辺のところはどうでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、中村副村長。 

○副村長（中村俊春君） 以前は結婚相談施設とあって、親の方が相談に見えられたと

いうことでございますが、時代が変わったり個人情報保護というようなことの中で結

婚相談員制度も数年前に閉じてしまったということでございます。先ほども言いまし

たように人口増加の問題、それから特に後継者、今は後継者といいましても農業者ば

かりではなくて一般の男性もそうですけれども、こういう出会いの機会がないという

ようなことの中で難儀をしている方もおられるということは聞いております。 

村としてどんなことをやっていったらいいのかということにつきましては、本当に

真剣に検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽議員。 

○１１番（赤羽千秋君） 副村長が言われるようにやっぱり人口の問題、また村の活性

化ということについては、人が集まらないとかという問題を度外視しましてぜひ続け

ていっていただきたいと思いますので十分検討していただきたいと思います。 

次の。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽議員に、次の質問事項３「ため池の管理について」を質問

してください。 

  赤羽議員。 

○１１番（赤羽千秋君） 「ため池の管理について」ご質問いたします。 

最近塩尻市の宗賀湖で６歳の子どもがため池に落ちて死亡したという悲しい事件が

あったことは皆さんご承知のとおりだと思います。 

そこで、村のため池の状況を把握しているのか。 

２番目として、ため池の危険性など小学校等での指導は十分に行われているか。 

３番目としまして、老朽化したフェンス、立て看板等の修繕についてお伺いいたし

ます。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長、答弁を願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、「ため池の管理について」ご質問にお答えします。 

まず１番目のご質問の「村内のため池の状況を把握している」かでありますが、山
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形村のため池はため池台帳で管理しています。ため池台帳には現在６カ所のため池が

ありまして、平成２５年度において一斉点検を図りました。目視による巡回点検を行

っております。 

続きまして、２番目のご質問の「ため池周囲の危険性など小学校等での指導は十分

に行われているか」でありますが、小学校では学年通信で児童・保護者に注意を促し

たり、支部子ども会で地域の危険箇所を確認をしております。 

続いて、３番目の質問の「老朽化したフェンスや立て看板の改修について」であり

ますが、ため池の管理者はそれぞれの水利組合となっております。水利組合で行う農

業用用排水施設の整備や改修等に要する経費に対して山形村農林業振興事業補助金交

付要綱で補助金を交付できますから、必要に応じて相談、ご活用をいただき、住民の

皆様の安全安心確保、そして不安の解消に努めていただければと思っております。 

以上であります。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽議員。 

○１１番（赤羽千秋君） 子どもたちもこれから卒業休みと、また長い休みに入ってき

ます。やっぱり子どもたちはどういうところでもって事故が起こすかということをな

かなかはかり知れない部分がございますので、学校等には念には念を入れて注意を促

すよう指導をお願いしたいと思いますし、それから特に上大池の上にあります新田原

は特にこの辺は一番危険な池かと思います。これは我々も子どものころから学校から

は言われているわけで、新田原というのは文字どおり新しいがつきますので、これは

人工的につくった池で、すり鉢になっていて非常に危険だということで、我々の年代

の者は山形村の人たちだったら知っているかと思いますけれども、大変危険な池だと

いうことで、これは南部水利組合の管理かと思いますけれども、ここら辺のところへ

も再度確認をしていただいて、やっぱり立て看板等を立てていただいて若い子どもた

ちの、夢ある子どもたちのとうとい命が奪われないような指導をぜひやっていってい

ただきたいと思います。 

以上です。これで３番目の質問は終わります。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽議員、次に、質問事項４「火の見やぐらの管理について」

を質問してください。 

  赤羽議員。 

○１１番（赤羽千秋君） 「火の見やぐらの管理について」お尋ねいたします。 

村内に現在上大池区では久保・豆沢南常会に２基、それから上竹田、四ツ谷下常会
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に１基、それから下竹田の上手村、竹原常会に２基と全部で５基あるかと思いますが、

この辺の撤去の計画についてお伺いいたします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対し、百瀬村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、「火の見やぐらの管理について」お答えします。 

赤羽議員の質問のとおり村内には５カ所の消防火の見やぐらがあります。村では管

理をしている各消防分団、地域の要望により撤去し、差し支えない物件についてはこ

れまでも解体撤去してきた経過がございます。解体に費用がかかりますので、撤去の

要望があれば地区分団等調整の上、解体費用を予算計上して議会で認めていただいた

上実施することになります。 

以上であります。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽議員。 

○１１番（赤羽千秋君） 消防団の団長さんほか消防団の皆さんにも確認してみました

ところ、もう火の見に関しましては必要ないではないかと。各区に消防団の詰め所と

いうものが全部昨年できましたので、もう現在では火の見やぐらについては必要ない

と、そんな見解をいただきました。やっぱりこれも今そんなに必要とないわけ、邪魔

にはならないわけですけれども、やっぱりこれもまた子どもたちが休みになって上る

とかというようなことでもってけがをするとか、あるいは死亡事故につながりかねな

い部分というのがございますので、これは村の方でやるべきことなのか、あるいは立

ち入り禁止とか看板についてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 中村総務課長、答弁願います。 

○総務課長（中村康利君） 各地区の火の見につきましては、一応消防団に管理をお願

いしてあるという形でありますので、管理の責任といいますか、そこはまず分団の方

にという形になろうかと思います。 

それから、先ほど撤去という、不要だというような話もございましたけれども、中

にはまだ街灯として使っている部分もありますので、これについてはまた撤去等とは

別にその街灯問題を含めて考えないといけないものですから、この件につきましてま

た分団長会議等ありますので、そちらの方へ先に投げかけをして回答をいただいて、

その上で対応していきたいというように考えます。 

以上です。 
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○議長（平沢恒雄君） 赤羽議員。 

○１１番（赤羽千秋君） そうすると、これはあくまでも各分団の意向ということから、

もう要らないということであれば撤去するという考え方でよろしいのでしょうか。  

○議長（平沢恒雄君） はい、総務課長。 

○総務課長（中村康利君） はい、それで結構だと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽議員。 

○１１番（赤羽千秋君） それと、地域づくりとかそういうことは、そちらの方は関係

ないということでよろしいでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） はい、中村総務課長。 

○総務課長（中村康利君） 昨年もちょっと不要な防火水槽の撤去というようなことも

出てまいりましたので、それは消防団の方で判断して撤去した経過もございますので、

特に地域づくりにのせてこなければというところまでは必要ないというふうに思いま

す。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽議員。 

○１１番（赤羽千秋君） そうすると、例えば上大池でもって２カ所要らないというこ

とであれば、村の方に撤去の費用というものを予算化していただくということでよろ

しいのですか。 

○議長（平沢恒雄君） 中村総務課長。 

○総務課長（中村康利君） 原則的にはそうなると思います。ただ、火の見も結構消防

の前にあっていまして、中には欲しいという人もいれば、それはまたそれで例えば処

分費を負担してもらうとか、その点も考えられるかと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽議員。 

○１１番（赤羽千秋君） どちらにしてももう大分古くなっているものもありますので、

そういった立て看板等分団との連携をとって、村の方でもってもし指導するなりして

十分危険な管理につきましては管理をしていただきたいと思いまして要望する次第で

ございます。 

以上で私の質問は終わります。 

○議長（平沢恒雄君） 以上で赤羽千秋議員の質問は終了しました。 

それでは、質問順位８番、小林武司議員の質問に入る前に休憩にいたします。午後

３時２０分まで休憩をとります。休憩。 

（午後 ３時１０分） 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（平沢恒雄君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ここでお諮りします。先ほど開催しました議会運営委員会において、本日の会議時

間を一般質問終了までとすることに決定しましたが、これにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平沢恒雄君） ご異議ないものと認め、本日の会議時間を一般質問終了までと

することに決定をしました。 

  ここで出席要求者から欠席届が提出されております。根橋次長は公務のため５時

１５分から欠席することを報告いたします。 

（午後 ３時２０分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

         ◇ 小 林 武 司 君 

○議長（平沢恒雄君） それでは、質問順位８番、小林武司議員の質問を行います。 

 小林武司議員、質問事項１「土地利用計画の見直しについて」を質問してください。  

小林議員。 

         （５番 小林武司君 登壇） 

○５番（小林武司君） 議席番号５番、小林武司です。 

「土地利用計画の見直しについて」質問させていただきます。 

土地利用計画は調和のとれた秩序ある土地利用の理念をもとに平成８年に策定され、

１０年ごとの見直しを行いながら現在継続、活用されてきました。ちょうど平成２７

年、今年はそのちょうど見直しの年に当たるかと思われます。また、第５次総合計画

で指摘している条例制定の検討も含めこの際見直しの中に入れてやっていただきたい

と思います。 

それから、最近ちょっと多い業務系土地の問題ですけれども、業務系土地の利用で

は最悪の場合企業倒産ということも想定した取り組みと、またそういった問題を解決

する方法を条例などに盛り込めるのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。 

そういう中でまず最初に、今年土地利用計画の見直しの計画があるのかどうか。  

それから、２番目に、先ほど言いましたように規制に有効なもし条例制定をしてい

るようなほかの自治体のまず例がありましたらお聞きした上でほかの問題を少し聞い
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てみたいと思います。 

以上、お願いします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、小林武司議員の質問にお答えします。 

「土地利用計画の見直し」ということでございますが、当年当初平成８年度に策定

しました土地利用計画については、１０年前に平成１８年度から２７年度の１０年間

の土地利用計画について計画の見直しを行っております。２７年度は２８年度以降

１０年間の土地利用について見直しの時期となっており、会議の開催により見直し

を実施する予定でおります。 

企業倒産も想定した取り組みもとの提言でありますが、会議の中で必要があればあ

まり想定したくない問題ですが検討してまいりたいと思っております。 

続きまして、２つ目の「規制に有効な条例の例が」ということでございますけれど

も、土地利用については条例による規制の前に関係法令による規制が前提となります。

特に農地につきましては農業振興地域の整備に関する法律、いわゆる農振法や農地法

によりかなりの制限がかかります。条例については法令が定める以上の厳しい規制基

準を定めることや法令で定める以外のものを規制の対象にすること、規制の実効性確

保のために罰則を定めることには問題があるとされています。 

直接土地に対しての規制条例でなく見方を変えた手法としてまちづくり条例や景観

条例などの自主条例の制定によって規制をかけている市町村はあると聞いております。  

土地利用計画には一定の制限となる土地の活用方法を誘導し、周囲の環境と調和を

図り秩序ある土地利用になる目的でありますので、今後に向けて適正な計画となるよ

う見直しを考えていきたいと思っております。 

以上であります。 

○議長（平沢恒雄君） 小林議員。 

○５番（小林武司君） 見直しは今年、２７年中に行うということで今お聞きいたしま

した。それから、２番目の条例に関しては、ほかの関係条例がかなり有効に働いてい

ると。そういった中でほかにまちづくりとか景観条例、独自のもので規制しているよ

うな市町村もあるというお答えであったかと思います。 

そういった中で本来のこの質問なら終わるわけですけれども、関連ということを使
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ってはいけないけれども、農業関係の方からまず最初に農振地域の見直しですけれど

も、昔は毎年申請者を募って毎年そのくらい検討されていたと思います。最近２年に

１回というような申請受付になって、そこで農振地域の見直ししているかと思います。

そして、それが２４年から２５年ということで去年あたりやったのか。 

そういった中で農振地域の除外の筆数といいますか、それ件数、それから面積や畑、

田んぼ、もしその結果がわかっておりましたらちょっと教えていただきたいと思いま

す。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、住吉課長、答弁願います。 

○産業振興課長（住吉 誠君） 農振除外の件数等でございますが、今日は資料を持っ

てきておりませんので、それについては把握しておりません。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 小林議員。 

○５番（小林武司君） 一応２年に今１回ですよね、毎年ではないですよね。 

○議長（平沢恒雄君） 住吉課長、答弁願います。 

○産業振興課長（住吉 誠君） 農振制度につきましては昭和４５年、４６年のときに

法律が施行されてから村でも地域指定等をやってきたわけでありますけれども、当初

においては大体半年くらいかかればすべて転用の許可までオーケーということになっ

たのですけれども、いろいろな法律改正等がございまして、平成２１年のときですか、

大きく農振法、農地法の改正がありまして、そのときから非常に厳しくなったという

ことで、それがもう８カ月、９カ月、１０カ月というようなことで非常に時間がかか

るというようなケースで、最短でももう１年に一遍くらいの審議でないと回らないと

いうような状況になってきております。 

以上です。 

○５番（小林武司君） そういった状況だそうですけれども。 

○議長（平沢恒雄君） 小林議員、挙手をお願いします。 

○５番（小林武司君） 済みません、立ったままで済みません。 

農振地区の除外申請の件数は最近といいますか、ここ一、二年ぐらい増える傾向に

あるでしょうか、お願いします。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、住吉課長。 

○産業振興課長（住吉 誠君） この土地利用の面でその辺あるのかどうか、質問わか

らないのですけれども、ご質問ですのでお答えしますけれども、今回１月中に締め切
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ったものについては６件か７件の申請がございました。非常に多いときは１０何件も

あったのですけれども、このごろ若干落ちついてきた、少なくなってきたかなという

ような感じで受けています。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 小林議員。 

○５番（小林武司君） 許可する、許可しないというか、除外を判断するのは農業委員

会とかいろいろな結果を踏まなければいけないわけですけれども、最近というか１年

に一、二回ちょっとスプリンクラーの特に畑灌の関係ですけれども、配管の処理が悪

くて宅地造成したり建物が建った縁の下あたりから水が噴き出すというようなことが

現実にあります。 

また、垣根の下にバルブなどがあったりして組合としてもいろいろ事故があった場

合などの対応など困っているわけですけれども、そういったことも土地利用の１つの

内容に含まれるということで、開発とかそういうときにはしっかりとその後始末して

造成なりしてもらうようにご指導のほどよろしくお願いいたします。 

その件はそれで、そういうことでお願いしたいと思いますが、総合計画のパンフレ

ットにあります恐らく２６年、去年の策定の２５年ころの資料かと思いますけれども、

村には公有地を初め業務系と住居系、そのほか道路とか山林とかありますけれども、

その中で業務系の計画指定地が４万７，７６０㎡あって、２９年の目標が１５％にし

て５，０１６㎡にしたいと載っています。それから、住居系の計画が今２０万４，０３６

㎡、それをこれも１５％の目標ということで１０．４％、２万１，１９８㎡に目標を

掲げております。 

最初のその数字と現在計画どおりのこの面積の目標が確実性ということを言っては

いけないけれども、そういう目標でやるということですけれども、特にこの目標の指

針には変わりはないでしょうか、ちょっとお願いします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に答弁願います、中村総務課長。 

○総務課長（中村康利君） 総合計画に載っている数字はある程度見越したという形で

は当時計画で組まれたかと思いますが、先ほど言いましたように今非常に土地の規制

が厳しくなっておりますし、また当然地域の経済動向によっては例えば業務系でも進

出する企業があるとかないとかということで大きく左右されますので、目標値は一応

数字は定めてありますが、ちょっとそれに大きくとらわれるということはちょっと今

考えてはいないという状況でございます。 



 －１５４－ 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 小林議員。 

○５番（小林武司君） 先ほどの規制の問題ですけれども、条例化は大変になぜ今まで

できなかったというようなことも考えますと大変に難しい、法令というものは。特に

民法とか建築基準法とか開発法とかいろいろあるわけで、特に私権と公権というか、

そういったかかわり、大変に条例をつくるというのは大変なことだと思います。そう

いった中で先ほど言いましたようにほかのところでつくっているまちづくりだと景観

対象だとか、そういったような形で補足している市町村があるということですけれど

も、ないよりはやっぱりわかってもらえる範囲内の規制というものはやっぱりなけれ

ばいろいろな問題が出てきたのを対処することができないのが多い。 

問題にもよりますけれどもつくっておいた方がいなと思われるわけです。細かいこ

とはまたそれぞれの場合において遭遇するだろうという予想の規則内容になるので、

細かくなりますので研究していただきたいと思います。そういったことを踏まえまし

て最近の特に住居関係の転用などでは特別な問題などは起きていませんか。そういっ

たトラブルとかもし目につくようなことが、公開していいような内容でありましたら、

ただ多いか、少ないか、あるか、どうか、それだけでも結構です、お願いします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対して、住吉課長、答弁願います。 

○産業振興課長（住吉 誠君） あくまで農地法上最終的に住宅地に転用の許可が出る

わけですけれども、ある程度問題があるものについてはまず県で許可されないであろ

うというので、許可されるということは特別大きな問題がないかというような状況で、

村の農業委員会の意見書をつけて最終的に県知事が許可するということになっており

ますので、大きな問題等につきまして、大きなというかトラブル、問題等については

聞いておりません。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 小林議員。 

○５番（小林武司君） 農地の場合の方がまだその割合農業委員会とかそういったとこ

ろを経由するし、その条件もつけられるわけですけれども、あと今度１回地目変換し

て農地転用を許可して宅地なりにしてしまいますと、あとそのもしそれが事業系など

の場合特に行き詰まりなど、また業種変更、最悪の場合さっき言いました倒産という

ようなことも起こるわけで、そういった場合に特にその土地の権利を所有していた場

合などはもう銀行とか抵当権がまず入ってしまう。そういった場合には土地の利用目
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的を逸脱して、どっちかというと村で指定した業務系のところに第三者の不動産屋さ

んなどが入って住宅系が手っ取り早いというか一番資金というか、債権の回収に早い

というようなことで、転用というか指定を崩される恐れが十分にあるわけですけれど

も、今回の大型店の撤退については、たまたま地権者が何人か別の方がいるようなの

で早急に考えなくてもいいけれども、それももし地権者の合意があったりした場合に

はどうしてもその指定区域だから絶対に指定したとおり業務系でなければいけないの

か、そういう規制を今の状況で村でできるのかできないのか。 

そういったことをもしできないならば、さっき言った条例制定の中でもそれもでき

るのか、できないのか。そこらは裁判になった場合に非常に難しい問題だと思います

ので、もしそういった見通しというか、今後どうするべきかということをもし考えが

ありましたらちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対しまして、中村副村長。 

○副村長（中村俊春君） 一旦宅地になったところは村の手からもう離れてしまいます

ので、そこまでそれでは元の例えば業務系のところにその後住宅ですか、という計画

が出てきた場合はケース・バイ・ケースになろうかなと思いますけれども、もう一段

宅地になってしまいますともう農業委員会の手が離れてしまいますので、そこら辺の

ことでそういうふうに。 

上のワンワンドラッグもそうでした、たしかもう宅地になってしまったものだから

村はどうしようもないということで違う業態になった変更と。それと同じようなケー

スになることも考えられるのかなというふうに思っております。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 小林議員。 

○５番（小林武司君） せっかく指定して村でもそういう方針で進んできたのが最終的

に運悪い結末になるとそういったせっかくのゾーンも崩れてしまうという、崩壊して

しまうという、そういう危険性が多分にあるということで、仕方がないことかなとは

思うけれども、そこを何とかとめることができればなと思いまして、条例化は難しい

と言えばとにかく何かないかなと思うわけですけれども、実際そういった最初の農地

から宅地とかそういうものに直すときにはさっき言ったように条件とか使途、みんな

指定というか規制できるのですけれども、やはり第三者、そういうふうに動いた場合

には難しいという判断で進めるということでしょうか。 

ちょっと一番問題なのはそういった場合にせっかく村で今大きく分けて３カ所です
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か、業務系というものを指定して住居系といろんな生活とかトラブルとかいろいろな

利用、景観とかいろいろあるわけで、指定してせっかくつくってもそれがならば村と

しても崩したくはないけれども、そういうことはもう仕方がない、ちょっとせっかく

の方策がもったいないとは思うわけです。何か研究できる段階があれば村の想定どお

りにできればなと思います。 

それはそういうことで、もう１つ一番住居系で問題になるのが大きなどっちかとい

うと団地形成とか開発の場合は、割合道路などもほかの道路につながっているように

してあるわけですけれども、特別つながらないような場合は回転する行きどまりのと

ころに広場をつくるとかやっているわけですけれども、結構村の中にせっかく４メー

ターにはしてくれたのだけれども、行けばもうそこからもう１回帰ってこなければい

けないとか、そういうのがかなりあるわけで、将来その向こうの土地がやってくれる

とかそういうことはもう不動産屋は関係ないもので、もう一番道のつながりのそこま

で全部うちをつくってしまう、やっぱり土地を有効に使うというか、不動産屋として

は一番率のいい方法を使用してしまうということで、本来ならば道路の両側というか、

それは将来を見越してあけておくのが一番いいわけなのですけれども、そういったこ

とは指導しても通用しないかもしれなけれども、指導はしていく必要はあるかと思い

ますので、ちょっとそんなことをもしか規制できるものかどうか、それをちょっとお

聞きします。 

○議長（平沢恒雄君） 中村副村長。 

○副村長（中村俊春君） 宅地造成計画が持ち上がった場合は事前に協議書を上げても

らいまして、今言ったように道路につきましては最低４メーター確保していただくこ

とで指導をして、指導というかもうほぼお願いしています。 

それから、行きどまりにつきましても回転できるようにということで、そんなこと

もしておりますし、場合によっては先ほども言いましたように道路計画が将来あると

いう中では交代をしてもらっているような、これもあくまでも指導ですけれども、ケ

ース・バイ・ケースですけれども、村といたしましてはそんなことで転用計画が持ち

上がった場合は事前に担当部署と協議を必ずしていただくように今そんなことでやっ

ております。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 小林議員。 

○５番（小林武司君） 一番理想で言えばいい道を最初にあけておいて、住居とか全部
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後でやれば一番きれいにできるわけですけれども、大変に後でやるということは了解

を得たり、そのお金もかかったりするわけで、いい場所があれば団地とかそういうの

はなるべく固めてまず道路整備、それから排水とかそういったことを進めて、最初に

やってそれを区画するような、何としても地権者が全部が一緒にならなければできな

いことですけれども、そういったことも進められれば一番いいかなと思うわけですけ

れども、現実的ではないかもしれないけれども、一応できるところはそういう指導を

していただければありがたいと思います。 

一番手っ取り早いのが道路をしっかりあけるのが一番村が発展とか思うように計画

が進む元だと思いますので、先ほども新道とかそういうのをあけるような質問もあり

ましたけれども、できれば道路にはやっぱり力を注いでもらいたいと思います。そん

なことで。何か。 

○議長（平沢恒雄君） 小林議員。 

○５番（小林武司君） 言っていることでちょっとつじつまがありませんけれども、指

定場所のことを今の業務系なんか３カ所で問題は今ありませんか。特にｉシティのあ

の辺もまだちょっと残っているかと思いますけれども、それと今の情勢では工場とか

そういうのは誘致するという気持ちというか、ちょっと状況もあまりよくない中でそ

ういった村としての方針などもし思いがありましたらひとつお願いします。 

○議長（平沢恒雄君） 中村副村長。 

○副村長（中村俊春君） よくｉシティの東側ですけれども、あそこも一旦１．９ヘク

タールほど白地になったのですけれども、その後農地法が非常に厳しくなりまして、

あそこへ出たいという企業があったのですけれども、農業委員会は認めたのですけれ

ども県の方でもう絶対だめだと、これは受け付けできないということで返されてしま

いました。 

２１年ですか、農地法が非常に厳しくなりまして、上下水道が通っていなければい

けないとか、公共施設からもう５００メーター以内でないと許可にならないとかそう

いった縛りが非常にありまして、今回の総合計画で規制改革なんて言っているのです

けれども、実際はそういう細かいところになりますと国の方の農地転用も許可も市町

村におろすようなことまで言っていますけれども、細かい基準になりますと非常に厳

しいものがあってちょっと不本意なところもあるのですけれども、そんな情勢でござ

います。 

○議長（平沢恒雄君） 小林議員。 
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○５番（小林武司君） そうすると、今のｉシティのあそこ、あいているところはもう

昔の農振というか農地に返ったということで、そのままということで許可にならない

ということだね。一応区画はこう斜線で一時囲ったけれども、特別外してしまったと

いうことだね、村の指定は、お願いします。 

○議長（平沢恒雄君） 中村副村長。 

○副村長（中村俊春君） 東側の水代線まで約３．８ほどありますけれども、そのうち

今先ほど言いましたように１．９ヘクタールほどは平成１８年か１９年ですか、大き

な運送会社があそこに事務所を設けてということで、それは白地になったのですけれ

ども、その会社がやはりこういった輸送関係が非常に厳しいという中で撤退されまし

て、一部また違う業者に転用になりましたが、その転用もやはりコンピューターの関

係のあれでしたけれども、経済情勢が非常に厳しいということでもうそこも断念して

今はそこは白地になっていますけれども、さっき言いましたように農地法が非常に厳

しくなりましてもう自由が効かないと。 

ただ、あそこを一帯やるということになれば可能性はあるのですけれども、個別で

はちょっと今では難しいということですし、それからその白地になった南側が青地で

まだ残っているのですけれども、さっき言いましたようにいろんな農地法が厳しいと

いうことの中ではなかなかあそこもまだ埋まらないという情勢でございます。今は現

状はそんなところでございます。 

○議長（平沢恒雄君） 小林議員。 

○５番（小林武司君） 何としてもこういう経済状況ですし、松本市あたりも和田の工

業団地を見ても応募者が非常に周りにしかないというような状況。また、もし来て公

害を起こすような企業はとても村でも望むべきではないし、昔山形で何社か公害が発

生したようなことがありますので、そういったことは常に厳しくチェックしていかな

ければいけないし、そもそも今の状況では村へ企業進出してくれるようなところがな

かなか見当たらない。いい工場とかそういったものがあればぜひ村の活性化にも企業

用地もあれば利用してもらうのがいいかなと思いますので、その都度検討していって

いただきたいと思います。 

細かいことを聞いてもと思いますので、今度のことも踏まえもしいいことが、いい

案が浮かんだりすれば、ぜひ行政の方でも力を入れていただきたいと思います。そう

いったわけで村の基本構想のビジョンに、せっかくそういうビジョンを起こした村の

将来を見通した中で禍根、住居系等ならば業務系、もうせっかく線引きした内容にな
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っていますので、そういったことで土地利用がどちらかというと村の構想、ビジョン

に沿ったように進むことを願いながらこの質問を終わらせていただきます。 

○議長（平沢恒雄君） 以上で小林武司議員の質問は終了しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

         ◇ 大 月 民 夫 君 

○議長（平沢恒雄君） それでは、質問順位９番、大月民夫議員の質問を行います。 

 大月民夫議員、質問事項１「代理人交付の本人通知制度の検証」を質問してくださ

い。 

 大月議員。 

         （８番 大月民夫君 登壇） 

○８番（大月民夫君） 議席ナンバー８番、大月民夫です。 

新聞に特殊詐欺事件の報道が掲載されない日がほとんどない状況が延々と続いてお

ります。日本人の象徴とも言える家族や親族を守ろうとする熱い思いを逆手にとった

凶悪犯罪には本当に身震いするほどの激しい憤りを感じます。ついつい国の政治レベ

ルや犯罪取り締まり能力などを嘆く責任転嫁をしてしまいがちですが、やはり自らの

ことは自らが、そして困ったときに本当に信頼される地域行政へなお一層の力量アッ

プをして対抗していかなければならないと痛感をいたします。 

一昨年、おととしですが、平成２５年６月議会の一般質問で住民票などが犯罪組織

により不正取得が行われ、やみの銀行口座が開設されるなどの事例が全国各地で報告

された問題を取り上げさせていただきました。 

そこで、先進的な自治体が生み出した対抗策は、住民票などの交付申請をした代理

人が間違いなく本人から委任状を受け取った代理人であるか、本人に通知して確認す

るシステムの制度導入でした。一般質問したその当時は全国ではまだ約１２０市町村

程度、長野県では松本市が先行し、東御市、それに塩尻市が導入を開始しようとして

いた状況でした。将来この制度を導入していない自治体は不正取得のターゲットにな

りやすいと警告を発する専門家もおり、山形村は長野県７７市町村のうち４番目、町

村レベルではトップで制度導入をする英断を即座に決していただき、その年の７月か

８月には代理人交付の本人通知制度がスタートいたしました。 

あれから約２年近く経過した今日、これまでの状況を一度検証させていただき、広

くこの制度を村民の皆さんに周知いただく機会にさせていただきたいと思います。  
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続いて、マイナンバー制度導入の時期が間近に迫ってまいりました。これは山形の

みならず全国的に制度の中身の周知が不十分ではないかと思われますので触れさせて

いただきたいと思います。 

それでは、質問事項を順次述べさせていただきます。 

最初に、委任状を持参した代理人に役場で交付する証明書のうち本人通知制度に該

当する証明書はどんなものがあるか、いま一度お聞かせをいただきたいと思います。 

次に、本人通知した件数は年間で何件ぐらいあるのかお伺いをしたいと思います。 

そして、本人通知後、代理人の情報開示を請求するケースがこれまでに発生したこ

とがあるか否かをお聞きしたいと思います。ただし、プライベートな一面もあります

ので公表可能の範囲での答弁にとどめていただいて結構です。 

また、村民の中には制度に対する認識不足もあろうかと思われます。場合によって

は通知を受け取って戸惑った方もいらっしゃったかもしれません。導入後２年弱、通

知を受け取った本人サイドの反応の分析結果を参考までにお聞かせいただきたいと思

います。 

なお、制度内容の認識を広く周知するために『生活ガイドブック』の更新をして最

新版を全戸配布する機会で構いませんが、証明書取得案内ページに制度内容を盛り込

むことを提言させていただきます。 

続いて、マイナンバー制度についてお伺いをいたします。最初に、マイナンバー制

度のスタート時期と制度内容の骨子をお聞かせください。 

次に、導入に向けたシステム構築費についてでありますが、主たる財源は国庫補助

金によるものと思われますが、村費負担金の見込みがあるとしたらどの程度なのかを

お示しをいただきたいと思います。 

最後に、情報漏洩した場合は芋づる式にすべての個人情報が漏れてしまうという懸

念の指摘もございます。行政機関監視機能に対する考え方をお伺いいたします。  

以上所見をお伺いします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、大月議員の質問にお答えします。 

 まず、「本人通知制度に該当する証明」ですが、戸籍や住民票の騰・抄本、住民票

記載事項証明などです。 



 －１６１－ 

続きまして、「本人通知した件数は年間で何件ぐらいあるか」でありますが、本人

通知の件数ですが、平成２５年度は７月より開始し１４４件、平成２６年度は現在ま

で１５３件であります。 

続きまして、「本人通知後の代理人の情報開示を請求するケースはありましたか」

ですが、開示請求ですが実施してから今まで２件ありました。 

続きまして、「通知を受け取った本人の反応は」との質問ですが、委任状を記入す

ることから本人も覚えがあり、この制度が不正取得の抑制になり、住民の安心安全に

つながるものと分析しています。 

５番目の「制度内容の認識を広く」の件でございますが、ご提案をいただいたこと

は今後取り入れていきたいと考えております。 

続きまして、「マイナンバー制度のスタート時期」との件でございますが、マイナ

ンバー制度につきましては、予定では平成２７年１０月以降全国民に１２けたの個人

番号が付番されることになります。これを受けて公共機関を含むすべてのものにおい

て個人番号と特定個人情報を取り扱うこととなります。平成２８年１月から社会保

障・税・災害対策等の行政手続での利用が始まる予定です。 

個人番号は生涯を通じて利用され、原則変更されません。行政手続が早く簡単かつ

正確に行われ、添付書類の省略による簡素化が図られます。正確な情報により給付金

受給などにおいて不正の防止、公平・公正など社会の実現に寄与するものとされます。  

続きまして、７番目の問題ですが、２６年度社会保障・税番号制度システム整備費

としましては、２７年度への繰越金を含めて730万円ほどの支出に対し630万5,000円

の国庫負担金となっており、99万5,000円ほどが村の負担分となっております。普通

交付税と特別交付税で措置されます。このほかに国庫負担金１０分の１０の中間サー

バー負担金66万3,000円があります。 

２７年度の予定につきましては、残りの総務省分の住民基本台帳システムや税務シ

ステムなどの310万円と厚生労働省分の国民年金システム、国民健康保険システムな

ど560万円の1,126万円ほどの予算支出を見込んでおりますが、国庫負担額は今後の配

分決定によりますので、現時点では２７年度分は全額村費負担の計上としてあり、国

庫負担金が決定次第一般財源からの財源振替を実施することとしております。 

２６年度と同様な割合で国庫負担の負担があるものととらえております。村費負担

分につきましては、最終的には普通交付税と特別交付税で措置されることとなると聞

いております。 
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続きまして、情報漏洩した場合でありますが、個人情報を守るためマイナンバーは

法律で定められた範囲以外での利用が禁止されています。事業者はその管理に当たっ

ては安全管理が義務づけられ滅失、棄損の防止、その他適切な管理のための従業者の

監督などの管理措置を講ずる必要があります。 

法務省など国の機関や個人番号の利用機関でのセキュリティ対策を参考に施策を講

じること、情報セキュリティ教育の開催に参加をすること、取扱責任者を明確に定め

るなど監視機能の充実について指導事項等が定められてきておりますので、今後十分

な注意を払って対策を講じていくことになります。 

具体的なこと、詳細についてはこれからさらに整理され指導が行われると思います。  

以上であります。 

○議長（平沢恒雄君） 大月議員。 

○８番（大月民夫君） 導入後の内容というのが、本人通知の方はおおよそ今つかめさ

せていただきました。数値的な報告等あったのですが、最初にちょっとお伺いしたい

のですが、本人通知の該当の中で身分証明書、あれも多分委任状でとれると思うので

すが、これが本人通知が要るかどうか。 

それともう１点、２つ聞きます。２年間でおおむねこれで見ますと約３００件くら

いですか、本人通知。そのうちちょっと代理人のあれが不明だということで２件の情

報開示があったというお話があったのですが、この２件はそんな大きい問題にはなら

なかったのかどうか、その辺の回答でいいのですがお願いできますか。 

○議長（平沢恒雄君） 住民課長、答弁願います。 

○住民課長（青沼永二君） それでは、まず最初に書類の方ですけれども、先ほど村長

の説明でこちらでは簡略して大きな項目で実名は答弁させていただきましたが、細か

く申し上げますと住民票、これは謄本・抄本、それから住民票の除票です、これは消

除された住民票であります。 

それから、記載事項証明、それから附表の謄本・抄本、それから戸籍も同じような

形態のもの、それから除籍に当たるものという形で、それぞれ基本的には本人でなけ

れば取得することができない住民基本台帳法、あるいは戸籍法に基づく本人の書類に

なるわけであります。 

それでは、先ほど２件ほど開示請求があったということで答弁させていただきまし

たけれども、その結果としましてはやはり本人は、ああ、なるほどということで納得

をしていただいて、そのトラブルはないということでありますので、そんなことでよ
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ろしくお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 大月議員。 

○８番（大月民夫君） 制度導入によりセキュリティが、そういう能力が発揮できたと

いう、そんな感触を持たさせていただきます。長野県内でもここに来て本人通知制度

を導入開始したという情報を時たま目にいたします。ただ、感触として後発でスター

トした自治体の特徴として、本人通知は希望する世帯のみに限定しているケースが多

いようであります。制度内容を広報で周知して、希望する世帯の方は登録申請書を提

出してくださいと、そんなスタイルのようであります。最近では大町がたしかこんな

のが出ておりました。 

当村でも導入に向けた論議を行った際この点もたしか住民課長と論議、意見交換を

させていただいた記憶をしております。制度の目的や効果の面から該当する証明書を

代理人申請で交付したすべてのケースに摘要するというその指針に決していただいて

スタートをいたしました。この山形スタイルは近隣、そっちには影響なく今後も変わ

らないと判断させていただいてよろしいでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 青沼住民課長、答弁願います。 

○住民課長（青沼永二君） 今後につきましてもこの方針を貫く予定であります。これ

は逆に登録制にすることにより、こちらでは交付の際にその方が登録者であるか否か

という判断の方が見落とししやすい場合がございます。したがいまして、委任状につ

きましては全件交付するというつもりで今後も行く予定であります。 

○議長（平沢恒雄君） 大月議員。 

○８番（大月民夫君） はい、よろしくお願いしたいと思います。 

あと、ちょっと私細かいご指摘をさせていただいて恐縮だったのですが、『生活ガ

イドブック』の件です。よく役場庁舎を訪れて各種申請や手続を行う際、持参する資

料だとか持ち物、そういったものに手落ちがないか事前に確認する意味で意外と多く

の方があの『生活ガイドブック』を重宝しております。家族がいつでもすぐに見られ

るように身近なところに置いてある、そういうご家庭が多いと聞いております。  

先ほど申し上げたとおりこの本人通知制度はあそこに一言も書いていないのです、

現状。今度更新するときでいいのですが、ぜひこういう制度をやっていますからとい

うその文面はぜひ入れていただきたいと思います。次期更新予定日がわかっておりま

したら教えてください。 



 －１６４－ 

○議長（平沢恒雄君） 中村総務課長、答弁願います。 

○総務課長（中村康利君） 『生活ガイドブック』につきましては、２年に１度の発行

ということになっておりますので、次回は２８年度になろうかというふうに思います。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 大月議員。 

○８番（大月民夫君） はい、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、この後、マイナンバー制度の方に質問、再質問をちょっと移らせていた

だきます。正直言って私もいろんな資料を調べてみたのですが、まだまだいろんなこ

れから決まるという不透明な部分も相当あるということで、今日どこまで詰められる

かというのはあれなのですが、聞いている村民の皆さんにこんな制度が始まるという

その認識だけは持っていただくいい機会かなと思いましてさらに質問を続けさせてい

ただきます。 

住民基本台帳カードが今あります、住基ネット。これの情報というのは一応基本４

情報ですか、氏名、住所、生年月日、性別、それに住民票コード番号が入っていると

いうか、それに限定されていると思っております。今度あれしようというマイナンバ

ー制度にはそれ以外の情報というのが幾つか入ると思うのですが、今のところ当初こ

ういうものが入るという確定している情報、もしご承知おきでしたら教えていただけ

ますか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、住民課長。 

○住民課長（青沼永二君） 実はその詳細につきましてこちらでもよくわかっておりま

せん、正直な話。ただし行政におけるもろもろの情報は当然これに含まれるもの。そ

のために新たに容量を増やして、番号も１けた増やしたというふうにご理解いただけ

ればと思います。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 大月議員。 

○８番（大月民夫君） やはり肝心なところがちょっと不透明だと思います。これは別

に山形の行政云々ではなくてまだ国の指針がしっかりできていないのかなと思うので

すが、一般的ないろんな情報を聞きますと先ほどの４情報以外に必ず入るのが所得、

税金、年金、この辺は間違いなく入るだろうというそんな情報を聞いております。  

つい最近の新聞では将来的にはキャッシュカード機能も入れたいなんていうそんな

情報もありますが、まだまだこの辺は不透明ですから、ここでうかつにあまり言える
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ことではないものですから参考までにということで。 

一応この導入に向けての基本的な考え方をちょっとお伺いしたいのですけれども、

これまで個人情報資料というのはまさに担当所管、国の方の所管、官庁ごとによる縦

割り行政。例えばちょっと思い浮かべてみても基礎年金番号、健康保険被保険者番号、

パスポート番号、納税者番号、運転免許証番号、住民票コード番号、本当に数え切れ

ないほどいっぱいあります。まさに何一つ私も頭にインプットできないほどの数でご

ざいます。 

お聞きしたいのはその行政運営に携わるお立場から見られて、共通番号化というの

は本当に各種事務処理面での効率化が相当図れると判断されておられますか。期待度

を込めてでいいのですが、先ほどの村長答弁に含まれておりましたのですが、いま一

度お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） このマイナンバー制度でありますので、理想的なことを言えば

本当にすべてのものが含まれていることが本当に一番いいというふうに思っておりま

す。したがいまして、本当にすべてのものが入る。そのすべてのもので全部できるか

というと確かに効率もいいのですけれども、個人情報というような形になったときに

は一たび失敗するとすべてのものが出てくるということになりますので、非常に気に

なるところでございますが、いずれにしろ行政として効率的になる。そのために使わ

れるものであるならば１つの手法としては非常にいいものだというふうに思っており

ます。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 大月議員。 

○８番（大月民夫君） それでは、もう少しマイナンバー、済みません、詰めさせてい

ただきたいのですが、質問に入る前に、再質問に入る前なのですが、この制度のこれ

までの経緯、既に導入している国の状況、その辺で報じられている情報、これは私が

取得した情報ですから１００％確実な情報とは言えないかもしれないのですけれども、

その辺についてちょっと触れさせていただきます。具体的な質問は後ほど申し上げま

すのでとりあえずお聞き取りだけお願いをしたいと思います。 

マイナンバー制度は過去には国民総背番号制度という呼び方をしておりまして、ま

さに何十年も前から行政運営の効率化につながると言われ、国会の場で議論されてき

たことは多くの皆さんが知るところだと思います。 
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しかし、日本ではプライバシー侵害の懸念がぬぐい去れないことと、何よりも莫大

な制度構築費用と維持管理費用がネックになり、その都度廃案になってきておりまし

た。しかし、今回はこういう言い方をすると失礼かもしれないですが、やっぱり巨大

与党という条件のもと、また今はやりの閣議決定という手法で一気に急ピッチで突き

進むような形になったようであります。 

地方議会の片隅で是非を議論する思いは毛頭ございませんが、ＩＴ技術が急速に目

覚ましい発展を日々遂げている中でこの制度を早くから導入してきたアメリカや一部

ＥＵ諸国では、拡大する一方の情報漏洩によるなりすまし犯罪が食い止めることがで

きず、制度の見直し策を今始めているようであります。一部報道、最近の報道ですけ

れども全米、アメリカ全土ですが年間の要するにこのなりすまし被害です。これの被

害金額が500億ドルに達したという、そんな見出しがついておりました。日本円で言

いますと５兆円を超えたというすさまじいとしか言いようがありません。 

一生涯変えることが困難なマイナンバー、今思わぬ落とし穴があることもあるとい

う認識だけは持っておくべきだろうと思います。いずれにしましてもＩＴ業界向けの

巨大な公共事業で、制度構築だけで事業費用は一応何兆円規模と言われております。

具体的な金額は不明ですが、それにプラス制度導入後の維持経費は永久について回る

という、そんな幕あけかなという思いはいたします。 

前置きは以上としまして、経費とセキュリティについてもう少しお伺いをしたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

まず、システムが稼働後の維持管理経費用は年間どの程度見込まれておるのか。下

手すればまだこういうデータは来ていないかと思います。中間サーバープラットフォ

ームの集約化、推測ではこの地域は東日本接続拠点所属になると思われますが、ネッ

トワークの維持管理経費も気になるところです。業務が効率化に見合う範囲のコスト

なのか、見込みがわかっておりましたら一応所見をお伺いしたいと思います。  

○議長（平沢恒雄君） 中村総務課長。 

○総務課長（中村康利君） 今、大月議員さんが言われたようにまだ具体的な金額等の

お知らせ等が来ておりませんので正確なことは言えません。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 大月議員。 

○８番（大月民夫君） 今後またその辺の情報はこまめにまたお知らせをいただきたい

と思います。 
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では、次にセキュリティに関してお伺いをしたいと思います。県レベルとか中間サ

ーバーによる全国運用システムに関しては、まさにこれはいろいろ言ってもいけない

ものですからもう信頼してお任せするしかございませんが、ここでは山形村行政内部

の対応についてお聞かせをいただきたいと思います。 

マイナンバー制度はきっとこれからいろいろ出てくると思うのですが、とりあえず

現状の住基ネットに伴う制度の中の状況をお聞きしたいと思います。住基ネットにか

かわるのもいろんな制約があるみたいで、行政機関の中で操作できる職員が限定され

ること、それと操作者識別カードとパスワードの確認ができないと住基ネットにアク

セスできないシステムである。 

以上の点から担当職員以外の職員や外部の人が住基ネットを利用することはできな

いという、そういうシステムになっているというふうにお聞きしております。また、

定期的に担当職員の操作履歴、アクセスログを監視することもしている。仮に情報漏

洩した場合は通常の守秘義務違反より重罰が科せられる。なおかつ定期的に県レベル

でセキュリティ研修会を実施し担当職員の意識向上に努めておられる。そんなことが

うたわれている文書を見たのですが、今私が申し上げたことが間違いないかどうか。

もし山形がこのシステムをやっておりましたら住基ネットに関しては担当職員さんは

何名いらっしゃるのか、その辺をお聞かせいただけますか。 

○議長（平沢恒雄君） 青沼住民課長、答弁願います。 

○住民課長（青沼永二君） それでは、今の大月議員のご質問の趣旨、セキュリティに

関しては全くそのとおりの運用になっております。特に当住民課におきましても、同

じ課内の職員であってもその端末を使用する者については、本当に直接に操作する者

のみの数名に限ってやっておりまして、しかも今言われたように当然パスワードは当

たり前、当然生体認証によってその証明をするような形で機械のオペレートをすると

いう状況であります。 

そのほかセキュリティ研修につきましても当然庁内においても庁内人事で、課内人

事ですけれども、これによって教育者をそこで専任し、そして課内においてそのセキ

ュリティの教育、あるいは試験ではありますけれどもそういった確認をして防止を図

っているという状況でありますので、ご質問の趣旨そのものを実行しているという形

であります。 

以上になります。 

○議長（平沢恒雄君） 大月議員。 
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○８番（大月民夫君） よろしくお願いをしたいと思います。また、マイナンバー制度

が実際にスタートしますと、またさらに厳しい制約とかいろんなあれが出てくると思

いますけれども、担当する職員は大変ご苦労かと思いますけれども、その辺をちゃん

とフォローできるような体制を今から準備しておいていただきたいと思います。  

あまりこれを長々やっていてもいけないものですから、最後にマイナンバー制度に

関しては終着点は見えておりますが、そこに達するまでの道のりが不透明な部分が多

過ぎまして、現時点で将来展望を論議するには至らないという、そういう解釈をして

おります。 

ただ、思い返してみれば高額な国家経費を投入して、あれはたしか平成１１年に国

会で決まったから平成１２年スタートでしたか、今の住基ネットワークシステム。こ

れは振り返って見て国民に何をメリットとしてもたらせてくれたのか、非常に私とし

たら疑問と言わざるを得ないのです。少なからずも大多数の国民に好意的に受けとめ

られた法改正ではなかったのでないかと個人的には思います。 

プライバシー侵害の危険性を理由にネットワークから離脱していた日本では３自治

体が最後までありました。東京では杉並区、これが最高裁判所まで争って結審によっ

て接続となったみたいです。国立市というのは、これ都知事が執拗に何回も何回も説

得して接続したようです。結果的に今現在福島県の矢祭町、人口は山形より小さい

７，０００人くらいな小さな町です。この名前を聞くと例の平成の大合併のときに

日本で一番うちは合併しませんよと宣言した町ということで有名になったのですが、

ここだけが国内で唯一住基ネットシステムから離脱を貫き通しているようでございま

す。 

マイナンバー制度に関しては恐らく自治体の自由選択判断の余地は全くないものと

思われます。制度導入後住民にとっての利便性の面と危険性の周知を丁寧に実施いた

だけるようまずお願いをしておきます。並びにシステム維持経費がどの程度になるの

か、明らかになりましたら議会に報告をいただきたい、そのお願いもしておきます。  

以上私的な思いを込めながら述べさせていただきましたが、最後に行政サイドの総

合的な所見がもしございましたらそれをお聞きしてこの質問を終わらせていただきま

す。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、中村総務課長、答弁願います。 

○総務課長（中村康利君） ただいま要望のありました情報が入り次第順次住民の方に

お知らせをしていきたいというのは重々承知をしていきたいというふうに考えており
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ますが、１つ情報が入っておりますのでちょっとここでおつなぎだけしておきたいと

思います。 

つい先般ですか、マイナンバー制度の周知度が非常に低いということが国の方でも

アンケート等の結果から出ておりまして、それについて国の方でもマイナンバーの制

度についてのキャンペーン広報をしていくという情報が入っております。実はこれは

２日ぐらい前に来た情報なのでございますけれども、テレビコマーシャルでも３月９

日からマイナンバー制度についてはタレントの上戸彩さんに出演いただくＣＭを流す

と。それから、政府の方のオンラインでも特集ページを組んでいくということを言わ

れております。それから、３月いっぱいですが、３月９日から３月３１日にかけまし

てテレビＣＭ、それから事業者向けなのですが、主な『日刊スポーツ』とか『サンケ

イスポーツ』『スポニチ』みたいなちょっと大きな新聞になりますけれども、この辺

につきましては３月１６日付の新聞に制度のキャンペーンが載るというような情報が

入っておりますのでおつなぎしておきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（平沢恒雄君） 大月議員、質問事項１はよろしいですか。 

○８番（大月民夫君） はい、結構です。 

○議長（平沢恒雄君） 次に、大月民夫議員、質問事項２「健康寿命延伸施策推進に向

けて」を質問してください。 

 大月議員。 

○８番（大月民夫君） それでは、村長の平成２７年度施政方針のメインテーマの１つ

でもあり、本日のこれまでの議論で多くの同僚議員が取り上げ、方針の中身がより鮮

明になってまいりました。通告させていただきました質問要旨で既に明らかになりま

した事項は割愛させていただきたいと思います。 

まず、最初に検討委員会の組織規模・選考基準・スタート時期について通告してご

ざいますが、組織規模はわかりました。スタート時期もおおむねわかりました。ここ

では選考基準についてちょっと今まで鮮明なご答弁、ちょっと私聞いていないもので

すから選考基準をいま一度お聞きしたいと思います。 

次に、現状想定している計画で村長自らが優先すべきと思われる事業内容をお聞か

せ願います。これについても何人かの同僚議員が質問しておりましたが、どうも村長

の答弁はこれから始まるその検討実行委員会、そこに付託する的なそういう発言に周

知しておりましたが、ここはぜひ大きなテーマですが村長の思い、これはぜひやって
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くれとか、こういうことでやってくれ、そんな思いはぜひ述べていただきたいと思い

ます。 

最後に、健康の定義として身体・精神の健康とともに社会的な環境も健康でなけれ

ばならないと言われております。山形村の現時点での環境をどのようにとらえ、改善

すべき点は何かお聞かせをいただきたいと思います。 

最初冒頭の質問といたします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、「健康寿命延伸の施政の推進について」お答え申し

上げます。 

この活動はこれから１０年を目標に考える事業というふうに私も話をしております

けれども、村の本当のこの活動のねらいは健康な人づくりであります。他人の世話に

ならず元気に自分の世話をできる人を１日でも長くいてほしいという願いのもとにす

る活動でございますが、その結果求める結果は国民健康保険、介護保険料を抑え、そ

こに使われているお金を村の有効活用に利用することで日本一明るく元気な村づくり

のできていくという、それが真髄だというふうに考えております。 

そのために健康のこの見える化が必要だというふうに思っております。今は言葉だ

けで健康が見えません。見えるのはお医者さんからいただく薬の量というものになる

わけでございますけれども、また自分も第三者も健康した結果が見えなければやはり

何もならないと思っております。 

体を動かしたり運動したり、その結果が本当に見えるこのシステム的に本人にも負

担なく、また担当課が事務処理に負担がない、そういう方法を構築する必要があると

いうふうに思っているわけでございます。 

施政方針でも述べさせていただきましたけれども、健康は本当に体を動かし血流を

よくしなければ健康の維持はできません。そこで専門家や村の医療関係者の知恵をお

借りしまして、健康の見える化に健康マイレージ制度でも導入していったらいいかな

というのが思いであります。これは今もお話がありましたマイナンバー制度のマイナ

ンバーを上手に活用できればこんないいことはないかなというふうには思っているわ

けでございます。 

また、自分の動いた健康の度合いにつきましても自分で紙をチェックするとか、そ
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れから記録するとか、また担当者がそれをまとめるかとか、こういうようなことにな

ると逆に負担になっていってしまうわけでございますので、最近のウェラブルの機能

を使って直接そこからホストコンピューターにデータが送られていって、それがまと

められる、そういうふうになればいいなというような思いでございます。 

ただ、何らかの形でも健康は見える化をしていかなければいけないというのが私の

この推進に向けての大きな最後の目標地点ではないかなというふうに思っております。 

そんなような形でそういったＩＴに興味のあるそういうメンバーが、そういう興味

のある応援をしていただけるグループがいてくれたらそういう人たちを探してやって

いただきたいというふうには思っている次第であります。 

さて、検討委員会の組織、選考基準というようなお話がございましたけれども、先

ほど実行委員会の規模は先ほど大池議員のところでお話ししましたが２０名くらいだ

ろうと。それから、分科会をつくる前に企画検討委員会は数人くらいでスタートして

いった方がいいかなというふうなことも思っております。組織は実行委員長、それか

ら副実行委員長、事務局長、事務局、分会長と会員というような姿がちょっと描かれ

ます。 

そこで、分会長にはそれぞれ健康推進に造詣が深く経験豊富な具体的なグループを

推進している人というようなことをお願いしたいかななんて思っております。また、

専門的な知識や科学的なアドバイスがいただける人も入ってもらったらどうかなと思

っておりますが、本当にすぐにでもやりたいと思われている方もおられますので、何

とか公募したり推薦をしたり、またそんなような形をして委員会をつくっていくこと

が必要かななどと考えております。 

２番目の「現在想定している優先すべきと思われる事業計画」でありますけれども、

これもあくまでも私の思っているところでありますので、これから項目を上げていく

分科会の内容になってまいりますけれども、名前は健康寿命延命の村づくり実行委員

会なんていう名前がいいかと、これは仮称ですけれども、こんなような形をして委員

会を支えていく分科会につきましては健康予防分科会とか、これは健康予防に老人・

成人・子供の健康予防を考える、そういった知識のある、造詣のある方というような

ふうに思われるかなと。 

また、健康農業分科会というようなことで、シニアの皆さんを中心に健康を目的と

した農業を考える、そういうことを一生懸命考えておられる方もおられますので、そ

んなような動きができる人が来ていただけたらいいかなと。 
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また、健康料理の分野でございますが、これは今まで研究してきました健康料理を

ブランド化して、それを推奨するというようなことができるようなグループができれ

ばいいかなというふうに思っております。 

次が、健康体操の分科会でございますが、これは山形健康体操が今つくられて今浸

透、定着させようとしております。保健福祉課がやってくれておりますので、こうい

った中に村中みんなの健康体操のラジオ体操の実施とか健康体操のイベントの企画と

かこういうような形などが含まれるのではないかなと思っております 

また、健康と観光の分科会では村外との観光文化交流、健康交流等いろいろと観光

協会も含めまして昨年もやってまいりましたけれども、そういった場面のところから

来る健康に対する思いを伝える健康と観光の分科会というようなこともいいかなと。 

それから、ずっと話が出されました健康ウォークの分科会でありますが、里山を清

水高原を中心とした里山村内のウォーキングコースの設定とか整備、また清水古道の

整備とかウォーキングとかが、村民歩こう運動会の計画だとか様々な健康ウォークの

イベントが考えられる部門かななんていうふうに思っております。 

また、増澤議員のところにやられました森林セラピーの分科会ができて、そういう

形が動いていけたらそんなこともいいかなと。 

さらには、山形文化の伝承の分科会でございますが、山形検定も含めまして観光ボ

ランティアの募集、育成、そういうような考えていくところも１つの分科会ではない

かと。 

さらには、最初に申しました健康マイレージの分科会ということになると、健康マ

イレージのポイントの設定とかシステムの開発導入とか具体的なそういう取り組み

等々相談するような分科会でございます。そんなようなことが考えられるわけでござ

いますけれども、これはあくまでもその健康寿命推進の延命の村という基本の柱に対

して横から出てくる枝であります。こういった枝を含めた形で、大きな形で健康寿命

延伸の都市ができるわけでございますけれども、ここのイメージは松本市の方で進め

られているそういった大きなウエートの中からイメージを合わせていただいていると

いうふうに理解をしていただきたいと思っています。 

それで、さらに「優先すべき事業」ということでございますけれども、歩くことを

焦点に絞って、体を動かす事業というのは最優先でありながら、比較的早目に実施で

きることかななんて思っていますけれども、集まっていただきました皆様方の意見を

聞いて、それを導入をすることに取り組んでいきたいと、こんなように考えておりま
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す。 

続きまして、３番目の質問でありますが、本当に大月議員の言うとおり健康で大切

なのは心だけではありません。山形村の目標は日本一明るい村づくりでありまして、

その心が健康で明るいことが大事でありますが、そうしますと山形村健康寿命延伸の

村の健康の生活の基盤であります地域づくりから生まれた枝葉というものが大事にな

ってくるのではないかと思っていまして、人の健康の枝であったり、地域の健康の枝

であったり、経済の健康であったり、また教育文化の健康であったり、それから環境

の健康とか生活についての健康とかこういったものがこの枝葉に入ってまいりまして

大きく成長していくことになりますので、結果的にこの活動は庁舎全体にわたる活動

になっていくのではないかなというふうに思っております。本当にマイレージのとき

の使わせていただけるならばそのマイナンバー制度の番号は上手に使えれば導入がス

ムーズにいくかなというふうに思っている形でございますけれども、いずれにしても

そのマイナンバー制度自体がまだ明確になっておりませんので、あくまでもそれはそ

ういった将来の姿というふうな形でご理解をお願いしたいと思っております。  

１０年先を目標にした本事業はもう実行委員会で先頭を切り、軌道に乗りつかせて、

最終的に村の行政の中に同化をさせていく大きなプロテクトではないかというふうに

思っていますので、職員だけでなくて議員の皆さんも積極的にいろいろとご意見なん

かをいただきまして、応援・支援をいただいて、車の両輪で山形村の日本一元気な健

康づくりにご支援とご協力をお願いして大月議員の答弁としたいと思っていますので、

よろしくお願いします。 

○議長（平沢恒雄君） 大月議員。 

○８番（大月民夫君） 大変丁寧な答弁をいただきまして、おおむねわかりました。や

はり村長のポイントはやっぱり健康の見える化、それが原点になっているかなと思い

ました。 

それで、組織規模の件、今おおむねわかったのですが、要するに分科会なんかも含

めてということは、その将来的にはかなり膨れ上がる組織かなというふうに推測させ

ていただきました。スタートに関してはおおむね２０名ということで、今専門委員と

か場合によっては医療機関、意欲的な方、そういったのを優先してある程度推薦しな

がらということのように受けとめました。よくある職名委嘱的なそういう要素はほと

んどないという判断をまずさせていただいていいかどうか、その辺をご返答いただけ

ますか。 
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○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） メンバーの選出につきましては、今のところ固定というもので

はございませんので、これから相談しながら決めていきたいというふうに理解をして

お願いしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 大月議員。 

○８番（大月民夫君） 公募の方も当然含まれていると先ほどちょっと述べられており

ました。公募に関してはいずれ広報等で書面で出されるかもしれませんけれども、場

合によったら興味のある方でこの実況中継を見ている方もおられるかもしれないです。

公募に対してぜひこんなことをというのをもし村長おっしゃられるのでしたら、今言

っていただけますか。突然ですから、もしだめならいいです。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの大月議員の質問に対して、村長、答弁願います。 

○村長（百瀬 久君） 公募につきましては実は１４０周年記念のときの実行委員会を

公募させてもらいまして、委員の方に集まっていただきました。あの場合は山に興味

のある方というようなことで実際に手伝っていただくという観点で集まっていただき

ましたけれども、やっぱり先ほど私が分科会的に言われました内容のところで、いや、

私はこれについて絶対にやってみたいというような意思ある人たちというのは聞いて

参加していただきたいというふうに思っております。 

実際には今一緒に取り組んでいるのだけれども、こういうものはどうだということ

を言ってくれた人もございますので、そういう人は非常に有望だなというような感じ

は思いますけれども、ちょっと名前は伏せていただきます。 

○議長（平沢恒雄君） 大月議員。 

○８番（大月民夫君） 済みません。健康寿命の算出方法、これ過去に竹野入議員さん

が一般質問して私もいろいろ認識は深めてきたつもりなのですけれども、一般的には

平均寿命から要介護の認定期間を差し引いた期間と言われております。松本市さんの

関連資料をちょっと見させていただいたのですが、松本市では要介護の認定期間が現

状ですけれども、男性の平均が約３年弱、女性の平均が約６年強と最近のデータにそ

んなふうな推計されたのが載っておりました。やはりこの要介護期間をいかに短縮す

るかの方策の立案と行動に幅広い層の結集を図れるかどうかがキーワードかなと言え

そうだと思います。 

そんなことで少し焦点を絞ってもう少しだけ質問をさせてください。今日本当に大

勢の皆さんが言っております歩くということです。これ、人に言うよりは自分自ら歩
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かなければいけないと思うのですが、なかなか怠っているのですけれども、ウォーキ

ングというのは特別な用具は必要なくて自分のペースで無理なくできる。楽しく歩き

ながら足腰を鍛え体力アップや生活習慣病の予防にまさに最適、まさに言うことない

のですけれども、松本市では地域の皆さんが身近な場所での見どころをポイントに組

み入れながら自らウォーキングマップを作成して、それに基づいて参加者がどんどん

増えてきている、そんなふうにお話を聞いてきました。 

当村においても今日もいろんないい方向性は私出ていると思います。西山なんかす

ごく魅力的だと思います。そういうのを行政でやるのはもちろんいいですし、それは

ぜひやってもらいたいと思うのですが、やはり私は村民自らが村内のあちこちを試行

錯誤しながらお勧めコースというのですか、そういったものをつくり上げる、何カ所

か。そういうのはうんと大事なような気がします。 

もしそういうことでここがというお勧めコースがあったら、そこを後から行政がそ

のコースの中に危ないところがないとか、修繕箇所がないかとかそういうのを見て回

るとか、そんなような村民構想のウォーキングコースによる歩きましょう運動、そん

なのを村がやることと別個に同時進行で進めてもらいたいという思いがうんとあるの

ですが、その辺村長いかがでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 確かにそのとおりでございます。行政がどんどん指示をしてや

るということではなくて、やっぱりこういった分科会をお願いするということ自体が

住民の皆さんたちからの意見を聞いて取り組んでいくということになりますので、そ

れで本当に平らな平地というか、村中のところを歩いて楽しまれる方もおられますし、

またそれぞれ若干の起伏のある道を歩いて楽しまれる方もおられると思いますので、

それはいろんな方の意見を聞きながら楽しみながらつくっていくというのがいいと思

いますけれども、いずれにしろ歩いたところで健康がどのくらいよかったかなという

ようなことがわかるような形で決めていかなければいけないなとは思っておりますの

で、またそんな形で進めさせていただきます。 

○議長（平沢恒雄君） 大月議員。 

○８番（大月民夫君） よろしくお願いします。それと、その実行委員会のその組織に、

また検討を始めるときでいいのですが、ぜひ協議をお願いしたい事項をちょっと申し

上げておきますので、究極の目標、健康寿命延伸達成に向けた活動というのは村長も
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言っていたのですが延々と、場合によったら終局のない事業展開かなと私は思ってお

ります。牛歩ではありませんが、決して急がないで一歩一歩着実に歩を進める、それ

が肝要かと思われます。 

それで、ちょっと村長の思いもお聞きしたいのですが、手法についてなのですけれ

ども２つあるのです。１つは村を挙げての中央集約的というのですか、各種活動を村

中心部で開催して、それに大勢集まっていただいて、その参加した皆さんが各地域の

すそ野に広げていくというそういう手法が１つ。 

もう１つは、逆に身近な各地域単位、そこでできることを村民自体が自ら活動を始

めてその影響力が徐々に拡散していく、そういう手法があります。やる内容にもよる

のですけれども、この辺の見きわめ、もちろん両方やればいいのですけれども、きち

んとこの本当は見きわめしてやった方が私はやりいいと思うのですけれども、この辺

もし村長の思いがあったらお聞かせいただけますか。 

○議長（平沢恒雄君） 村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 物事の進めていく上で形をつくる上は一番最初に言われた方法

がよろしいかと思いますけれども、やっぱり地域単位でやっていくということも１つ

の方法なものですから、今はこれだというふうなことに決めずにいくことかなと思い

ます。いずれにしろ形にして全員が参加していただくというような形にはつなげてい

かなければいけないと思っておりますので、大池議員の方が言われましたすぐみんな

で体操をやろうとか、みんなで歩こうとか、こういうような形というようなことも大

事なことかと思いますけれども、それぞれがやっぱりやって、そこから持ち上げてく

る。また、それを広げていくというような形には考えながらやっていくことかと思い

ますのでまだ絞り切ってはおりません。 

○議長（平沢恒雄君） 大月議員。 

○８番（大月民夫君） ちょっといろいろ申し上げてきたのですが、最後に健康寿命に

結びつく思いでちょっとお話しさせていただきます。松本市の推進計画指針の中にこ

んなフレーズがあります。「一人ひとりが輝き大切にされる町」、非常に私はいい言葉

だと思って見させてもらいました。年を重ねるとともに、私もそうなのですが、知識

とか責務、それから財産、それを次世代にバトンタッチして、徐々にシニア世代は表

舞台から退いていく、これが自然の流れであります。 

  しかし、それとともに輝きを失ってしまって活力や行動力まで脆弱になってしまう
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と健康寿命延伸に逆行してしまうと言えるのでないかと思います。何とか引きこもる

ことのないようにそれぞれの特色を生かした居場所を確保する、そんな努力が必要で

はないかと思います。以前は老人クラブという大々的な組織体制のもと全国各地で大

きな影響力を発揮する輝かしいシルバーパワーを発揮しておりましたが、大きい組織

ほど組織の中枢と末端の意識の共有にちょっとほころびが生じ始めると活力が急速に

失われるケースだったと思われます。 

  環境とか時代背景ももちろん大きな影響だったと思います。しかし、今村内でもあ

まり組織にこだわらない。当然上部組織も下部組織も持たない気より会的なシルバー

組織が着実に活動しているというお話もお聞きしております。健康寿命延伸を目標に

した趣味でもスポーツでも学習会でも何でも構いませんが、自発的に気軽に集える団

体が身近な地域単位でどんどん出現することに期待をしたいと思います。 

  そこで、多少でも行政からの支援が向けられれば最良の策と思われます。元気づく

りというのはあるのですが、もしかしたらマッチングしない面もあろうかなと思うの

ですが、早口で言ったのですけれども、村長所見がありましたら。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長、答弁願います。 

○村長（百瀬 久君） 非常にいいアイデアをいただきました。いずれにしろ今年１年

はまず計画するということになっておりますけれども、最初のときに申しましたが、

もしそういう形で見える活動が出てきた段階では来年度予算化して、そういうような

補助をしながら進めていくというようなことにつながっていこうかと思っております

ので、これからの運営の進め方に期待をいただきたいというふうに思います。  

○議長（平沢恒雄君） 大月議員。 

○８番（大月民夫君） それでは、最後です。もう答弁要りません。最後に一言申し上

げさせていただいて締めくくりとさせていただきます。今日はまず最初に黙祷しまし

た。まさに４年前、本当に東日本大震災から本当に４年という歳月、あっと言ってい

いのか、うーん、４年かなというそういう実感がちょっと今ないのですけれども、あ

の壮絶な津波の傷跡を現地で目にした衝撃というのは今も、今もというか生涯忘れな

いことになろうと思っております。犠牲になった皆様の無念さを思うとき、本当に今

ある命を大切にしなくてはとつくづく思います。行政にかかわられる皆さん、それに

私ども議会も山形村民８，０００数百の命を守る、その本当に思いをかみしめるそん

な１日であってほしいなと思います。 

そんなことを申し上げまして終わらせていただきます。ありがとうございました。  
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○議長（平沢恒雄君） 以上で大月民夫議員の質問は終了しました。 

それでは、次に、三澤一男議員の質問に入るわけですが、その前に５時５分まで休

憩に移ります。それでは、休憩。 

（午後 ４時５５分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（平沢恒雄君） 休憩を閉じまして、議会を開催いたします。 

（午後 ５時０５分） 

    

         ◇ 三 澤 一 男 君 

○議長（平沢恒雄君） それでは、質問順位１０番、三澤一男議員の質問を行います。 

三澤一男議員、質問事項１「連携中枢都市圏構想の考えは」を質問してください。  

三澤一男議員。 

         （１２番 三澤一男君 登壇） 

○１２番（三澤一男君） 議席番号１２番、三澤一男です。 

  今回は大きく２つのことについてお伺いいたします。平成の大合併を経て自立の村

を選択した本村ですが、国では地方の人口流出を防ぐため連携中枢都市圏構想を出し

ました。県内では長野市と松本市が人口２０万人以上の要件を満たし、既に長野市は

実現を目指す方針を打ち出しています。中信平の３市５村は広域での取り組みを進め、

互いに協力関係を構築し連携する間柄になっております。村がより発展していくため

には考えておかなくてはならないことだと思いますので質問をさせていただきます。 

１番、近隣市村との間では具体的な話は伝わってきておりませんが、構想に対する

村長の考えをお伺いいたします。 

２番目として、村長姿勢方針では将来に向け健康保持、増進を図るため健康寿命延

伸の村づくりを柱にして健康事業を立ち上げ元気な村づくりをすると述べていますが、

大切なことであります。以前から健康寿命延伸都市を推進している松本市との連携や

どのような方法を考えていますか。このことはさきに質問している同僚議員がおりま

すので重複した質問になるかもしれませんが、できるだけ角度を変えてお伺いしたい

と思いますので答弁をお願いいたします。 

以上で１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 
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 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、三澤議員の質問にお答えします。 

「連携中枢都市圏構想の考え」ということでございますけれども、この本構想は先

日『信毎』にも取り上げられました市町村の消滅、県内８割が危惧の元になっている

と思われます。この構想は、平成２６年８月２５日に制定され、平成２７年１月２７

日に一部を改正して推進要綱が出されています。 

  この趣旨は日本人口が平成３８年に１億２，０００万人を下り、平成６０年には１

億人を切り、高齢化率が現在２０％の数値が４０％に上昇してしまうということであ

ります。今後人口減少が続き、都市に人口が集中すると都市の生活機能や経済機能が

困難になる。よって国民が安心して快適な暮らしを営んでいけるようにするためには、

地域において中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市町村と連携し、コンパクト化

とネットワーク化により経済成長のけん引きし、高次都市機能の集積、強化及び生活

関連機能サービスの向上を行う。このことにより人口減少、少子高齢者化社会におい

て一定の圏域の人口を有し社会経済を維持できるというような考え方に立って出され

ています。 

  長野県では長野地域で取り組みが上がったとお聞きしましたが、松本地域での取り

組みはありません。松本地域の考え方は松本には広域活動があり、この充実を図って

いくことがよろしいのではないかという見方であります。 

  松本広域はこの次の広域活動が行われています。松本広域連合は３市５村、消防と

介護認定、これからは観光事業が入ってまいります。松塩地区広域施設組合は２市２

村、松本クリーンセンター、梓衛生センターのことでございます。それから、松塩筑

木曽老人福祉施設は３市１０村、また山形で言ったらピア山形老人福祉センター等の

設備に関してであります。それから、松塩安筑老人ホーム、これは温心寮でございま

すが、管理組合は３市５村。松本地域森林組合は３市５村、それから松本医師会、ま

た塩筑医師会は２市２村という。中信平土地改良区も３市２村等の連合組織がありま

して、それぞれが独立した自治体として協力して運営をしていますので、これをすぐ

松本連携中枢都市圏というようにまとめることはできないような状況ではないかとい

うことでありますが、しかし応援・協力体制の拡大は行われてくると思います。  

  山形村は当分ずっと自立の道を継続していますが、私の考えでは山形村は今後１０

年間は減少しても８，０００人を切ることはないのではないかというふうに予想をし
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ています。高齢化は全国よりも低い状態で、それでも３０％くらいと予測され、広域

高齢者は増えますが、ピーク時を過ぎると少しずつ減少するのではないかと。人口の

減少対策は山形村の住空間の住みよさ、子育て支援の充実や新鮮な野菜、日本一元気

を日本中に知らしめて、村外から山形村に定住者を増やすことを考えております。 

  土地利用計画の見直しが今年行われますが、優良農地は農業の集約化に、荒廃農地

については山地または、山地はワイン栽培等に、また平地は新規就農者への対応とか、

それ以外は住宅地とかの区分けをして農家をリタイアする人たちの農地の管理も含め

農地を増やすか、村内の企業の拡充・拡張というか、協力するというか、そういうよ

うな形で考えていくべきかなというようなことを考えております。 

  続きまして、２番目の問題でございますけれども、松本市との連携はというような

ところに焦点を絞らせていただきますが、さきにもお話ししましたけれども、菅谷市

長には山形村は開村１５０周年に向けて健康寿命延伸の村づくりを取り組むけれども

ご指導をお願いしたいというお話をさせていただきました。正式には山形村の計画が

煮詰まったところでお願いに行くこととしておりますが、松本市は６年前に健康寿命

延伸都市・松本を立ち上げて取り組んできたところ、日本では先駆けの活動で、近年

は国よりも視察団が来て日本のモデルとなっているというお話でございます。  

  先ほど大月議員のときにも申し上げましたが、基本的な考え方は随分参考とさせて

いただいておりますので、実行委員の皆さんと大事なことをいろんな成功事例なんか

も教えていただいて、山形村に合った取り組みを研究していきたいと、このように考

えておりますのでよろしくご指導をお願いします。 

○議長（平沢恒雄君） 三澤議員。 

○１２番（三澤一男君） 答弁いただきました。今お話ししたように確かにいろんな広

域連合でそれぞれ進んでいるということは理解しております。この中で特にこれ総務

省が出しているものを見ますと、連携中枢都市及び連携市村に対する財政措置的なも

のが大分ございまして、その辺のところでこれは今日なんかも県議立候補予定者の方

ですか、その方たちのアンケートなんかも新聞なんかで見ると半々ぐらいがやった方

がいいのではないかなみたいな、そういうようなことを申しておりました。 

という中で、仮にの話を申し上げます。仮にの話ですけれども、松本市が中枢都市

になった場合にこれについては普通交付税、それから特別交付税の財政措置がよくな

る。これは中枢都市自身はよくなるのですけれども、私なんかが言うのはそれにかか

わった村がどういった利点があるかということを申し述べたいと思うのですけれども、
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これで圏域構成市村で外部人材の活用に対する財政措置というのがございます。これ

は当然今言ったように関連市村、連携市村の中に対するその財政措置も特別措置とし

てはあるのですけれども、その中とは別に外部人材の活用に対する財政措置。これは

圏域外から産業振興だとか医療サービスの向上だとかＩＣＴ、情報関連です。この関

係の効果的活用などの取り組めるために圏域外から専門性を有する民間、または行政

分野の人材を確保して活用する費用で、特別交付税措置ができるということで、年間

700万円を上限として最大３年間を措置できるというようなこういった内容がござい

ます。 

これは当然村の中でこれからいろんな今回もマイナンバーも含めそれぞれ国が補助

しなければいけないようなＩＣＴの関係、それからこれ進めていかなければいけない

いろんな業務があると思うのですけれども、やっぱりこの専門性を有するということ

になった場合に村の職員さん、優秀な方がそろってはおりますけれども、そういう中

で特にその専門性を有する方を３年間こういったことで採用して使って、使ってと言

うのは失礼ですけれども活用させていただくことができるというような措置があると

いうことは、大変村にとっては有意義なことではないかなというふうに思いますので、

この件についてちょっと所見をお伺いしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対して、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 確かに専門性の方が３年間、700万円でお手伝いしていただく

ということはすごく魅力的なことだと思っております。それは専門性の方をというこ

とですが、だからといってすぐその中枢都市の方になってくれというようなことの動

きというのがどういう形で行われていくかということについては、ちょっと今の段階

ではお答えはできません。 

○議長（平沢恒雄君） 三澤議員。 

○１２番（三澤一男君） 確かにその仮の話で申し上げましたので、これに対してはそ

ういうものがあるということは、今後仮に３市５村がそういったことでやろうではな

いかというふうになったときには、そういう財政措置的なものがあるというのは認識

としては持っておいていただいて、その辺のところの協議には参加していただきたい

ということを申し上げておきたいと思います。 

それから、これを言うと村長ちょっと失礼な言い方になるかもしれませんが、３月

１日の『信濃毎日新聞』の将来の消滅の危惧に対するアンケートに対して県内８割の
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自治体が危惧しているというのに対して無回答が村長１人だけだというのが新聞に載

っておりましたので、これは村長の立場からひとつこれはそうではないよということ

をちょっと一言言っておいていただいた方がいいのではないかなと思うので、村長か

ら答弁いただきたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対して、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） その３月１日の空白の欄の件につきましては、本当に私の手落

ちだということにつきまして、山形村は本当に皆さんたちに心配をかけたということ

は本当に申しわけなく思っております。 

私は今までずっと今日の施政方針から含めまして一貫して山形村は微減であって、

それから消滅の危機はすぐ来るのではないけれども、その危機を感じて人口の増加と

いうか、定住者を求めたり、それから子育ての支援の対策をとったり山形村は本当に

住んでよかったと、いい村をつくっていくのだよということを申し上げておりまして、

本当に回答はしたのでございますけれども、その項目だけに空欄があったというよう

なことで本当に皆さんに申しわけないと思った結果でございます。 

以上でございます。 

○議長（平沢恒雄君） 三澤議員。 

○１２番（三澤一男君） 村長がそういうことで、ちゃんと私はそういうのではなくて

一生懸命やっているのだよということを言っていただければいいことなので、それだ

け申し上げておきます。ぜひその方向で村の運営をしていただきたいというふうに思

っております。 

それから、この今ずっと健康延伸の村づくりの件については同僚議員が質問してお

りましたので、あまりこれを質問してもいけないとは思いますけれども、先ほど松本

市との連携ということをちょっと言ったら菅谷市長は十分協力していただけるという

ようなご答弁だったので、そういったことで先進事例というのは本当は先に進んでい

るところはいろんなものを持っております。 

それを十分活用して、この先ほど健康の見える化をするというようなことを村長言

われていましたけれども、そういうようなことというのもやはり形で、自分の健康が

本当にそれをやったことによってよくなったということがわかれば、それはみんな参

加する。手法はどうでもみんなそういう形で健康な元気で明るい村ができるというふ

うに思いますので、ぜひその辺のところは今先ほども大月議員にも申していたような
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それぞれに何とかの予防の健康推進といろいろと申しておりました。その内容をそれ

はそれぞれの分科会にお願いすることかもしれませんけれども、やっぱり村長として

みんなが健康で元気な村づくりをしているのだという発信ができる本当に大きな機会

になると思いますので、ぜひその辺のところを進めていただきたいなというふうに思

います。 

それでちょっと方向が変わって申しわけありませんけれども高齢者福祉計画、これ

は同僚議員、大池議員も聞いておりましたけれども、先ほど来これも保健福祉課長か

らも申されておりましたけれども、介護予防支援は村が担当することになると思いま

すけれども、その質だけが落ちないようにということが大前提だと思うのですけれど

も、その辺のところをもう一度ご答弁いただきたいというふうに思います。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対し答弁をお願います。 

 塩原課長。 

○保健福祉課長（塩原美智代君） 先ほど来お話のありましたその要支援の方の訪問介

護と、それからあと通所介護ということでしょうか。それとももう少し広い意味での

お話になりましょうか。 

○１２番（三澤一男君） はい、そうです。 

○保健福祉課長（塩原美智代君） どんなふうに。 

○１２番（三澤一男君） 要支援に要介護、通所と。 

○保健福祉課長（塩原美智代君） わかりました。今現在国の方から打ち出しがされて

きておりますけれども、訪問型サービスにつきましては先ほども申し上げましたよう

にどうしてもそのサービスが必要であると、そういう方につきましては現行の訪問介

護相当の訪問介護というものが残ります。もう１つとしては市町村に任されるところ

の多様なサービスということで、緩和した基準によるサービスですとか住民主体によ

る支援ですとか、それから内容を少し変えて認知症対策での短期集中型の予防サービ

スとそれから移動支援に特化した訪問型サービスというこの多様なサービスとして４

つのものが従来のもの１つと、それからあと違うタイプのもの４つのものが国の方か

らは今示されてきているところであります。 

  また、通所型のサービスにつきましても現行の通所介護相当というものがそのまま

残りまして、その他に多様なサービスということで基準した緩和ですとか、やはり住

民主体とか短期集中のものということで３つの通所型のサービスというのが示されて

おります。それに加えまして、それこそ市町村の独自性が求められるのですけれども、
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いわゆる生活支援のためのサービスというのを加えるということで配食ですとかボラ

ンティアが行う見守りですとか、訪問型サービス、通所型サービスに準ずるような新

しいタイプのものを市町村でまた企画していくような余地が残されていると、そうい

う形の構成になってきております。 

○議長（平沢恒雄君） 三澤議員。 

○１２番（三澤一男君） そういうことでいろいろとサービスは国より低下しないとい

うことで前も、先ほどもお聞きしております。その中で今その予防の場合なのですけ

れども、前回のこれ第５期のときの資料になりますけれども、リスク保有者の主な要

因とか割合とかという、これはやっぱり健康でいるためには、寝たきりにならないた

めには何があるかと言ったらそのリスクの内容で、転倒だとか閉じこもりだとか口腔

機能だとかという、こういうようなことが盛られておりました。 

こういったことに対して現在村はどのようにその辺のところで取り組んだかという

ことをお聞きしたいと思いますが。 

○議長（平沢恒雄君） 塩原保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩原美智代君） 今現在も行っておりますが、一番は２６年度新たに

取り組みましたのが介護予防のための体操ということで、山形村の健康体操の開発、

オリジナルのものを開発して、今までもひざとか腰を痛めている方が山形村は大勢い

らっしゃいましたので、そこをケアして寝たきりにつながらない。あるいは整形外科

疾患として悪化をさせていかないということを継続してずっとやってきておりますけ

れども、それに加えまして毎日先ほどのラジオ体操ではありませんけれども、家で手

軽にできるようにということで新たな運動を加えたものであります。 

また、口腔予防につきましては、従来から在宅の歯科衛生士になりますけれども、

そちらの方を講師にお願いをして講座を開くと同時にハイリスクの方のところへは家

庭訪問をして個別指導というものもやってきております。それから、シニアのための

栄養講座ということで、地域のそういう食事に通じた方を講師にお願いをして高齢者

が集まって栄養講座を行ったりですとか、村の栄養士がそこに入ってということ、そ

れから合わせて従来やっております食生活改善推進協議会の協力も得まして、地域を

回ってのきましょ講座というのも介護予防ということで行っております。 

また、配食サービスにつきましても基本はきちんとした食事がとれるようにという

ことと、それに加えて見守りを兼ねた配食サービスというのも村の取り組みとして従

来から続けてきているところであります。 
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○議長（平沢恒雄君） 三澤議員。 

○１２番（三澤一男君） ありがとうございました。そういったことでこの５期から６

期に移るについても、また同じような対策というものは当然必要になってくるという

ふうに思います。ぜひその形を進めていただきたいということと、それから先ほど来

の健康寿命の延伸ということは、やはり寝たきりにならないためにそういうふうに体

を動かすというのはもう基本だと思います。今後もそのような形で村民に対していろ

んな形でご指導いただきたいというように思って、この質問は私の方からは終わらせ

ていただきます。 

○議長（平沢恒雄君） 三澤一男議員、次に、質問事項２「ひと・まち・しごと創生総

合戦略の対応は」を質問してください。 

三澤議員。 

○１２番（三澤一男君） ２番目として「ひと・まち・しごと創生総合戦略」について

でございますけれども、国はそれぞれの自治体が創生を考え、ひと・まち・しごと創

生総合戦略を制定して市町村に創生総合戦略を策定するように求めております。村の

対応はどうなっていますか。 

新聞の調査では地方に住み続ける大きな要素は、産業振興・雇用対策が４３．４％、

医療・福祉の充実が次に続いております。総合戦略と総合計画、村の第５次総合計画

がありますけれども、総合計画との整合性もあると思いますが、どちらも現状変化に

対応しながら進めればよいと考えます。特に産業振興、雇用対策をどのように考えて

いるかお伺いいたします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、「ひと・まち・しごと創生総合戦略」のご質問にお

答えします。 

質問にもありましたように村としましては総合計画を柱に様々な計画を立てて財政

面との調整を行いながら事業執行を進めてきております。短期間に５年間の計画策定

を行うよう国は求めてきております。小さな自治体では限られた財源や組織の力、法

的な規制のある中ではなかなか早期に産業振興や雇用対策の促進につながる計画策定

は難しいものと考えておりますが、説明いたしますと「まち」は潤いのある豊かな生

活を安心して営める地域社会の形成。「ひと」は、地域社会を担う個性豊かな多様な
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人材の確保。「しごと」は、地域における魅力ある多様な就業の機会の創出とありま

すが、この３つを総合的に整備することを目的としているので、様々な観点から将来

見通しをして計画づくりを進めていきたいと思っております。 

地方の産業振興、雇用対策、人口減少対策という大きな課題を国が地方に求めてき

たわけですが、財源移譲など抜本的な制度の見直しを伴わないと成果が出にくいとい

う地方としての意見もあります。事業推進の計画づくりには戸惑いを感ずるわけです

が、新年度に入り本格的な計画策定事業のスタートとなりますので、国・県の動向、

広域圏内の他の市村との連携を持ち、地域の事情に合った内容で取り組んでいきたい

と考えております。 

以上であります。 

○議長（平沢恒雄君） 三澤議員。 

○１２番（三澤一男君） 国は県ともやっぱり連携しながらその潜在能力を引き出しな

がら産学官金、金融機関も含めそれで考えなさいというようなことを、これ５年間と

いうことを言っておりまして、これを進めていかなければいけないわけですけれども、

村もこれから審議会を立ち上げて、それからどのようにやっていくか、その辺のとこ

ろのスケジュール的なことはどういうふうに考えているかお聞きしたいと思います。  

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います、中村総務課長。 

○総務課長（中村康利君） 今回のひと・まち・しごと創生総合戦略、いわゆる創生総

合ビジョンをつくれという国の求めに応じていかなければいけないということなわけ

なのですが、先般も松本地方事務所を中心としましてそこの管内の市村が集まってち

ょっと打ち合わせをしたりいろいろな情報交換をしたりしました。 

たまたま今日新聞でご覧になってご存じかと思いますが、塩尻市さんはたまたま総

合計画が２７年からという５年間でその計画をそのままと言いますとちょっと語弊が

あるかと思いますけれども、総合戦略人口ビジョンに移行したというような内容での

策定ができておりました。これは日本全国では２番目というようなことで非常に早く

から、もう２７年度からもうそのままスタートできるという状況での計画づくりを行

っているわけなのですが、山形村においてやはりこのさっき協議会といいますか審議

会という、審議会という形にはなりませんけれども、幾つも同じような組織でいろい

ろな協議をしていくということは、基本的には村には総合計画という１本の柱があり

ます。当然それに沿った計画でいかざるを得ないというふうに考えております。 

そういう中では今回の予算の中でもちょっと説明申し上げましたけれども、地域づ
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くりの組織を活用して、その中でまず意見を聞いたりしていきたいというふうに考え

ております。今年２７年度においては、いろいろな面で地域づくりの組織を活用して

いかなければいけないという非常に幅広い分野を受け持たなければいけないのかなと

いうふうには考えておりますが、年度の途中ではそのままの地域づくりの組織がその

まま最後まで持っていけるかどうか、場合によっては途中で少しそこから組織を見直

した新しいものを考えていかなければいけないかなというふうには思いますが、いず

れにしても２７年度中には策定をしろという形でありますので、さっき言いましたよ

うに基本的には地域づくりの推進協議会をまずベースとした中で、話を持っていった

中で考えていきたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 三澤議員。 

○１２番（三澤一男君） 今の答弁いただいた内容でいくと２７年度中に作成をして、

２８年度以降残り４年間それを執行していこうというような考え方だと思うのですけ

れども、この中で作成するのについて、やはり作成したものに対するＰＤＣＡをしっ

かりしていきなさいよというような内容も盛り込まれていると思うのですけれども、

そうすると地域づくりの組織というものがある意味では継続してやっていないとその

辺のところができないのではないかと思うのですが、その辺はどういうふうに考えて

おられますか。 

○議長（平沢恒雄君） 中村総務課長、答弁願います。 

○総務課長（中村康利君） 地域づくりの組織自体は毎年継続しておりますので、これ

はさっき言いましたようにＰＤＣＡを回していくということは可能だというふうに考

えております。 

それから、２７年度中の策定という形になりますと、さっきの総合計画との兼ね合

いなのですけれども、総合計画が２５年からの５年間計画になっていると思いますの

で、若干その総合計画の見直し的なところまで少し踏み込まなければいけないかなと。

変える、変えないは別問題としまして、当然基本的には総合計画との整合というのが

基本になりますので、そんな点を含めて考えていきたいというふうに思っております。  

○議長（平沢恒雄君） 三澤議員。 

○１２番（三澤一男君） わかりました。そういうことで総合計画と整合性を持たせな

がらやっていくということでよろしいのですかね。そういうことになりますと総合計

画を村長の施政方針でも出されていましたけれども、その辺のところをやはり十分吟
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味しながら戦略を練っていくということになると思います。 

それで、そういったことから言いますと、村長は総合計画の中の豊かで活力と交流

に満ちた村というものの中で、元気の創出は観光と農林商工業の振興としていると。

そういった中でまた今後の村長の事業化の中ではふるさと伝承館の事業化の問題、そ

れから農地を守らなければいけないということで東原・大池原の農道排水路の整備も

控えていると言われておりますけれども、そういうことからいうと私も村の中でいく

と竹田地区の三夜塚の北側の方のところもそういう地域からいくと農地としてはいろ

んな農地としてあるわけですけれども、これも農道がこれは明らかに松本市との境に

なってくるものですから、通るとわかるのですけれども、松本市はすごいもう整備さ

れていると。山形に入るとそのまま未鋪裝の道路になっていたり、農地としては使用

ができないような状態になっているというところがございます。 

そういうことからいうと、この今総合戦略を考えるときにやはりそういった問題点

を足元から拾い上げて、それで当然今まで積み重ねてきた、継続して考えていかなけ

ればいけなかったいろいろなものもありますけれども、そういったものが審議会なり

その地域づくりの組織の中から要望を拾い出して、それを形にしていきながらやはり

戦略を練っていくということが必要ではないかなというふうに思いますので、その辺

のところの考え方をもう一度お聞きしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 中村総務課長、答弁願います。 

○総務課長（中村康利君） 今、三澤議員が言われました中でややハードの基盤整備的

なことを申されたかと思うのですけれども、今回の総合戦略の中でいきますともう少

しその中ではいわゆる人口増とかというような、人口減に対する対策というような形

の中では主な面でいきますと地方への移住だとか子育て支援だとか、いわゆるさっき

から出ています仕事、雇用の確保というような面が主な形になろうかと思います。 

ですから、総合計画も非常に村全部の幅広い中での項目がうたわれておりますので、

若干その中ではやや選択をするような形で総合戦略の策定になるのかなというように

考えております。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 三澤議員。 

○１２番（三澤一男君） 私が申し上げたのは確かにハード面も含めて、その辺のとこ

ろはやはり農地をつくるということも産業の振興の１つだと思うのです。その辺がや

はり農地として使われないところであれば、やはり産業としては振興できないという
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ことになりますので、それをやっていくためにはハードも必要ではないかということ

でこの辺は取り上げられるものなのかどうか、その辺の判断も合わせてしていってい

ただきながらその創生戦略をつくっていただきたいということを申し上げたいなとい

うように思いますので、もう一度その辺のところをお聞きしたいと思いますが。 

○議長（平沢恒雄君） 中村総務課長、答弁をお願います。 

○総務課長（中村康利君） 今言われましたハードも産業振興には当然つながる内容で

はございますが、ちょっと私の方の思いの中ではその産業振興によっていわゆるそれ

が雇用につながるという意識の中で話をしたものですから、若干の地元の方との中心

の考え方と、ちょっと外から呼び込むといいますか、そういう面のちょっと若干ニュ

アンスが違った面があるかと思いますが、その辺も合わせて考えてはいきたいと思い

ます。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 三澤議員。 

○１２番（三澤一男君） そういうことでどちらにしてもこれから練っていかなければ

いけないことですから、幅広くその辺のところは議論していい戦略をつくっていただ

きたいなということを申し上げておきたいと思います。 

私の方ではとにかく日本一明るい元気な村づくりに向かってみんなでつくる山形村

にしていきたいというふうに思っておりますので、村長もいろいろと施政方針、つく

った総合計画だからしっかり守っていかなければいけないということで細かく出され

たと思いますけれども、やはり大きな目玉を何点かその辺のところを強調しながら進

めていっていただければというふうに思います。 

○議長（平沢恒雄君） 三澤議員。 

○１２番（三澤一男君） そういうことで私の方の質問は今日はこれで一切終わらせて

いただきます。 

○議長（平沢恒雄君） 以上で三澤一男議員の質問は終了しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

         ◇ 新 居 禎 三 君 

○議長（平沢恒雄君） それでは、質問順位１１番、新居禎三議員の質問を行います。 

 新居禎三議員、質問事項１「施政方針について」を質問してください。 

  新居議員。 
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          （３番 新居禎三君 登壇） 

○３番（新居禎三君） 議席番号３番、新居禎三です。 

朝からほとんどの議員が村長の施政方針についていろいろ聞かれている中で私は施

政方針の中の一部、細かい部分について少しお尋ねしたいと思います。 

村長の施政方針が出された中で最初に「快適で安全な住みよいやまがた」の部分で、

この中にごみの減量について村長触れられておりました。その部分のグッズについて

は上条議員の質問の中で住民課長の方からお答えいただきましたが、グッズ以外にも

ごみ減量について何かお考えがあればご回答いただければと思っております。  

２つ目に、「豊かで活力と交流に満ちたやまがた」の部分で村の観光振興について

ですが、銀座ＮＡＧＡＮＯでのＰＲや観光パンフの製作などお伺いしましたが、その

部分以外に村のホームページ等を活用したインターネットを使った山形村の観光振興

という部分をどのようにお考えか所見があればお聞かせ願いたいと思います。  

また、近年非常に松本地域にも外国の方が多くお見えになっておられます。その方

たちについての情報発信をどのようにお考えか所見をお聞かせ願いたいと思います。 

３つ目ですが、「次世代を担う人と文化をはぐくむやまがた」の中で、当然元気な

村として明るく元気な村づくりの中で当然これから若い人たちが山形村にどんどん住

んでいただかなければと私は思っておりますが、その部分で村では現在国保税や上下

水道料などは６つの金融機関で口座振替でお支払いが、納付ができるという形になっ

ておりますが、その中で気になるのが子育て世代の部分で小学校の給食費と放課後児

童クラブの利用料ですか、これが口座振替できるのがＪＡの口座のみという形でここ

何年も来ております。この辺はせめて公共料金、上下水道などと同じように口座振替

を統一することができないのかをお伺いしたいと思います。 

また、それ以外にも大きな市町村ではかなり実施しておりますが、最近のライフス

タイル、昼間ほとんど家にいないとかそういう若い人たちが増えている中で、コンビ

ニでの水道料金の支払いとかそういう振替ができるような形をとることができないの

かお考えをお聞きしたいと思います。お願いします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、新居議員の質問にお答えします。 

ごみの減量グッズについては上条議員の方で話をされたということなものですから、
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ちょっと省略させてもらいますけれども、それだけではなくて、グッズだけではなく

てこれを機会に家庭ごみとか事業ごみ等の減量化に対してもう少し分析をして、減ら

す活動をしていこというのが大きな取り組みであります。 

それで、２番目のご質問ですけれども、インターネットなどの情報発信の考えと外

国人観光客への情報発信の考えについてでありますけれども、平成２７年度で刷新し

ます観光パンフレットではＱＲコードによる村または観光協会ホームページ等への誘

導を考えております。ＱＲコードとは印刷されたマークをスマートフォン等で撮影す

ると掲載されたホームページ等が見られる仕組みであります。このＱＲコードに伴い

まして村のホームページへの情報掲載内容等も見直し、コンテンツをより充実させた

いと思っております。なお、フェイスブックやツイッター等を利用した情報発信につ

いては順次実施していく課題であるというふうな認識をしております。 

また、外国人観光客への情報発信は観光パンフレット、案内板の多国語の作成、多

国語の話せる観光案内人の採用等がありますが、費用対効果の面で現在のところは予

定はしておりません。今後さらに重要なことと考えておりますので、これからの検討

というふうにご理解ください。 

続きまして、３番目のご質問でありますけれども、小学校の給食費の口座振替はＪ

Ａだけになっています。理由としては他の金融機関に比べ振替手数料が安いことや定

額になっているため給食費の金額が一律に設定できることであります。放課後児童ク

ラブの口座振替も現在収納システムを利用していなく帳票による振替を行っており、

帳票ベースの自動振替の手数料が他の金融機関に比べて安いことからＪＡだけになっ

ています。 

以上のことから小学校の給食費と放課後児童クラブの利用について金融機関の拡大

は考えておりません。 

次に、「コンビニエンスストアでの納付について」でありますけれども、コンビニ

収納を行うことによって行政サービスの向上につながります。しかし、多額の費用を

有することから財政状況の費用対効果を検討した結果、今までコンビニ収納の導入に

は至っておりませんでした。 

コンビニ収納に対する全国的なアンケートでも費用対効果であったり、収納反映に

時間を要したり、店舗対応時のトラブルや個人情報保護などの課題が上がっていると

ころであります。収納対策におきましても口座振替の推進は有効というアンケート結

果も出ています。そのため徴収率向上のためにできるだけ口座振替を行っていただく
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よう推進しているところでございます。このような状況の中で現在のところはコンビ

ニ収納を考えていないということであります。 

以上であります。 

○議長（平沢恒雄君） 新居議員。 

○３番（新居禎三君） ご回答いただきました。最初のごみの減量の部分ですが、当然

私もごみ減量について推進していかなければならないと思っております。そういう意

味で３０－１０運動のコースターももちろん重要でありますが、それ以外に村長も言

われました一般家庭ごみ、事業系のごみ、これを減らさないことにはなかなか環境負

荷もかかりますし、ごみをいかにして減らしていくかという部分でいろいろやってい

かなければならないと思っております。 

そんな中でよく昨年山形村、ごみ袋の値下げをしました。それでも今現在大型商業

施設とか行って松本市、塩尻市、山形村、この３つ並んでいると山形村がどうしても

金額的にすごい高いという村民からそういう声は多々聞きます。当然ごみの処理に費

用がかかるわけですから、そういう部分で高いのはいたし方ないというふうに私は思

っておりますが、パッと見、見た目だけで見ると何で山形村はこんなに高いのと。恐

らくよその市町村では袋に対しての原価だけで売っているのだと思います。そういう

意味で袋代だけだからああいう値段で売られているのでしょう。処理費用については

別途の一般会計なりでやられている。山形村も一般会計からやっているのですが、そ

ういう意味で実際にごみを出される皆さんはごみの処理にどれだけのお金がかかって

いるかということがあまり認識されていないのではないかと思うのです。 

決して山形村、ごみ袋で商売してもうけているわけではありませんし、実際にそれ

以上のお金がかかっているわけですから、そういう意味でごみ処理にどれだけのお金

がかかるという部分をやっぱり村民に啓蒙していく必要があると思うのですが、当然

コースターの費用もありますし、それのチラシ等をつくるとなればまたお金がかかっ

てきますので、そういう部分で何かやろうというお考えがあればちょっとお聞きした

いと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 青沼住民課長、答弁願います。 

○住民課長（青沼永二君） お答えいたします。今、新居議員より大変いい提案をいた

だきました。もちろん行政からの広報等につきましてはそういった費用、いわゆる説

明なり決算的なもの、全く問題ない話であります。特集を組んでしかるべき時期にで

きれば一番いいかなと思います。 
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そのほかごみの減量化、今のお話いただきましたけれども、やはり今年度の予定で

も今日は資料は提示してありませんけれども、山形村のごみもごくわずかだが見込み

として増加傾向になるのではないかということを想定しております。ですから、簡単

に言えば住民１人が１日におよそ卵１個くらい、４０から５０グラムぐらいの努力を

していただくだけでもかなりごみは減っていくのではないかと思います。 

特に焼却を一緒にしております組合です。松塩筑広域、こちらの２市２村において

はこのごみの減量化、各市村どのくらい減ったかというのはいわゆる競争のくらいで

ありますので、さらにこの関係につきましても今後も鋭意研究をしながら反映したい

と思いますのでよろしくお願いします。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 新居議員。 

○３番（新居禎三君） そういう意味でごみ減量化をやっていかなければいけないと思

っているのですが、１つお尋ねしたいのは今山形村のごみ袋、これは村が業者に発注

してつくって各小売店で販売をお願いしているという形で、認識はそれで間違いない

のですか。 

○議長（平沢恒雄君） 住民課長、答弁願います。 

○住民課長（青沼永二君） はい、そのとおりであります。 

○議長（平沢恒雄君） 新居議員。 

○３番（新居禎三君） 実は私、京都市のごみの状況を視察に行ったことがあるのです

が、京都市もごみがすごく増えていて大変だということで、どうすれば減量できるか

ねと。京都市の場合はごみ袋は有料ですが山形村みたいに乗せていません、ごみの袋

の製作費用だけで販売しています。 

ただ、１点違うのはごみ袋に書いてあるのです、イラスト入りで。このごみ袋１杯

焼却処分、またはその灰の埋立てまでを含めてこのぐらい費用がかかりますよと、イ

ラスト入りで、名前を書く部分もありますけれども。そういう意味でそれをやること

によって多少なりともチラシを配るのも１つの方法ですが、ごみ袋は必ず皆さんごみ

を出すときに使います。そこに書いてあれば、ああ、確かにこれだけのごみを出すの

にこれだけの費用がかかるのかという部分で、京都市の場合はだからプラスチックご

みとかそれぞれの袋にそれぞれのかかる費用を書いて袋を販売しているようです。 

以前は京都市の場合袋も無料で配っていたらしいですが、さすがにもうごみの処分

に音を上げて袋は有料にしたそうです。それでもまだなかなか減らないということで、
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いろんな方策でそういう部分でごみ袋をつくられたということを視察してきましたが、

もし山形村が今当然売っているごみ袋はあると思うのですが、新たにつくり直すとい

うかつくる場合に、そういう方策でやってみたらどうかなという部分でもしお考えが

あればお聞きしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 青沼住民課長。 

○住民課長（青沼永二君） 大変いい情報をありがとうございました。当然機会があれ

ばそのようなことも考えたいと思いますが、まだ現物を見ておりませんので、機会が

あればぜひ京都へ行かしていただいてごみ袋を買ってきたいと思いますので、またご

理解をお願いしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 新居議員。 

○３番（新居禎三君） 私、１部もらってきましたので持っていますが、何せ人口も全

然違いますが、京都市はごみ処理した後のいわゆる山形村は今はサンクスをほとんど

使っていないですが、灰を埋めるだけで山１つ、谷１つ埋めているのです。ものすご

い規模でした。それこそ端から端まで１０キロぐらい谷を全部埋めて、だから当然水

が出るのでその処理とか全部莫大なお金をかけてやっているということを聞いてきま

した。 

そういう意味ではまだまだ山形村は規模も小さいですからいいのですが、そうはい

ってもごみの問題というのはこれから放っておくとどんどんごみは増えてきます。本

当は業者もごみが出ないような包装とかやっていただければ一番いいのですが、そう

はいってもいろいろ増えてきます。そういう意味で小型家電の回収とかいろいろ村も

やっていますが、もっといろいろやってごみを減量していければなと思っております

ので、とりあえず１番のごみの部分についてはこれで終わります。 

２つ目の観光振興ですが、今、村長がパンフレットにＱＲコードでインターネット

へリンクする、ＱＲコードを載せるという非常に画期的でもないですが、なかなかい

い方法だと思います。それにもましてせっかくホームページへ来ていただいた方に、

やっぱり村長も言われていましたがホームページの内容ももう少し極端なことを言え

ば最初のページは観光でもいいと思うのです、表紙は。 

ある意味現在のホームページを見ていると、確かに住民に一番使いいいようになっ

ているのかなと思いますが、もう少し観光面でパッと見目を引く部分があればなと思

っておるのですが、当然ホームページの製作についてもいろいろ業者等を使って検討

されると思うのですが、具体的にはどういうふうな形でいつごろやられるのか、もし
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あればお聞きしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 中村副村長、答弁願います。 

○副村長（中村俊春君） ホームページの更新でございますけれども、たしか２５年に

全面改正したばかりでございます。その前には村長のあいさつもなかったのですが、

たしか２５年ですか、ホームページを更新したばかりなものですから、今またすぐ更

新というのはちょっと考えられませんけれども、費用の面もありますけれども、いわ

ゆるホームページにつきましては今情報の一番の最先端のものでございますので、費

用の面もございますけれども、更新については今言われたとおりまた今観光の面を一

番最初に出せればいいのではないかという指摘もいただきましたので、これにつきま

しても総務課の方の企画サイドでホームページの方の管理はしておりますので、費用

の面もありますけれども検討してまいりたいというふうに思います。 

○議長（平沢恒雄君） 新居議員。 

○３番（新居禎三君） ぜひ村の当然観光協会のホームページもありますので、観光協

会もあまりお金がないみたいですが、そちらの方のホームページも活用できるような、

当然リンクできるようになっていますが、そういうことも考えに、視野に入れながら

いろいろやっていただきたいと思います。 

それと外国人に対しての情報発信は今のところお考えでないという部分でしたが、

今朝ほど増澤議員の質問の中にもありましたが、現在北陸新幹線開通することによっ

て金沢方面から、以前からも結構ありますが岐阜、高山を通って松本という、このル

ートは結構外国の方には人気がありまして、私のいたバス会社でも松本から高山へ行

くバス、ほとんどお客さんは外国の方です。日本人の利用はほとんどありません。  

でも、そういう意味で外国の方にとってはあのルートは非常に魅力的な部分であり

ます。特に近年松本城は昨年外国の方が６万人ですか、見えられたという数字が出て

いました。その中で特に最近数も増えていますが中国の旅行される方、ほとんどが中

国の方は東京へ行って電気量販店とかでお買い物が多いみたいですが、それでもリピ

ーターで何回も来ている人は次なるルートということで、能登半島の先端が龍の頭だ

そうです。愛知県、名古屋から岐阜、長野、富山、石川、この辺のルートがドラゴン

ルートと言うそうです、中国人の方は。 

そういう意味で今非常に中国の方にとっては注目されている部分だそうです。そう

いう意味で松本城の中国人の方の観光客も相当増えているという統計があるみたいで

すが、そんな中でなかなか山形村が何があるかという部分で難しいのですが、その仮
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に１％でも村に何か目新しいものがあればという部分で、何かそういう部分で観光資

源というか、観光資源は私は幾らでもあると思っているのですが、そういう情報発信

をしていく必要があると思っているのですが、外国の方に対するそういう観光につい

て村長はどういうふうにお考えですか。 

○議長（平沢恒雄君） 村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 確かに松本を含めまして中国人の観光客が見えているというこ

とはよく承知しております。また、松本市は台湾に行って台湾の外交ももう市長がさ

れていますし、そんな面でのこれから外国人対応しましょうという動きがあることは

事実でございます。 

では、山形村が外国人に対してどういうふうな形のもてなしができるかというと、

とりあえず考えられるのはスカイランドきよみずの宿泊と清水寺ぐらいの形かなとい

うように思うのですが、ファーマーズガーデンに行って新鮮な野菜を買ってください

と、こういうのも１つのあれかもしれませんけれども、具体的に宿泊施設でしたらや

っぱり泊まっていただけたら、その対応では外国語の用意をしなければいけないなと

は今思っております。 

でも、村の中にまだまだ外国語をいっぱい書いて外国人をおもてなしするという環

境にはなっていないなと思っておりますけれども、これからはやっぱりグローバルな

展開ということになって考えますと、外国人に対しても考えていかなければいけない

ということかと思いますのでご提案ありがとうございました。 

○議長（平沢恒雄君） 新居議員。 

○３番（新居禎三君） そういう意味でいろいろ考えていただければと思うのですが、

特に台湾の方は健康志向がすごいというか、長いもです、山形村の。これは中国の方

にとって健康食品だそうです。実際に台湾は北海道から大量に輸入しているらしいで

す。北海道の長いもと山形村の長いもを比較するといけませんが、そういう意味で長

いもを活用した観光振興もいろんな料理、銀座ＮＡＧＡＮＯで村長やると言われてい

ますが、村の中だってそういう施設がないのが残念ですが、やって長いも料理を出す

にせよ、季節オープンでもいいですがやってみて観光客を呼ぶとか、そういう方策も

ぜひあると思いますのでご検討いただければと思っております。 

それでは、３番目の「次世代を担う人と文化をはぐくむやまがた」についてです。

先ほど来小学校の給食費と放課後児童クラブの利用はＪＡが手数料が安いということ
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で当面そのままということでありましたが、恐らく先延ばしになると思いますが、政

府もＪＡ改革の中で、いわゆる非農家の人が口座をつくることが今後できなくなる可

能性はかなりあると思います。とりあえず今回は先延ばしになるみたいですが、恐ら

く推測ですが、どこかの国の圧力でＪＡの金融機関としての扱いを小さくしようとい

うあれの一環だと思いますが、そういう意味で新たに山形村へ越してきて若い子育て

世代が来て、都会から特に今はやりではないですがＩターン、Ｕターンの人が来てＪ

Ａの口座があるかという部分で、ほとんどの人は都会で生活している人はＪＡの口座

を持っていないと思います。 

今後もしその政府の規制がかかった場合に果たしてＪＡだけでいいのかと。聞くと

ころによると小学校の給食費の手数料はそれぞれ父兄が負担しているみたいではない

ですか。ということは、利用者の自分の選択肢の中で手数料が高いところでもこっち

の方が便利でいいよと思ったら窓口を広げればできるわけで、当然役場の仕事量は増

えてきます、いろんな金融機関が増えれば。費用対効果という部分で多少費用がのし

てきて効果がどれだけあるのかという部分を言われるとなかなかつらい部分がありま

すが、そうはいっても手数料ですから何百万円、何千万円かかるものではありません

ので、ぜひそういうところから子育て世代の利便性向上という部分でやっていただき

たいと思いますが、その辺、ＪＡ改革絡みの部分についてどうお考えかお聞かせくだ

さい。 

○議長（平沢恒雄君） 山口教育長、答弁願います。 

○教育長（山口隆也君） 一応小学校の給食費につきましてはそのＪＡ改革の動向を見

ながらまた検討させていただきますが、今ＪＡに口座を開設をしていただいておりま

す。そして、ＪＡの場合は引き落としができた時点で21円の手数料。他の金融機関は

引き落としを依頼し手引き落としができても、できなくても手数料がかかるというそ

ういう状況です。その辺で数十円ということではありますけれども、現在はこういう

方法をとらせていただいて、そのＪＡ改革の姿がはっきりした時点でまた検討させて

いただきたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（倉科 寛君） 放課後児童クラブの関係につきましても、今教育長

が言いましたように動向を見ながら検討していきたいというふうにします。 

○議長（平沢恒雄君） 新居議員。 

○３番（新居禎三君） 当然役場としては動向を見ながらということになるのでしょう
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が、ＪＡ改革もこの先どうなるかわかりませんが、突然またぶり返す可能性も大であ

りますので、そういう意味で先手をとっていただきたいと思います。 

ですから、私も言いましたように都会から引っ越してきた人が、転勤族とかで来た

人がやはり子どもが学校に行くに当たってＪＡの口座も開設しなければいけないとい

う部分で手間が、わずかな手間ですが、そうはいってもそういう意味でそういう人た

ちの利便性を向上するということは若い人にとっての魅力的な村の一環になると思い

ますので、ぜひ早目、早目の手を打っていただいて、確かに先ほど村長言われたよう

にコンビニの納付は莫大な手数料がかかるというのは私もわかっています。そこまで

は言いませんが、口座振替についてはせめて今ある６つの金融機関、水道料、その他

と同じ扱いにはしていただきたいなと思いますが、今後動向を見ながらということで

すが、仮にそういう父兄の中から声が上がってくれば検討する余地はあるのですか、

お聞きしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 山口教育長、答弁願います。 

○教育長（山口隆也君） 小学校の給食は当然まず学校ですので、学校がまたＰＴＡと

協議をして、そして教育委員会も含めた中で検討していくという、そういうことにな

ると思います。 

○議長（平沢恒雄君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（倉科 寛君） 放課後児童クラブにつきましても今のところそうい

う要望はございません。もしありましたらまた検討していかなければいけないかなと

思いますけれども、できるだけ小学校と同じ口座を使わせてもらえばと考えてござい

ます。 

○議長（平沢恒雄君） 新居議員。 

○３番（新居禎三君） 恐らく放課後児童クラブについては当然その子どもさんは小学

校へ行っているわけですから、給食費も落としているからＪＡ口座はそれ以前につく

ってあるでしょう。ということでほとんど声が上がってこないのかなという部分だと

思います。 

私自身がこの村へ引っ越してきたときに最初にひっかかったのがそこでありまして、

子どもが学校で給食費、ＪＡだけと。当然役場のほかの公共料金と同じだと思ってい

て書類を出そうとするとＪＡだけですと言われて慌てふためいて、出資金を出してＪ

Ａに口座をつくった覚えがあります。はっきり言って子どもが卒業してからその後は

ＪＡの口座はほとんど使い道がないのですが、かといって解約はしていませんが、そ
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ういう利便性を少しでも向上していけば魅力ある、若い人にとっての魅力ある村づく

りの、小さい部分です。大きな部分ではもっと大きないろんな村長の施政方針ではな

いですが、やらなければいけないことはいっぱいありますが、そういう細かい部分は

やろうと思えば比較的簡単にできる部分ですから、そういうところからでもぜひ手を

つけていただければと思っております。 

そういう意味で今後の検討していただけるということで、ぜひそういう方向でお願

いしたいと思って今日の質問はこれで終わりにしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 以上で新居禎三議員の質問は終了しました。 

 これで一般質問はすべて終了しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎散会の宣告 

○議長（平沢恒雄君） それでは、本日の会議の日程はすべて終了しましたので、これ

にて閉議し散会といたします。散会。 

（午後 ６時２０分） 


